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令和元年第２回（６月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

令和元年６月１０日（月）午前１０時開会 

 

第 １      会議録署名議員の指名について 

第 ２      会期の決定について 

第 ３ 報第１号 平成３０年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

第 ４ 報第２号 平成３０年度上牧町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ 

         いて 

第 ５ 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

         の一部を改正する条例について 

第 ６ 議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

第 ７ 議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 

         について 

第 ８ 議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）について 

第 ９ 議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１０ 議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１１ 議第７号 上牧町道路線の廃止について 

第１２ 議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結について 

第１３ 議第９号 北葛城郡公平委員会委員の選任について 

 

本日の会議に付した事件 

第１から第１３まで議事日程に同じ 
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    開会 午前１０時００分 

 

    ◎開会の宣告 

〇議長（服部公英） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、令和元年第２回上牧町議会定例会を開会いたします。 

 本日、定例会が開催されましたところ、議員各位におかれましては、ご出席賜り、厚く御

礼申し上げます。どうか議員各位のご協力をお願い申し上げます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（服部公英） これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（服部公英） 初めに、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 皆さん、おはようございます。 

 本日、ここに令和元年第２回定例会を招集いたしましたところ、議員各位には早朝よりお

集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 それでは、本日提出しております議案につきまして、簡単に説明させていただきます。 

 報第１号は、平成30年度一般会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。 

 報第２号は、平成30年度下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告でございます。 

 議第１号は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

の施行に伴う、上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正でございます。 

 議第２号は、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布に伴う

上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正でございます。 
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 議第３号は、上牧町指定ごみ袋の規格に不燃ごみ10リットル袋を追加することに伴う上牧

町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正でございます。 

 議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）につきましては、6,142万5,000

円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ74億7,773万2,000円とさせていただいております。 

 主な内容について説明をいたします。総務費といたしましては、庁舎非常用配線改修工事

130万円、東京圏からの県内就労促進移住支援金100万円、電子計算費でシステム変更委託料

442万7,000円、プレミアムつき商品券発行事業補助金650万2,000円を計上しております。 

 民生費といたしましては、国民健康保険特別会計繰出金150万2,000円、介護保険特別会計

繰出金990万円、私立保育所等整備事業補助金133万6,000円を、衛生費といたしましては、風

疹抗体検査負担金416万4,000円を、農林商工業費といたしましては、団体営ため池防災対策

調査計画事業設計委託料140万円を、土木費といたしましては、橋梁補修耐震工事2,600万円

を、教育費といたしましては、上牧幼稚園給食室水道配管改修工事267万9,000円を計上して

おります。 

 議第５号、議第６号は、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計の補正予算でございま

す。 

 議第７号は、上牧町道路線の廃止についてでございます。 

 議第８号は、消防ポンプ自動車購入契約の締結についてでございます。 

 議第９号は、北葛城郡公平委員会委員の選任についてでございます。 

 以上のとおり案件を上程いたしております。いずれも重要な案件でございますので、慎重

審議いただき、議決、同意賜りますようお願い申し上げまして、招集のご挨拶とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議会運営委員会の報告 

〇議長（服部公英） 挨拶が終わりましたので、過日開催されました議会運営委員会の報告を

求めます。 

 吉中議会運営委員長。 

          （議会運営委員長 吉中隆昭 登壇） 

〇議会運営委員長（吉中隆昭） 皆さん、おはようございます。６番、吉中です。 
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 それでは、議会運営委員会の報告を申し上げます。 

 本日招集の令和元年第２回定例議会の議会運営委員会を、去る６月６日午前10時より、全

委員出席により、議会運営について慎重に審議いたしました。 

 本定例会に付議を予定されます町長提出議案と議員提出議案について、本会議審議か各委

員会付託かを審議した結果、報第１号 平成30年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について、報第２号 平成30年度上牧町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について、議第９号 北葛城郡公平委員会委員の選任について、以上の３議案については、

本日の本会議審議とすることに決しました。 

 議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、議第

４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）について、議第７号 上牧町道路線の

廃止について、議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結について、以上

の４議案については、総務建設委員会に付託することに決しました。 

 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について、議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部を改正する条例について、議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予

算（第１回）について、議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）

について、以上の４議案については、文教厚生委員会に付託することに決しました。 

 会期日程につきましては、本日６月10日より６月19日までの10日間と決しました。日程の

振り分けとして、本日６月10日、本会議、６月11日、総務建設委員会、６月12日、文教厚生

委員会、６月13日、休会、６月14日、一般質問、質問者は遠山議員、牧浦議員、竹之内議員、

上村議員、石丸議員５名、６月15日、16日、17日、休会、６月18日、一般質問、質問者は富

木議員、東（あずま）議員、康村議員、木内議員、東（ひがし）議員５名、６月19日、本会

議、会議は全て午前10時開会とし、一般質問の持ち時間につきましては、従来どおり、理事

者側の答弁を含め１人１時間以内と決しました。 

 以上、議会運営委員会の報告といたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（服部公英） 報告が終わりましたので、これより委員長の報告どおり議事を進めてま
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いりたいと思います。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会議録署名議員の指名について 

〇議長（服部公英） 日程第１、会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、４番、木内議員、５番、竹

之内議員を指名いたします。 

 

                     ◇                    

 

    ◎会期の決定について 

〇議長（服部公英） 日程第２、会期の決定について、これを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月19日までの10日間にしたいと思います。ご異議ございま

せんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から６月19日までの10日間と決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎報第１号の上程、説明、質疑 

〇議長（服部公英） 日程第３、報第１号 平成30年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 報第１号 平成30年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の

報告について。 
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 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、平成30年度上牧町

一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり作成したので、報告する。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、報告内容の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 報第１号 平成30年度上牧町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

につきましては、平成30年度上牧町一般会計補正予算第５回と第６回で計上しておりました

繰越明許費の各事業につきまして繰越計算書を作成いたしましたので、地方自治法施行令第

146条第２項の規定により、別紙のとおりご報告させていただくものでございます。 

 繰越事業といたしましては、総務費で会計年度任用職員制度の導入支援業務委託料、まち・

ひと・しごと再生モデル事業拠点整備工事、プレミアムつき商品券システム構築委託料、土

木費で都市計画道路整備計画策定業務委託料、服部台明星線用地費、町営第５住宅屋根改修

事業、教育費で上牧第二中学校屋根改修事業、合わせて７件の事業を繰り越ししております。

繰越明許費繰越額は総額１億8,173万5,000円で、財源内訳といたしましては、国・県支出金

が2,819万9,000円、地方債が１億690万円、一般財源が4,663万6,000円となっております。 

 以上、報第１号の報告をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 10番、石丸典子です。 

 繰越事業に入る前に、まず１点お伺いしたいんですが、５月31日で出納閉鎖が行われてお

りますけれども、平成30年度の一般会計における決算の見込みはどの程度の見込みか、簡単

にご説明をお願いいたします。実質収支額でどの程度になるか見込まれていると思いますが、

お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今、精査させていただいておりまして、約１億3,000万円の収支があ

るというふうになっております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） ありがとうございます。町長におかれましては、この６月１日から住

民向けのタウンミーティングが行われております。先日、６月８日の土曜日は桜ケ丘の憩い
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の家で行われまして、私も参加をさせていただきました。１時間にわたって町長みずから丁

寧に説明がありました中に、平成30年度の決算見込みということで、資料にはありませんで

したけれども口頭でそのようなご説明をいただいたところです。 

 議員がそれぞれの会場へ、住民の代表としてタウンミーティングに出席するのは当然のこ

とでありますけれども、できましたら、このタウンミーティング用につくられた資料を事前

に議員のレターボックスに入れていただいたらありがたいかと思います。事前に説明云々と

いうものではありません。予算の内容であるとか、また財政の見通し等については、これま

で議会で説明されていたことが基本になっておりますので何ら異存はありませんけれども、

事前にお配りしていただきたいと思いますが、その点よろしくお願いいたします。資料をあ

らかじめ議員に届くようにしていただきたいと思います。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今、石丸議員がおっしゃっていただいたタウンミーティングの資料

につきましては、事前に配付の方をさせていただきたいというふうに思っております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、繰越明許費繰越計算書の中で、４つの事業についてお伺いしたいと思います。 

 まず、会計年度任用職員制度導入支援業務委託料ですけれども、これは町職員の臨時・非

常勤職員全体の任用根拠の明確化や、また適正化を定めるために委託をする事業であります

けれども、この取り組み状況、これは来年度の４月から施行ということで、今年の９月議会

に条例が提案されるというスケジュールの予定が以前の資料で示されておりましたけれども、

どのような状況になっているのか、スケジュールは予定どおりに進むのかどうか、お伺いし

たいのがまず１つです。 

 ２つ目の事業は、土木費の都市計画道路整備計画策定業務委託料ですけれども、これにつ

いては平成30年度の当初予算の分がほとんど繰り越しになっておりまして、平成31年度予算

においては、新しい地図にするということで約200万の予算が組まれて、合計で令和元年度の

事業として、合計で912万の事業になるというふうな認識をしておりますけれども、新しい地

図による都市計画道路整備計画策定という認識でよろしいでしょうか。確認をさせていただ

きたいと思います。 

 次に、服部台明星線用地費で396万円の用地費が繰り越しとなっておりますけれども、これ

は３月の補正においては、内示額の確定で少し工事費が減額になっておりました。2,300万円
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の減額でありましたけれども、これにおいては、工事のおくれはないというふうな説明をい

ただいておりましたけれども、この用地費の繰越額について説明をお願いいたします。 

 次に、住宅費の町営第５住宅屋根改修事業でありますけれども、これは12月の補正予算で

組まれて、今年度３月に交付金決定予定ということで、今年度の当初からの事業で行われて

いる事業ですけれども、２カ月ぐらいで完了というふうな説明がありました。現地を見させ

ていただきましたら、まだ足場などが残っているんですけれども、この第５住宅の屋根改修

事業の進捗状況と完了見込みの以上の説明をお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） そしたら、１つ目の会計年度任用職員制度導入支援業務委託料の

スケジュールということでございます。今現在、この分につきましては最終的に業者の方に

委託をさせていただきまして素案という形ではできておるんですが、今現在、金額面につい

て検討させていただいているところでございまして、やはりかなりの人数の臨時職員さんが

いらっしゃいます。なおかつ、職種もいろいろいらっしゃいまして勤務形態も違うことから、

少し現在検討させていただいているところではございますが、30年度の第３回の議会に上げ

させていただいたときのスケジュールといたしましては、９月議会に条例等を上程というよ

うな形で明記させていただいておりましたが、今のところ９月議会では少し厳しいのかなと

いうふうに思っているところでございます。と言いますのも、先ほど言いましたように、金

額面であったり、勤務形態が少しいろいろいらっしゃいますので、今現在、そういう形態別

に分けさせていただきまして検討させていただいているところでございます。 

 それと、今回、県の方で、６月議会の方で、会計年度任用職員制度に関する条例が上げら

れるというふうにも聞いておりますので、そういった分も含めてちょっと検討をさせていた

だいて、できたら９月には上げさせていただきたいんですが、今のところの少し厳しいかな

ということで、12月には必ず上げさせていただかないと、来年４月１日からの施行というこ

ともございますので、そういう形で今現在進めているところではございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） ありがとうございます。では、次、お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 都市計画道路整備計画策定業務委託料についての繰り越し内容

でございます。30年度におきましては、今までの都市計画道路の見直しをされていなくて、

53条とかのいろいろな事業の問題等も発生して、今現在ある都市計画道路の存続か廃止とい
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うことを30年度の方で繰り越しをさせていただいております。また、31年度については、そ

のでき上がった分の図書の作成でございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） わかりました。では、次、お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 次に、服部台明星線用地費の繰越計算書の内容でございます。

これにつきましては、当初の補正で工事費の内示額がつかなかったということで減額させて

いただきました。今回の場所については、個人の土地の買収の交渉の中でちょっと難航して

おりましたので、その分の用地費の費用でございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） お聞きしておきます。では、最後の第５住宅の屋根改修事業をお願い

いたします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） それと、先ほどの服部台明星線の工事費のおくれはないかとい

うことで、今現在の工事費の予定は最終年度で、この次、建物補償、用地交渉後に工事の方

を最終年度で考えておりますので、よろしくお願いします。 

 それと、町営第５住宅屋根改修事業につきましては、今生活環境課の方でやっております

改修工事なんですけども、９割方工事が完成しているというのが実情でございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） ６月中には完成されるということですか、完成時期。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 一応そのように伺っております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） わかりました。ありがとうございました。 

 以上で終わります。 

〇議長（服部公英） それでは、ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） これで質疑を終わります。 

 よって、本案の報告は終了いたしました。 
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                     ◇                    

 

    ◎報第２号の上程、説明、質疑 

〇議長（服部公英） 日程第４、報第２号 平成30年度上牧町下水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書の報告について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 報第２号 平成30年度上牧町下水道事業特別会計繰越明許費繰

越計算書の報告について。 

 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第146条第２項の規定により、平成30年度上牧町

下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり作成したので、報告する。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、報告内容の説明を求めます。 

 水道部長。 

〇水道部長（中村 真） 報第２号 平成30年度上牧町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書の報告につきましては、平成30年度上牧町下水道事業特別会計補正予算（第３回）で計

上いたしました第２表、繰越明許費の繰越計算書を作成いたしましたので、地方自治法施行

令第146条第２項の規定により報告させていただくものでございます。よろしくお願いいた

します。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 10番、石丸典子です。 

 下水道事業における繰越事業ですけれども、下水道事業経営戦略策定事業ということで委

託されている事業ですけれども、この策定の進捗状況をご説明願いたいと思います。 

〇議長（服部公英） 水道部長。 

〇水道部長（中村 真） 経営戦略の進捗状況ということでございます。履行期日が６月末と

なっております。最終段階、ほぼ完成しておりますが、残り、投資計画における財源につい

ての検討を行い計画書を取りまとめる段階となっております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） わかりました。以上です。 
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〇議長（服部公英） ほかにございませんか。 

          （「なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） これで質疑を終わります。 

 よって、本案の報告は終了いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第５、議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について。 

 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例については、別紙のとおりである。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 この条例の一部改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準の一部を改正する省令の公布に伴い、上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正するものでございます。 

 改正の概要及び内容についてご説明いたします。これまで基準省令においては、事業を行

う者は、事業の支援単位ごと放課後児童支援員を２名以上置くこととされており、放課後児

童支援員は保育士の資格を有する者など、基準省令第10条第３項の各号のいずれかに該当す

る者であって、都道府県知事が行う研修、放課後児童支援員認定資格研修と言います、を修

了した者でなければならないとされ、上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第11条で規定しておりました。同認定資格研修については、研修需要に

適切に対応するために、指定都市、いわゆる政令指定都市にもこれを行えるようにすべきと
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の地方の提案が、平成29年度の地方からの提案等に関する対応方針において、放課後児童健

全育成認定資格研修の実施については平成31年度から指定都市も放課後児童支援員認定資格

研修を実施することができるとされ、また、都道府県知事が行う研修も指定都市の長が行う

研修も厚生労働省が定める放課後児童支援員等研修事業実施要綱に沿って行われることから、

どちらの研修を修了したかで扱いに差をつける理由はないと考えられ、指定都市の長が行う

研修を修了した指定都市以外の市町村において放課後児童健全育成事業に従事する場合に、

その者を放課後児童支援員として扱うために上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例についても、基準省令と同様に上牧町放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例を改正し整備を行います。 

 上牧町放課後児童健全育成事業設備に関する基準を定める条例第11条、職員、第11条第３

項の都道府県知事または地方自治法第252条の19第１項の指定都市の長と改正いたします。 

 また、附則第２項の改正につきましては年号の整備とあります。 

 この条例は公布の日から施行するものといたしております。 

 以上が今回提出いたしました改正内容になります。議決いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第６、議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例について。 

 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例については、別紙のとおり

である。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 
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 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改

正する条例について、改正概要及び内容についてご説明いたします。 

 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔

慰金の支給等に関する法令施行令に基づき、災害により死亡された町民の遺族に対する災害

弔慰金の支給、災害により精神または身体に著しく障害を受けられた町民に対する災害障害

見舞金の支給、及び災害により被害を受けられた世帯の世帯主に対する災害援助資金の貸し

付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする条例でございます。

今般、近年の社会情勢を踏まえ、平成31年４月に第８次地方分権一括法による災害弔慰金の

支給等に関する法律の一部改正により施行、また、当該条例の基準となる災害弔慰金の支給

に関する法律の施行令の一部を改正する政令が同年４月１日から施行することとされ、災害

援助金の貸し付けに係る運用を改善し災害者支援の充実を図る観点から、当該条例の一部を

改正するものでございます。 

 災害援助資金とは、都道府県内で災害救助法が適用された市町村が１以上ある災害により、

負傷または住居、家財に被害を受けた世帯主に対して、その生活の立て直しに資するため、

350万円を上限とし貸し付けるものでございます。 

 上牧町災害弔慰金の支給に関する条例第14条、利率を、保証人及び利率に改めます。 

 改正前の災害援助金の貸し付けにつきましては、年３％に固定されている災害援助資金の

貸付利率の軽減または保証人を立てることが困難な被災者の実情を考慮し、保証人の必置義

務の緩和を図り、保証人を立てる場合の貸付利率を無利子、保証人を立てない場合は貸付利

率年1.5％といたします。ただし、据え置き期間中は無利子となります。 

 違約金につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令第９条により、延滞利率

年10.75％を年５％に改める改正を行います。 

 続きまして、第15条、償還等では、借受人の償還を容易とし債権の確実な回収を目的とい

たし、現在の年賦償還を年賦償還、半年賦償還、月賦償還の返済方法が選択できるように追

加いたします。 

 この条例は公布の日から施行するものとし、ただし、条例第14条並びに第15条第１項及び

第３項の規定につきましては、平成31年４月１日以後に生じた災害に適用いたします。 

 以上が今回提出いたしました改正内容になります。議決いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 
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〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第７、議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部を改正する条例について。 

 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例については、別

紙のとおりである。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部を改正する条例について、ご説明いたします。 

 今回の上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例につきま

しては、上牧町指定ごみ袋の規格、不燃物ごみ10リットル袋の追加に伴うものでございます。 

 ご審議の上、議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第４号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第８、議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）に

ついて、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 
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〇議会事務局長（山本敏光） 議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）につ

いて。 

 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）については、別紙のとおりである。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）について

説明いたします。 

 まず、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の履行に伴い、平成31年度上牧町一般会

計予算の名称を令和元年度上牧町一般会計予算とし、元号による年表示についても令和に読

みかえるものとさせていただいております。 

 それでは、補正予算（第１回）につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ6,142万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ74億7,773万2,000

円とするものでございます。 

 また、第２条、地方債の補正では、起こすことができる地方債の追加、変更として、６ペ

ージ、第２表に庁舎設備整備事業債130万円の追加と、橋梁長寿命化事業債では限度額を960

万円増額、消防車両整備事業債では限度額を370万円減額しております。 

 今回の補正予算は、道路橋梁費補助金の内示額等により事業費の調整をさせていただき、

また、幼児教育・保育の無償化の実施に当たって必要となる経費、消費税率引き上げに伴う

報酬改定、処遇改善等に係るシステム改修費用などをこの補正で計上させていただいており

ます。 

 それでは、補正予算に関する説明書の事項別明細書で、主なものにつきまして説明させて

いただきます。 

 まず、歳入につきましては、説明書４ページ、款国庫支出金、項国庫負担金、目民生費国

庫負担金で、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等

に関する法律による介護保険法の改正により、消費税による公費を投入して低所得者の保険

料の軽減強化を平成27年度から一部実施しておりますが、令和元年10月１日の消費税率10％

予定の引き上げに合わせて、さらに保険料負担の軽減を図るため、その財源として国費で低

所得者保険料軽減負担金494万7,000円増額計上させていただいており、また、款県支出金に

おきましても247万3,000円の増額計上しております。 
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 目総務費国庫補助金でプレミアムつき商品券発行事業としまして、国の補助金の名称に合

わせた予算構成の変更、また予算組みかえ等で対象経費の増額により、プレミアムつき商品

券事務費補助金360万2,000円増額計上させていただいております。 

 目民生費国庫補助金で、消費税率引き上げに伴う報酬改定、処遇改善、就学前の障害児発

達支援無償化に係る改修費用としまして、障害者自立支援給付費審査支払い等システム改修

補助金68万7,000円増額計上させていただいております。 

 子ども・子育て支援事業費補助金につきましては、幼児教育・保育の無償化の実施に当た

り、その導入に当たって必要な事務及びシステム改修等に要する費用として、514万7,000円

増額計上させていただいております。 

 西大和黎明保育園のボイラー室のアスベスト除去による保育所等整備交付金89万1,000円

増額計上させていただいております。 

 款県支出金、項県補助金、目総務費県補助金で、出会い・結婚・子育て応援事業費につい

て補助金の内示額が変わったことによりまして、地域少子化対策重点推進交付金59万6,000

円計上させていただいております。 

 奈良県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び上牧町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基

づき、奈良県内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、

奈良県が市町村と連携して実施する東京圏からの県内就労促進パッケージ事業において参加

協力することにより、東京圏から上牧町に移住した者がマッチング支援対象の求人を充足し

て定着に至った場合において、東京圏からの県内就労促進パッケージ事業補助金75万円増額

計上しております。 

 目農林商工業費県補助金につきましては、団体営ため池防災対策調査計画事業補助金140

万円を増額計上させていただいております。 

 目消防費県補助金につきましては、補助金の内示額がありましたので、消防力強化支援事

業補助金361万7,000円計上しております。 

 款繰入金、項基金繰入金、目財政調整基金繰入金では、財政調整基金からの今回の補正の

調整額1,065万6,000円を繰入計上し、繰り入れ後の基金残高は９億1,084万4,000円となって

おります。 

 款諸収入、項雑入、目雑入で、大阪湾圏域広域廃棄物処理場整備基本計画変更に伴う事業

費調整還付金273万3,000円、消防団の装備の基準及び消防団員服制基準に基づき、消防団の

活動服に対する自治総合センターコミュニティー助成金100万円、奈良県金融広報委員会市
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町村活動事業費補助金12万5,000円増額計上させていただいております。 

 款町債では、橋梁長寿命化事業債960万円増額、消防車両整備事業債370万円減額、庁舎設

備整備事業債130万円を追加増額計上させていただいております。 

 歳出に移りまして、８ページ、款総務費、項総務管理費、目財産管理費で、香芝市上中米

山台６丁目の合計３筆に関しての不動産鑑定手数料38万3,000円増額計上、また、平成30年度

に設置いたしました庁舎の非常用予備発電機の更新をさせていただきましたが、電気配線が

複雑なため、今回配線工事により送電箇所の拡充を行う必要としまして、庁舎非常用配線改

修工事130万円を増額計上、目企画費で出会い・結婚・子育て応援事業費につきましては、補

助金の内示額により財源の振りかえをさせていただいております。 

 先ほどの歳入で説明をさせていただきました、東京圏からの県内就労促進移住支援金100

万円増額計上させていただいております。 

 目電子計算費で、障害者自立支援給付審査支払等手数料改修77万円、子ども・子育て幼児

教育・保育無償化システム改修委託料365万7,000円、合わせてシステム変更委託料442万7,000

円増額計上いたしております。 

 目プレミアムつき商品券事業費では、商工会に事業費を補助金として支出することになっ

たため、予算の組みかえをさせていただきました。なお、この事業につきましては、北葛城

郡４町で合同で事業を行うこととなっております。 

 10ページに移りまして、款民生費、項社会福祉費、目社会福祉総務費で、退職予定者に伴

う臨時職員を配置する必要があるため、事務費の繰り出し分といたしまして、国民健康保険

特別会計繰出金150万2,000円、目高齢者福祉費で低所得者保険料軽減負担金の拡充により、

介護保険特別会計繰出保険事業勘定繰出金といたしまして990万円増額計上させていただい

ております。 

 目児童福祉総務費で、節の共済費、賃金、需用費、役務費につきましては、幼児教育・保

育の無償化実施に伴う事務費といたしまして149万円増額計上、私立保育所等整備事業費補

助金133万6,000円増額計上させていただいております。 

 次に、款衛生費、項保健衛生費、目予防費で風疹予防対策として、乳幼児及び妊娠を希望

する女性等を中心に風疹対策を行ってきましたが、追加的対策としまして、風疹の抗体を持

たない者が２割程度存在している働く世代の男性、過去の予防接種制度の変遷で予防接種の

機会の与えられなかった昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性に対して、抗

体検査及び抗体を持たない者に対する予防接種を実施するよう予防接種法の改正があり、改
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正に基づく令和元年度の対象者、昭和47年４月２日から昭和51年４月１日生まれの男性の予

防接種事業費439万7,000円増額計上させていただいております。 

 12ページに移りまして、款農林商工業費、項農業費、目農地費、平成30年７月、８月に実

施された全国ため池緊急点検に抽出された７カ所のため池について、氾濫解析を実施するた

めの団体営ため池防災対策調査計画事業設計委託料140万円を増額計上させていただいてお

ります。 

 款土木費、項道路橋梁費、目道路橋梁費で、道路橋梁費補助金の内示額増額に伴い、橋梁

補修耐震工事2,600万円の増額計上をしております。 

 款教育費、項幼稚園費、目幼稚園費で、給食室の水道配管が経年劣化により漏水を起こし

ているため、改修費用としまして上牧幼稚園給食室水道配管改修工事267万9,000円増額計上

させていただいております。 

 以上、補正の概要を説明させていただきました。議決賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第９、議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第

１回）について。 

 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）については、別紙のとおりで

ある。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第
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１回）について、ご説明いたします。 

 まず、元号を改める政令（平成31年政令第143号）の施行に伴い、平成31年度上牧町国民健

康保険特別会計の名称を令和元年度上牧町国民健康保険特別会計予算とし、元号による年号

表示について、令和に読みかえさせていただきます。 

 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計（第１回）につきまして、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ150万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億7,855

万5,000円とするものでございます。 

 それでは、内容についてご説明いたします。 

 説明書４ページ、５ページになります。歳入につきまして、款６繰入金、項１他会計繰入

金、節１一般会計繰入金で150万2,000円を、款８諸収入、目３雑入、節１雑入で4,000円を計

上いたしております。これにつきましては、歳出６ページ、７ページ、款１総務費、目１一

般管理費、節４共済費18万6,000円、節７賃金で132万円の予算計上をしております。退職職

員１名減によります補充人員の人件費を計上し、一般会計から繰り入れを行います。 

 以上が今回補正計上いたします内容になります。ご審議の上、議決いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第10、議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１

回）について。 

 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）については、別紙のとおりである。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 住民福祉部長。 
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〇住民福祉部長（濱田 寛） 議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１

回）につきまして、まず、先ほども申しました元号を改める政令（平成31年政令第143号）の

施行に伴い、平成31年度上牧町介護保険特別会計予算の名称を令和元年度上牧町介護保険特

別会計予算とし、元号による年号表示についても令和に改めさせていただきます。 

 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）につきまして、ご説明いたします。 

 第１条、歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれ１万7,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ19億155万3,000円とするものでございます。 

 それでは、保険事業勘定についての内容についてご説明させていただきます。 

 説明書４ページ、５ページ、歳入につきまして、款１保険料、項１介護保険料、節１現年

保険料で989万3,000円を減額いたします。これにつきましては、令和元年度第１回臨時議会

においてご説明いたしました介護保険料に係る低所得者の保険料軽減強化によります影響額

989万7,000円などが主な要因となっております。 

 款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１地域支援事業交付金、及び、款５県支出金、項２

県補助金、目１地域支援事業交付金で、それぞれ7,000円と3,000円を増額計上いたしており

ます。これにつきましては、歳出ページ、８ページ及び９ページ、款３地域支援事業費、項

３包括的支援事業任意的事業、目２任意事業費で１万7,000円の予算計上によるものでござ

います。これにつきましては、認知症高齢者見守り事業の見守りＱＲコードに係ります需用

費の追加計上によるものでございます。 

 次に、歳入に戻ります。４ページ、５ページに戻ります。款７繰入金、項１他会計繰入金、

目１一般会計繰入金で、990万を増額計上いたします。これにつきましても、令和元年度第１

回臨時議会においてご説明いたしました介護保険法第124条の２で創設された保険料を軽減

した額を一般会計から繰り入れる仕組みによるものでございます。 

 続きまして、歳出に移ります。説明書６ページから11ページにつきましては、先ほどご説

明いたしました見守りＱＲコードの需用費以外は、歳入において現年保険料を軽減すること

に伴い、一般会計からの繰り入れを行うことにより財源の組みかえを行わせていただいてお

ります。 

 以上が今回補正計上いたします内容になります。ご審議の上、議決いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 
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                     ◇                    

 

    ◎議第７号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第11、議第７号 上牧町道路線の廃止について、これを議題といた

します。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第７号 上牧町道路線の廃止について。 

 道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に基づき、町道の路線を次のとおり廃

止したいので、同上第３項の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 議第７号 上牧町道路線の廃止についてご説明いたします。 

 上牧町道路線の廃止につきましては、上牧町桜ケ丘２丁目21番地の郵政宿舎の敷地内の桜

ケ丘43号線から桜ケ丘48号線につきまして、郵政宿舎の解体により、道路法第10条第１項の

規定に基づき、区域内の道路を廃止するものでございます。 

 ご審議の上、議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第８号の上程、説明 

〇議長（服部公英） 日程第12、議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結

について、これを議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結に

ついて。 

 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約について、次のとおり契約を締結したいので、
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議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年３月条例第５号）

第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

 記。 

 １、件名 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入。 

 ２、納入期間 契約の日から令和元年11月30日まで。 

 ３、購入金額 1,661万400円（うち消費税及び地方消費税額123万400円）。 

 ４、契約の相手方 兵庫県三田市テクノパーク２番地の３、株式会社モリタ関西支店支店

長、合田努。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結につい

て、説明させていただきます。 

 平成31年３月議会に提出をいたしました平成31年度上牧町一般会計当初予算におきまして、

消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入の予算を議決していただきましたが、このたび入札が

整いましたので契約の運びとなりました。契約をするに当たりまして、議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定によりまして、議会の議決をお願

いするものでございます。 

 契約内容について説明をさせていただきます。まず、入札の方法でございますが、指名競

争入札でございます。 

 納入期間は、契約の日から令和元年11月30日となっております。 

 購入金額につきましては、1,661万400円でございます。うち消費税及び地方消費税額は123

万400円。 

 契約の相手方は、兵庫県三田市テクノパーク２番地の３、株式会社モリタ関西支店支店長、

合田努でございます。 

 以上でございます。慎重審議の上、議決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたが、この件につきましては議案熟読のため保留し、

次に進みます。 

 

                     ◇                    
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    ◎議第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第13、議第９号 北葛城郡公平委員会委員の選任について、これを

議題といたします。 

 職員に議案の朗読をさせます。 

〇議会事務局長（山本敏光） 議第９号 北葛城郡公平委員会委員の選任について。 

 下記の者を北葛城郡公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和25年法律261号

第９条の２）第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 令和元年６月10日提出 上牧町長 今中富夫。 

 記。 

 北葛城郡上牧町 高木雄一。 

〇議長（服部公英） 朗読が終わりましたので、提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

〇副町長（西山義憲） 議第９号 北葛城郡公平委員会委員の選任についてご説明いたします。 

 北葛城郡公平委員会の定数は３名と定められており、このたび、前任者であらせられます

広陵町の城内武治郎氏が本年７月７日で任期満了となりますので、北葛城郡町村会より後任

の委員推薦の依頼がございました。その委員の後任委員として36年間にわたり本町職員とし

て活躍され、人格が高潔で人事行政に関し識見を有する高木雄一氏を選任いたしたく、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 なお、高木雄一氏の経歴につきましては、配付の略歴のとおりでございます。 

 以上、ご審議をいただき、ご同意賜りますようお願いを申し上げまして、提案趣旨の説明

とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。本案を原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 
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          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案どおり同意することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号から議第８号の委員会付託 

〇議長（服部公英） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第１号から議第８号については、お手元に配付をいたし

ました議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託し、また、一般質問については理

事者側の答弁を含め、１人１時間以内とすることにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案付託表のとおり所管の委員会に付託し、また、一般質問については１人１時

間以内とすることに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（服部公英） 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午前１１時０７分 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  牧 浦 秀 俊        ２番  東   初 子 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（服部公英） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（服部公英） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（服部公英） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇遠 山 健太郎 

〇議長（服部公英） それでは、９番、遠山議員の発言を許します。 

 遠山議員。 

          （９番 遠山健太郎 登壇） 

〇９番（遠山健太郎） 皆さん、おはようございます。９番、遠山健太郎です。議長の許可を

いただきましたので、通告書の記載に従い一般質問させていただきます。 

 質問に入る前に、まずは、さきの４月の地方統一選挙で、私自身、無事２期目の当選を果

たすことができて、再びこの場に戻ってこれたことが大変うれしく思っています。今期にお

きましても、まずは今中町長をはじめとする理事者の皆様、どうかよろしくお願いします。
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そして、服部議長をはじめとする議員同士の皆様も、２期目も引き続きどうかよろしくお願

いします。 

 さて、４月の統一地方選挙ですが、立候補者が定員と同数だったため、無投票、無選挙と

なりました。無選挙に対する問題や課題は、後の一般質問項目で提起していきたいと思うの

ですが、問題の１つに、きょう、最後に石丸議員が通告されていますけれども、選挙公報が

発行されなかったことがあると私自身は思っています。この選挙公報、まちづくり基本条例

をもとにできたものなのですけれども、石丸議員の通告書を拝見させてもらいまして、私、

提案理由に大いに賛同しますので、ぜひ石丸議員、大いに議論していただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それでは、私の質問項目に入ります。私の今回の質問は大きく２つです。統一地方選挙を

振り返りと、農地行政ですが、この２つ、全く違う項目に見えると思いますが、実は共通の

キーワードが私自身ありまして、ちょっと軽い話で謎かけに例えてみると、町議会の議員の

なり手とかけて農業従事者のなり手と解くといったところだなと思っています。その心は、

ともになり手がいないという形の共通キーワードがある中で、質問させていただきたいと思

います。では、質問項目を読み上げます。 

 まず１つ目、町民、行政、議会の協働について、今回の統一地方選挙を振り返り、上牧町

まちづくり基本条例は、町民、議会、行政が心を１つに奏でるハーモニーというサブタイト

ルを用いて、住みたい、住み続けたい町の実現を目指して平成26年４月に施行されました。

町民、議会、行政、それぞれの役割と責任によって、バランスを保ちながら、町の課題に対

して協働して解決していく指針となっています。 

 ［１］町民、議会、行政のバランスの中で、ここ最近の町内の選挙の多くが無選挙となっ

ていることで、町民から行政や議会への参画、関心という観点から、バランスの不均衡が生

じているのではと懸念しています。 

 （１）ここ数年の選挙の現状について。 

 （２）町内の投票所とポスター、掲示板の数は適正か。 

 ［２］無選挙の実態を踏まえ、選挙権の行使、被選挙権の行使をもっと促す今後の対策、

町としての見解を伺います。 

 大きな２つ目の２番、農地行政について、ここ数年、農地法の改正や農業経営基盤強化促

進法などの改正、それに伴う農業委員会の役割の変化など、所有者不明土地や耕作放棄地を

つくらないための法整備が国においても進められています。法整備を受けての上牧町での取
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り組みなどを伺います。 

 ［１］耕作放棄地をつくらないための取り組み。 

 （１）上牧町の農地、農業従事者の現状について。 

 （２）耕作放棄地をつくらないための取り組みについて。 

 ［２］農業委員会について。 

 （１）農業委員会の役割とは。 

 （２）１、業委員会や委員の役割と人選の課題は。 

 以上が質問項目です。再質問は質問者席より行いますので、どうかよろしくお願いします。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） それでは、最初の項目、ここ数年の上牧町内で施行された選挙の現状

についてから、順次答弁をお願いします。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） まず１つ目、ここ数年の選挙の現状についてのご質問でございます。

遠山議員から資料請求が出ておりました。その資料請求に基づきまして、少し説明させてい

ただきたいと思います。 

 まず、上牧町の有権者数の変遷及び投票率でございます。平成27年県知事選挙につきまし

ては、有権者数が１万8,957で投票率が47.10％となっております。それと、今回ありました

統一地方選挙におきまして、県知事選挙におきましては、有権者数が１万9,165人で投票率が

42.32％、それと、平成27年度の県議会議員選挙におきまして、有権者数におきましては１万

8,957で投票率が47.04％、それと、31年県議会議員選挙におきましては、有権者数が１万9,165

人で、無投票という形になっております。それと、一番身近な私たちの町議会議員選挙にお

きましては、平成27年度におきましては１万8,818人で、投票率が52.51％、それと今回の町

議会議員選挙におきましては無投票というふうになっております。 

 以上でございます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） 今、部長が答弁いただきました。まずは事前に請求したところ、担当

課におかれましては、資料の提供、３枚にわたってかなり大変だったと思います。本当にあ

りがとうございました。 

 ここで私は、いただいた３枚のデータをもとに、２方向から議論していきたいと思います。 

 まずは、ことし４月７日に施行された県知事選挙、資料の１枚目を見ていただいたらと思
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うのですが、県内全体の投票率、左の一番上の数字です。まず、ここで私、おわびしなけれ

ばいけないのですが、数字を追うので事前に資料請求していただいたのですが、ユーチュー

ブとかで見ていただいている方はこの資料が見られないので、ちょっと見にくいことはおわ

びしないといけないと思います。書いてあるけれども言葉で言うこともあるので、そこだけ

ご理解いただきたいと思います。 

 県内全体で48.49％、ここに香芝市と北葛４町を入れていただいたのですけれども、まず、

北葛４町で見てみますと、ここに近い投票率を示した北葛城郡の町が、河合町が49.86、そし

て、王寺町がそれに続いて46.86でした。一方、広陵町が41.22、上牧が42.32、上牧町は県平

均よりも６ポイント、広陵町は７ポイントも低いと。比較的同じ生活環境下ということで、

すむ・奈良・ほっかつ！であるとか、北葛はひとつ！というふうに言われている北葛城郡の

４町の中で、投票率が二極化しているんです。ちょっと難しい質問ですけど、部長、この二

極化はどういうふうに分析されますか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） なかなかこの分析は難しいところがあるというふうには考えており

ます。例えば、北葛４町でも多少の、河合町におきましたら49.86％で上牧が42.32％という

ふうな状況になっておりますが、今回、統一地方選挙におきまして、県知事選挙の告示があ

ってから１週間後に県議会議員選挙の告示があったという影響が少しはしているのではない

かなと考えております。今回の県会議員選挙におきましては無投票というふうな形になって

おりますので、選挙があれば、やはりもう少し率的にも上がってきているのではないかなと

考えているところでございます。 

 それと、総務省の資料によりますと、ここ10年の国政選挙の投票率ではございますが、衆

議院議員選挙が69.28％から52.66％の間での投票があったと。それと、参議院選挙におきま

しては、57.92％から54.70％の投票率があったというふうに言われております。しかし、有

権者に身近な地方選挙の方が投票率に結びついていないのが状況であるという分析もされて

おります。そういうふうなこともございまして、この部分につきましては、今、議員の方か

らも分析はどうなんだということがあったんですが、なかなか難しい状況と考えております。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） そうですね。まだ２カ月足らずで分析も難しいと思います。有権者の

考え方もそれぞれなので、難しいと思うんですけど、先ほど、部長が少し言われた選挙があ

ればという話がありましたけれども、少し乱暴なくくりをするかもしれないのですけれども、
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私はずばり、河合町と王寺町は町議会議員選挙があったけど、広陵と上牧はなかった、これ

が原因の１つではないかなと。ちなみに、参考までに香芝市もなかったんですよね。なので

低いと。もちろん県知事選挙と町議会議員選挙は、先ほど言われましたけれども、選挙の日

程も違いますし、一概には言えないという疑問の余地はあるんですけれども、少なくとも町

民の方々の選挙の関心という意味では、原因の１つではなかったかなと。ただ、広陵町と香

芝市は改選期が違いまして、統一地方選とは関係がないので、一概には言えないのですけれ

ども、少なくとも上牧においては、統一地方選挙で無投票だったことが少なからずも原因を

しているのではないかなということで、私は分析して危惧しているところです。 

 では、次、期日前投票の話をしたいと思うのですが、同じ資料の右側に期日前投票の欄を

つくっていただきました。県知事選挙での県全体での全投票者数のうち、期日前投票の占め

る割合が示されています。県全体では26.55％です。投票した方のおよそ４人に１人が期日前

投票していると。前回の選挙では21.05、およそ５人に１人だったのでポイントにして5.5、

大幅な増加と言えると思います。期日前投票、私、びっくりしたことがあります。上牧町は

とても特徴的です。県全体で26.55、近隣自治体、北葛ほかの３町では大体18％から25％にも

かかわらず、上牧町は37.63、実は３人に１人、５人に２人に近い方が期日前投票を実施され

ています。実はその中でとてもびっくりした数値がありまして、資料全体の右側の投票区単

位投票率を見ていただくとわかるのですが、２番目にある北上牧地区では、期日前投票の割

合が実に48.77、１番の南上牧・松里園・アンバーでも46.88、６番の金富・梅ケ丘地区で44.44、

乱暴なくくりをすると約２人に１人が期日前投票しているという少し驚きのデータがありま

す。全体として見て投票率が下がっているのですが、期日前投票を利用している率は上がっ

ている、おそらく今後もこの傾向は続くと思っています。そこで私、１つ提案があります。

ぜひとも投票率向上のために、期日前投票の利用を促進する情報発信は今までもやっていま

す。昔の不在者投票と違って誰でもできます。遊びに行っている理由でもできますというこ

とでしているんですが、ぜひ、より大々的に実施することが上牧町の投票率の向上につなが

ると思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今、議員の方から期日前投票の利用の促進のお話がございました。

今、お話ししていただいた内容とかぶるところもあると思いますので、その点、ご了解いた

だきまして、もう一度説明させていただきたいと思います。 

 上牧町の場合、期日前の37.63％の部分はほかに比べても非常に高いと。以前から期日前投
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票につきましては、投票率の方も少しは上昇しているのではないかと考えております。その

大きな部分につきまして、先ほど言っていただきました投票日に仕事や旅行で投票に行けな

い場合、期日前投票制度を利用することができるという形で利用された方が多かった部分も

あるかなと。一概にその部分だけではないとは思いますが、そういう制度もあるんで、そう

いう部分を利用されている方もあります。町といたしましては、いつも防災行政無線を使わ

せていただきまして、日に２回ほど、土曜日、日曜日になれば３回の放送をさせていただい

ております。期日前の土曜日までにつきましては、こういう制度がありますので、できるだ

け投票してくださいというふうに啓発もさせていただいております。特に日曜日につきまし

ては、３回の防災行政無線を鳴らさせていただきまして、住民に向けての啓発をさせていた

だいているところでございます。 

 そのほか、選挙管理委員、補助員がおられます。そういう方におかれましても、選挙があ

るたびにアピタに出向きまして、選挙の啓発をさせていただいているところでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） ぜひとも大々的に発信していただきたいと思います。期日前投票は、

専門家は少し問題点を指摘する人もいます。投票する人を決め打ちしている人が期日前投票

するので、選挙運動自体が無意味ではないか、形骸化しているのではないかという問題点と

かあると思いますけれども、投票率を向上するという意味では大事だと思うので、ぜひお願

いしたいなと。 

 次に、町内に限ってここ数年の選挙動向と投票率の推移について議論していきたいと思い

まして、資料の一番最後、３つ目、有権者の変遷及び投票率の数値ということでデータをい

ただいて、議論しようと思ったんですが、先ほど部長が言われたとおり、県議会議員選挙、

それで町議会議員選挙が無投票、そして町長選挙は29年のものがありますけれども、その前

も無投票ということで、データは比較できないんです。あえてここでは比較の検討というよ

りも無投票が残念だったという表現をさせていただきたいと思います。特に住民の皆様に最

も身近ということで、部長も言っていただきましたけれども、我々町議会議員の選挙が無投

票だったということです。今回、我々議会は、この４年間、さまざまな情報発信を行って、

どうやったら関心を持っていただけるのかと。どうやったら興味を持っていただけるかとい

うことで、広報誌の全面改定をしたり、住民の要望を受けて、議会報告会を年に１回から２

回にふやしたり、努力を重ねてきたというふうに、正直なところ自負はしています。にもか
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かわらず、このデータが取得できなかったことが本当に残念でなりませんと、ここで言わせ

ていただきたいと思います。 

 選挙に関心を、選挙を身近にということで、少し論点を変えるんですけれども、直接寄与

するという意味で次に行きたいんですが、町内の投票所とポスター公営掲示板の数について

議論していきたいと思います。資料を事前にいただきましたけれども、それに加える形で、

事前に議長より許可をいただいて、皆様に事前にメールで配信をしたＰＤＦファイルがあり

ます。真ん中に黄色い欄があるところですけれども、ここに左側に町が何個かあるんですけ

れども、北葛４町以外に県内で上牧町みたいに面積が比較的小さい町を、例えば三宅町、安

堵町、川西町、三郷町を加えさせてもらって、投票所の数とポスターの掲示板の数の比較を

させてもらいました。黄色の網かけが北葛城郡の町です。広陵町は面積が大きくて、あまり

比較対象にならないので除外しています。ここに私、計算したんですけれども、少し見にく

いんですが、３分の２、３分の４と丸数字で書いてあるところです。１投票所当たりの有権

者人口の数と１掲示板当たりの有権者人口の数の計算式があります。これを見て感じたこと

です。いろいろな比較要素とか、各投票所の地区別人数の差などの違いはあると思いますが、

全体で見て上牧町と王寺町の１投票所当たりの有権者の人口、１投票所当たり2,400人から

2,500人ぐらい、ほかのところは大体1,500人から1,700人ぐらい、それと、あと１掲示板当た

りの有権者人口と上牧町と王寺町は約三百五、六十人、ほかの自治体は200人前後で、かなり

違いがあると。つまり、ほかの自治体に比べて、投票所とポスター掲示板の数が少ないので

はないかなと、この数値だけを見て思いました。私が何が言いたいかといいますと、事前に

いただいた資料では、上牧町では、平成25年までは投票所数が15カ所で、ポスター、掲示板

の数は93カ所だったものを現在の数に、おそらく選挙管理委員会とかでさまざまな議論はさ

れたと思います、で、減らしたと。ただ、ポスター掲示板の数の減少によって、住民の皆様

に対する情報発信という意味では、残念ながら後退したのではないかという懸念はしていま

す。そして、投票所の数の減少によって、選挙に行きたくても行けない住民の方が、少なく

ともふえたのではないかなと思っています。確かに投票所の数とポスター掲示板の数が減る

と、それだけ予算も減るんです。町の財政にとって有効という意見もあると思いますが、住

民の知る機会とか、投票しやすさという意味では、再検討も必要と思うんですが、このあた

りどうお考えでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） まず、申しわけないんですけども、過去の15投票区あったときと、
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８カ所に変更になったときの町議会議員選挙の投票率を少しだけお話しさせていただいてよ

ろしいですか。平成23年の町議会議員選挙では15投票区ございました。そのときの投票率が

49.75％です。それと、平成27年につきましては、８カ所に変更になった部分でございます。

投票率は52.51％と反対に上昇しているような影響が出てきております。投票所の数でこう

いうふうになったとも一概には言えないわけなんですが、逆転している経緯もございますと、

まずご報告させていただきます。 

 今、選挙管理委員会でいろいろと議論していただいて、15から８、それと93から54カ所と

いうような投票所、ポスター掲示板の部分を見直しさせていただきました。この大きな目的

は、町内の投票区の有権者数のバランスに配慮するとともに、投票所施設のバリアフリー化

と、今、車社会等になっておりますので、駐車場確保するのが一番大きな問題点だったのか

なと考えております。それで、投票所に係る環境の向上を図ることを目的に再編を実施させ

ていただいたという大きな経緯がございます。 

 今ご質問いただいた部分につきまして、今言っていただきました住民の皆様に見ていただ

くのは一番大事と考えております。やはり、その部分も含めてなのですが、この当時、平成

24年、25年の参議院議員選挙からこの部分を改正させていただいたわけでございますが、ま

た戻すという話になれば、なかなか私の考えの中では、今は難しいと思っております。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） 先ほど、平成23年と27年の町議会議員選挙の投票率アップの話があり

ました。27年は忘れもしない、私が初めて議会に当選させていただいたときで、投票率が上

がったと、このときには私も覚えています。投票場所が減って、私、葛城台ですが、葛城台

のコミセンが投票所じゃなくなったんです。私の家が近くにありまして、そこを選挙事務所

にしていたんですけど、投票所にならなくてよかったなというのは覚えています。投票所に

なったら、300メートル以内が選挙事務所ができないんです。じゃ、どこにしたらよかったん

だろうということを覚えているんですけれども、当然議論していただいていると思うんです

が、先ほど車の社会の問題もありますけど、高齢者の車の問題もいろいろあったりして、よ

り身近なところがいいという議論も当然あるということで、いろんな検討をしていただきた

いと。 

 最後に、参考までに、今回、町議会議員選挙は無投票でした。当初予算の額とそれに伴っ

て今回無選挙になったために発生するであろう不用額、決算委員会で多分審議になると思う

んですが、もし概算でわかっていましたら教えていただけますか。 
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〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今回の当初予算額でございます。857万9,000円の計上をさせていた

だきました。それで、執行額におきましては、約263万9,000円の執行をさせていただいてい

る状況でございます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） ありがとうございます。ということは、約600万弱の不用額が無投票に

よって出たということだと思います。これに対してどうかとは、あえて申し上げませんけれ

ども、知る機会、関心という意味では、できれば不用額は出てほしくなかったなと。600万と

いう額は大きいですけどというのは、私の個人的な意見です。無投票は財政に優しいという

表現をする方もいらっしゃると思いますが、私はそう思っていないということだけ申し添え

ていきたいと思います。 

 今までの議論を踏まえて、選挙権の行使、いかに選挙に行っていただくか、投票率を上げ

ていただくかを議論していきたいと思うんですが、まず選挙権の行使、いかに投票率を上げ

ていくか、町としてどのようにお考えですか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 選挙権の行使につきましては、直近の奈良県知事選挙におきまして

は、全体の投票率42.32％でございます。うち30代までが投票者数全体の25.1％、60代以上が

52.59％とやはり若年層世代の投票率が低く、分析の結果、選挙の関心が薄いことが伺えてお

ります。それで、当町の取り組みといたしましては、投票率の低い若年層向けに選挙に興味、

関心を持ってもらうような取り組みを実施しておるわけでございますが、今後も継続してい

きたいとは考えております。主な取り組みといたしまして、選挙ポスターを小・中学生に、

夏休みの宿題で学校の方にお願いさせていただきまして、選挙ポスターの入選作品を選挙用

のはがきとさせていただきまして、18歳を迎えられた方に対しまして、はがきを送らせてい

ただきまして、選挙啓発をずっと以前からさせていただいている経緯がございます。そうい

うふうな取り組みも大事になってくると思っております。ほかにもいろいろあるとは思うん

ですが、なかなかその取り組みにつきましては、個々の考え方もございますので、難しい部

分になってくると考えております。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） 今、若年層に向けてということで、確かに世代別の投票率を見ると明

らかですよね。いかに若い人に選挙に行っていただくかという中で、今回、ここは答弁を求
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めないのですけれども、私、子ども議会、毎年やってほしいと何度も言っています。ことし

どうなるかは知らないんですけれども、まちづくり基本条例の検証委員会でも、学識経験者

の副委員長、中川名誉教授が毎年やらないと不均衡があると言われていました。私、これを

やることが、若年層の、ポスターももちろん大事ですけれども、やはり小・中学生が関心を

持つという意味では、毎年子ども議会をやってほしいと思っています。それについては、後

日、また改めて、夏休みやるかやらないかということで受けて、９月、12月議会で質問して

いきたいと思いますけれども、若年層に向けた取り組みはぜひ実施していただきたいという

ことで、今は既に［２］に行っていましたけれども、［２］のもう１つで、被選挙権の行使、

いわゆる絞る形になりますけれども、我々の仲間になっていただける、町議会議員に立候補

していただける方の方策について議論したいと、これは言いにくいし、理事者側の方に私た

ちに言われてもと思うかもしれませんが、あえて伺いたいと思います。町議会議員になって

いただける方、我々無投票になってしまった、特になぜ若い世代の方が立候補していただけ

ないのか、どう思われますか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） まず、これは慶應義塾大学の小林准教授のお話から少し説明させて

いただきます。今言っていただきました地方議会議員のなり手不足は、全国的な課題があり、

当町におきましても、町議会議員選挙におきまして無投票となり、深刻な課題でございます。

無投票の背景には、町民に議員の役割が十分に伝わっていないことや、やりがいと魅力が薄

れていることが考えられます。そのため、地方議員をもっとやりがいある仕事にすべく、根

本的に議員の役割を見直し、活発に活動できるような制度改革の必要があるとも言われてお

ります。それと、一方、議員のなり手を確保するためには、議員報酬を増額することや、報

酬を上げたからといって直ちに多くの人が出てくるわけではないと思うという、慶應義塾大

学の小林准教授の話の見解が一部ございました。なかなか難しい部分があるというふうには

考えております。そこで、次の今後の対策の部分にも少し入ってくると思うのですが、少し

長くなってもよろしいでしょうか。 

〇９番（遠山健太郎） 結構です。お願いします。 

〇総務部長（阪本正人） この部分につきましても、ある市のお話でございます。2019年２月

にあった新聞報道でございます。この中でも議員のなり手不足にはいろいろあると言われて

おります。先ほど言いました議員は使命感がないとできないとか、家族の理解を得るのも難

しい、それと、自分がやっている仲間との活動の中で、いろんな形で市や町にできる、逆に
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議員になると、立場上、活動が制限される可能性がある、それと、議員が頑張って市や町が

何が変わったかという印象があまりないというふうなことで断った理由を話しておられます

と。先ほど言いました議員報酬の件でございます。やはり、議員の経験のある男性は、若い

人が今の議員報酬だけで、例えば４人家族で養っていくのはなかなか厳しい状況があると。

議員引退後の生活も不安であると。会社をやめてまで議員になろうというところまで行かな

いという話をされております。議会は行政チェックの機能として重要だが、市町の財政は厳

しく、議員があれこれできる時代ではない。よほどやりたいことや志がないと議員にはなろ

うと思わないのではと話しておられます。それとまた、議員になりたいと思う人がいても、

選挙戦を戦う以上、担ぎ手が必要になる、人口減少や核家族化などで地域のつながりが薄く

なり、以前のように地域で支援する体制ができなくなってきているとの声もあります。本町

と同じなのですが、ここの市におきましても、議員だよりやケーブルテレビという形で載っ

ておるのですが、本町の場合におきましても、インターネット中継をさせていただいており

ます。一般質問の審議内容を住民に伝えているほか、個人では活動報告会も開いたり、独自

の広報誌をつくって配布するなどもされておりますが、市議会の告示前におきましては、立

候補者20名おられたわけでございますが、その政策のアンケートをとられたみたいです。議

員定数や議会活性化について聞かれて、多くの議員がなり手不足の対策や議会活性化への必

要性を自覚していることが伺えたというふうなお話も載っておりました。議員定数の報酬の

あり方のほか、会社員でも議員活動ができる仕組みづくりが必要、それと、市民に議会の役

割や活動を積極的に伝え、施政や議会の興味を持ってもらえる活動が必要、それと、議会報

告会、住民との意見交換会を開き、議員と市民の距離をなくしていく、問題を解決していく

中で、市民の議員への信頼が生まれ、議会が注目されて活性化につながっていく、そして、

政策提案能力を高め、市民に信頼される改革を議員の資質向上など、なり手不足にはさまざ

まな要因があり、複合的な取り組みが必要、まずは議員一人一人が市民の声を聞いて知恵を

出し合い、実行するとともに、議員、議会活動をより充実させることが解決の一歩だと、少

し長くなりましたが、そういうふうな報道もございます。ここの市におきましても、本町に

おきましても、同じような内容での議会活動もこういうふうな形でされております。そうい

うふうな部分におきましても、さらなる見直し等が必要にはなってくるというふうには思っ

ております。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） いろいろ調べていただいてありがとうございました。慶應義塾大学の
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小林准教授のお話と他市の話がありましたけれども、耳の痛いといいますか、そのとおりと

感じることばかりだったかなと思います。その中でなかなか解決策が見出せないんですけれ

ども、先ほどありました私たちがなかなか議論しにくいんですけれども、報酬の話がありま

したけど、報酬の話の中で、上牧町特別職報酬等審議会があります。ここで、町議会議員の、

特別職も含めてですけれども、報酬を審議するような場になっていると思います。ここの審

議会については、今回、選挙公報が発行されなかったのですが、私、実は公約に掲げていた

ところがありまして、我々町議会議員の報酬を見直す第三者委員会を立ち上げてほしいと。

その中で審議会を有効に活用してほしいということを掲げていたんですけども、この審議会、

少し伺いたいと思うんですが、開催頻度といいますか、直近の開催がいつだったか、もし資

料がありましたら教えていただけますか。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） 直近の審議会、平成６年に開催させていただきまして、それ以降

の開催はございません。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） ありがとうございました。平成６年からということは、今、令和元年、

25年開催をしていないと。平成６年のころは、議員報酬を下げるという議論、どんな議論だ

ったか教えていただけますか。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） 最終的にといいますか、答申の結果といたしましては、値上げの

改正という結果でございました。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） わかりました。その後、財政状況の変化によりというのは、特例措置

で下げたんで、この報酬審議会を開催されていないという意識だと思うんですけども、皆さ

ん、感じると思うんですけれども、25年開催していないと。なり手がいないということで、

報酬の審議はどうかという中で、私、いろいろ調べさせてもらって、まだ途中なのできょう、

発表できないのですけども、毎年定期的に開催している市町村もあります。その中で、やは

り町議会議員の給料はこのままでいいのではないか、ああそうだねというふうに、毎年それ

で終わっているという審議会もあります。そういうところも私、調べて今度提案しようかな

と思っているんですが、それだったらそれでいいんです。でも、25年開催していなくて、安

いんじゃないかなというふうに悶々としていることが僕はいけないことだと思うので、この
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あたりは今後していただきたいというふうにここでお願いだけしておきまして、時間の関係

もありますので、選挙関係の質問はここまでにさせていただきたいと思います。どうもあり

がとうございました。 

 では、次に大きな２つ目、農地行政についていきたいと思います。 

 まず１番目、上牧町の農地、そして農業従事者の現状から部長、申しわけありません。順

次、答弁をお願いします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） まず１点目の耕作放棄地をつくらないための取り組みとして、

上牧町の農地、農業、従事者の現状について回答させていただきます。上牧町の農地は94ヘ

クタール、耕作放棄地は11.3ヘクタールとなっております。平成27年時点の農林業センサス

では、農業世帯数は135戸、農業従事者は212人、平均年齢は66歳で、そのうち専業農家数は

10戸、平均年齢は74歳、兼業農家数は125戸、平均年齢は58歳となっております。また、平成

22年から平成27年の５カ年で耕作を断念した農家数は19戸、66人となっております。それと、

ここ数年の新規就農者は、平成26年の１名が最後の新規就農となっているのが現状でござい

ます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） 今部長から、平成27年の農林省が実施しています荒廃農地の発生解消

状況に関する調査、農林業センサスから引っ張ってもらったと思うので、ちょっと古いんで

すけども、５年に一度なので、次が令和２年なので、これが最新だということで理解してい

ます。今聞きましたら、上牧町の農地総面積が94ヘクタール、うち耕作放棄地が11.3ヘクタ

ール、計算してみましたら約12％が耕作放棄地になっていると。ちなみに同じ農林業センサ

スによると、全国の総農地面積が約450万ヘクタールと言われています。ちなみに全国の耕作

放棄地が約42.3万ヘクタールで、率にして9.4％とこの時点で言われています。ということは、

一概には言えないので数字だけ見ると、上牧町の耕作放棄地の割合は12％、全国平均が9.4と

いうことで、実は、上牧は農地は少ないんですけれども、耕作放棄地の割合は全国で高いと

いう危機的な数値が出ていると思います。 

 そして、農業従事者の話を聞いていただきまして、復唱しますと、世帯数レベルで135戸、

多分今、もう５年たっているので減っていると思います。うち専業農家が10戸で兼業農家が

125、農業従事者の平均年齢は66歳で、専業農家の平均年齢だったら74歳、過去５年間で耕作

を断念した農家は19戸の66名にもかかわらず、新規就農者は平成26年でわずか１人、数値を
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追っただけでもかなり危機的といいますか、信号で言うなら黄色じゃなくて限りなく赤に近

い状況と思うんですけれども、部長、この数字を見て端的にどう思われますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） この状況を見てみると、まず高齢化という問題と農業離れにな

っている状況、それと、自分も田んぼを、畑はちょっとだけやっているんですけれども、後

継者が育っていないということが、この３つが要因と思います。自分も思うんですけれども、

農業を魅力ある職業として若い世代にどんどん発信して、子どもたちに親の後ろ姿を見せる

ような農業の取り組みをしていければと思っております。でも、実際の現状を見ております

と、かなり農業離れが進んでいるので、そういった農業という危機的な姿が伺えると感じて

おります。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） そういうふうに言っていただいてありがとうございます。今、私、少

しうれしかった、驚いたんですけど、若い世代というキーワードがありましたよね。選挙の

ときにもありました。本当にこれ、共通する課題だなと常々思いました。若い世代に対して

いかに伝えていくかということがかなり難しいので後継者がいない、まさに我々の議会の仕

事も同じなのかなと、ちょっと話を戻しましたけれども、という中で耕作放棄地をいかにつ

くらないかという取り組みが大事だと思うんですけれども、具体的に町でどのような取り組

みをしているか、もし事例がありましたら教えていただけますか。（２）になります。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） ここ数年の農地法の改正とか、いろんな改正がございます。農

業委員会としましては、農地パトロールとともに、耕作できなくなった人と耕作したい人を

マッチングさせる活動を行い、耕作放棄地解消に取り組んでおります。また、所有者不明の

農地及び相続未了農地の解消を行うため、農業経営基盤強化促進法が改正されました。この

ことにより条件は緩和されましたが、農地中間管理機構を利用するという制限があり、農地

中間管理機構が取り扱うことのできる農地は農業振興区域内に限るために、本町における農

業振興区域内の農地は、農地中間管理機構の採択の条件に沿っていない農地は極めて少ない

ことから、困難となっている状況でございます。また、これを踏まえて、相続に関する相談

窓口の設置も総務課、税務課の方で、暮らし便利帳の相談窓口も設置している状況でござい

ます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 
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〇９番（遠山健太郎） 今、耕作放棄地に関する取り組みのお話を伺いましたけれども、その

中で耕作できなくなった人と耕作したい人をマッチングさせる活動をしているとか、あと、

税務課と連携しながら相続に関する相談窓口を設置しているという話がありました。これ、

もし時間があったら具体的にどんなことをしているのかということを聞きたいと思ったんで

すけれども、どういう形で周知しているとか、これについては、また何かの機会にしていき

たいというふうに思うんですが、いずれにしても耕作放棄地を使わない取り組みというのは、

先ほどありました相続の手続をいかにしていただくかの推進です。あとは、万一相続が発生

したときには、速やかに手続をしてくださいであるとか、あと、農地利用権に相続が発生し

たときには手続もしてくださいということを、税務課などとも情報共有しながらやっていた

だくということが一番と思っています。農地中間管理機構をすることによって、流通が促進

されるということが国の指針ではありますけれども、部長おっしゃられたとおり、農振地域

に限られるとか、かなり制限が厳しくて、こういう住宅の町にある農地にはマッチしないと

いうのは現状で、上牧は難しいかなというのがあります。一方で、例えば田原本町とか、広

大な農地があるところは、そういうのを利用できやすいという利点はあると思うんですけれ

ども、その辺難しいと思うので、今後も引き続き取り組みをしていただきたいなと思います。 

 このような背景の中で、次に行きたいんですけど、今後、ますます農業委員会の役割がか

なり大きくなってくると思っています。以前の農業委員会と今の農業委員会とでは、先ほど

からありました近年の法改正をもとに、さまざまな役割の変化があります。 

 では、まず、農業委員会の役割、そして、上牧町で農業委員会の審議は具体的にどんなこ

とをされているのか、教えていただけますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 農業委員会の役割という質問でございます。農業委員会は農業

者の代表で構成する行政委員会で、平成28年の農地法の改正により、町長の任命制となった

ことから、これにより選ばれた現在12名で活動をしてもらっております。役割としましては、

農地の所有権、金利設定等に関すること、担い手の集積、集約化、耕作放棄地の発生防止、

解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進に取り組んでおります。出た案件

については、毎月10日で開催される総会で報告し、事務局があわせて農業委員会の委員と審

議をしていただいている状況でございます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） 毎月10日、総会を開いて審議していただいていると。そこに構成する
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農業委員は、農業者代表の方だということで、農業委員について伺いたいと思います。（２）

になります。農業委員の役割、そして、上牧町の農業委員は11名いらっしゃると言いました

けれども、その12名の属性であるとか、そこから見えてくる課題、何かがもし農業委員会の

方で認識していることがありましたら教えていただけますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） （２）ですけれども、農業委員会の役割と人選の課題としての

回答でございます。 

 農業委員会の役割としましては、農地法に基づく申請等の審査、町内の農地の利用状況、

調査結果の報告、農地の利用の最適化の推進を行っております。農業委員会は特別職の地方

公務員という位置づけであり、地域の農家の代表として活動しておられる方対象に、農業委

員として任命いたしました。その内訳としましては、12名全てが男性でございます。11名が

無職、１名が土地家屋調査士、平均年齢は68歳になっております。委員の高齢化が進んでお

り、農地の改正の中でも若者及び女性の積極的な採用を進めなければならないと考えており

ます。次回の選挙のときに、若者及び女性が、農業をしていない人も含めて、環境を整えて

いって、ますます農業を発展できる取り組みにしたいというふうに考えております。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） 農業委員の役割ということで、難しい言葉がたくさん出てきました。

農地の所有権移転の権利設定に関すること、あと、耕作放棄地の発生防止や新規参入の促進

とか、かなりの専門的な役割を担っていると思いました。一方、農業委員の構成員は、地域

の農家の代表として活動しておられる方で、12名全てが男性で、11名が無職でなくて農家の

方ですね。１名が専門士業の方で平均年齢68歳、これが上牧町の農業委員の現状と。課題と

しては、女性や若者を積極的に、これも先ほどの議会の話と似てきます。少し話を戻しなが

ら、私、全国的なデータをもとに話したいと思うんですが、去年の10月に、全国に1,703農業

委員会はありまして、ようやく全ての農業委員会で任命制度に移行したという話です。全国

各地の農業委員会では、先ほど言いました女性や若者の積極的任用が図れていて、旧制度で

は女性の率ですけれども、７％から８％だったそうです。それが、現在は12から13％までふ

えています。ただ一方、上牧では、平均年齢が68歳と高齢化が進みながら全てが男性と。全

国各地では、女性協議会などもつくって、市町村長に直接働きかけをすることで、任命をふ

やしているそうです。また、先ほど言いました中立的な立場をかかわるもの、職業的、そし

て専門的な知識を持った方が入るという趣旨から、全国で数多くの中立委員といわれる農業
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委員が任命されているようです。おそらく上牧町でも、先ほど１人の方が専門士業というこ

となので、その方が中立的な委員の役割を担っていると思います。いま一度、先ほど言われ

ましたけど、次の改選時に女性の積極的な任命や専門的な知識を持った方の登用を促してい

ただきたい、それを積極的に任命できるような取り組みをしていただきたいと思いますが、

いかがですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 先ほど冒頭で、議員が町議会、農業のなり手がいないというこ

とで、ここもやはり後継者不足と思うので、若者ないし女性、もっともっと積極的になれる

ように、次回の改選のときに周知なり、自治会に出向き、参入してもらえるように努力させ

ていただきます。 

〇議長（服部公英） 遠山議員。 

〇９番（遠山健太郎） ぜひお願いしたいと思います。今日はありがとうございます。大きく

２つお話をしました。統一地方選挙を振り返る中で、期日前投票のお願いであるとか、あと、

投票所の再検討をお願いしました。そして、農業委員の農地行政につきましては、最後に農

業委員の積極的な登用、女性であるとか専門的というお願いをしました。いずれにしまして

も、部長、最後まとめていただきましたけれども、なぞかけは滑りましたけど、両方ともな

り手がいないと。できれば女性、そして若者の積極的な登用を促したいという観点で、今回

共通して質問させていただきました。部長もいろいろな資料を調べていただきました。先ほ

どの総務部長もいろいろな資料を調べていただきまして、本当にありがとうございました。 

 長時間にわたり丁重なご答弁をいただき、また、さまざまな事前の資料をいただきました

ことにお礼を申し上げて、私の17回目の一般質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

〇議長（服部公英） 以上で、９番、遠山議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩とし、再開は11時５分。 

 

    休憩 午前１０時５４分 

 

    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（服部公英） それでは再開いたします。 
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                     ◇                    

 

          ◇牧 浦 秀 俊 

〇議長（服部公英） 次に、１番、牧浦議員の発言を許します。 

 牧浦議員。 

          （１番 牧浦秀俊 登壇） 

〇１番（牧浦秀俊） １番、牧浦秀俊です。私自身、２期目の挑戦に向けて身の引き締まる思

いがあります。皆様、ご協力、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたので、ただいまから前回に続きまして、上牧町

立小・中学校の夏季休業日の短縮について、一般質問をさせていただきます。前議会のとき

には、時期的に発表いただける時期でもありませんでしたので、今回、詳細についてお聞き

いたします。 

 本町では児童、生徒、保護者の念願であった小・中学校の空調設備が昨年夏に稼働を始め、

全ての小・中学校において快適な温度管理のもと授業が進められています。一方、再来年の

令和３年からは、次期学習指導要領の全面実施が控えており、教育課程全体の見直しが求め

られています。ところが、小・中学校ではさまざまな授業を抱えており、授業時数は既に余

裕のない状況となっているのが実情です。その上、インフルエンザ等、感染症の流行による

学級閉鎖や、昨年においては台風等に伴う休校もふえており、大変厳しい状況になったと感

じております。この逼迫した事態を緩和するには、町教育委員会は夏季休業日の前倒しをど

のように使って、新指導要領への移行に向けた準備をしていくのかを聞かせていただき、本

町の授業時数はどう変わるかを伺います。 

 さて、学校における休業日に関しては、上牧町立学校の管理運営に関する規則、各学期の

期間や休業日の期間等についてうたわれており、前年度は夏季休業日の期間は７月21日から

８月31日までとなっていました。しかし今回、町教育委員会では、平成31年４月16日付で夏

季休業期間が令和元年７月21日から８月24日までと、保護者の皆様に夏休みの短縮を通達さ

れました。また、新学習指導要領が小学校では来年の2020年度から、また中学校では2021年

度から全面実施となるため、文科省では昨年度、2018年度から小学校では２年間、中学校で

は３年間の移行期間が設けられ、スムーズな移行への措置が講じられるよう方針を示してい

ます。この新学習指導要領においては、小学校３年から６年生の英語教育が本格化し、段階
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的に35時限、2017年度比をふやす必要があることです。また、中学校では、学習内容がふえ

た2012年度以降、標準授業時数は1,015時間となっており、新学習指導要領の完全実施後もこ

の時数は変わらないものの、学力の底上げが必要となっており、学校現場では行事の見直し

や効率化といった対応に追われている一方、一層の時数確保が迫られているところです。特

に今回は、中でも厳しい中学３年生の授業時数について、夏休み短縮でどのような工夫がな

されるかを伺います。また、前回回答いただきました３学期間際になって教科書の残ったベ

ージをぱらぱらめくって終わりといった駆け足授業、帳尻合わせの授業は本町でも存在して

いることでありましたが、今回、夏休みの短縮にあわせて対策は盛り込まれたのか。そして、

夏休み期間を短縮する場合、半日授業ではなく、給食のある１日授業を予定されるのかを伺

います。 

 次に、下牧空き家整備計画と片岡城跡の観光事業について伺います。この下牧空き家整備

事業は、まち・ひと・しごと創生モデル事業として、地域住民が幅広く活用できる多目的施

設として、今回目指していた地方創生拠点整備交付金がついたため、1,219万5,000円、これ

まで取り組んできた地方創生事業、多世代交流を核とした生涯活動のまち構想について、さ

まざまな利用の想定がされています。その中で気になったのが、歴史ガイド養成講座の受講

者が実施主体として企画した観光ツアーにおいて、片岡城跡の観光資源をどうするのかの考

え方を伺います。 

 最後に、何度も一般質問で取り上げられています服部記念病院前の交差点事故多発につい

てです。５月28日に福祉施設に働きに来ている女性が、車と接触、大事には至らなかったが、

職員、また病院に来られる患者さんの安全を守るために、法人で信号機の設置代金を払って

でもつけられないのかと申し出がありました。もちろん私はそんな方法で取りつけられない

のはわかっていますが、頻度があまりにも多いのと、その場にいた近隣の方々が、もうそろ

そろどうにかしてくれないかと。しかし、一向に何の対応もされません。私も何回も事故に

遭遇していますので、奈良県警に対応を直訴いたしました。 

 再質問については質問者席で行います。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） それでは、通達書に沿いまして、１番から順次お願いいたします。本町

の小・中学校の授業時数は今回の夏休みの短縮でどう変わるのか、お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） それでは、今回の夏休みの短縮によってどう変わるのかについて、
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お答えいたします。 

 夏休みを１週間前倒しすることにより、小学校、中学校とも以前に比べて30時間の授業時

間の確保ができることになりました。この30時間を利用し、より充実した学習指導を実施し

てもらえるように学校に要請しているところであります。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） わかりました。小学校に関して言えば、35時間という部分が、あと５時

間の不足があるんですけれども、これは何とかクリアできそうですよね。 

 それでは、新学習指導要領について、小学校３年から６年まで、英語教育が本格化し、段

階的に35時限をふやす必要がありますが、夏休みの短縮で英語の授業は十分確保できるのか

どうか聞かせてください。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今言われましたように、まず、今年度につきましては、移行期間と

いうことで、外国語活動については15時間の余分な増加がしております。これについては、

当然30時間ありますので、何の問題もありません。また、令和２年からの学習指導要領によ

りますと、小学校３年生から６年生の間で、外国語活動において、35時間の時間増加が決め

られています。このことについては、今の30時間を活用しながら、また特別な活動や総合的

な活動の中での時間配分の調整により可能だと考えております。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） そうですね。いろんなことがあると思うんですけども、この辺はまあま

あクリアできると思うんですけれども、３番に移っていきたいと思うんですけれども、ここ

が一番きついところだと思っているんですが、中学校の年間授業時数は各学年ともに1,015

時間となっていますが、３年生は卒業式もありますし、１、２年生と同じ時間帯に授業して、

授業時数は確保できるのか。また、夏休み短縮で工夫がされるのかをお聞かせください。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 各中学校におきまして、まず４月当初に各担当が決められた授業時

間を計算した上で、年間計画を緻密に作成しております。３年生も当然、その中でやってい

っているところであります。また、今言われたようないろいろな面もありますけれども、そ

の部分は省いて時間確保には努めているところであります。また、この30時間が来ることに

よって、よりきめ細かな授業ができるということで、今、学校としては取り組んでいるとこ

ろであります。 
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〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） ぜひともここを各中学校にご指導願いたいと思います。本当にここは一

番タイトな部分やと思います。私も娘がこの前中３で今高１、中３のときに本当に授業と入

試とやっていたんですけれども、大変やったことを覚えております。 

 それに関連するんですけれども、３学期終了する際に教科書の残ったページをぱらぱらめ

くって終わりといった駆け足の授業、当町小・中学校では確認されていると答弁がありまし

たが、夏休みを前倒しして改善するのか、その方法をお願いしたいです。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） これにつきましては、先ほどの問題とかなり重複するところがあり

ます。そういう形で計画は完全にできておりますが、今言われたように、急な学校閉鎖や災

害による休校は当然起こってきます。その都度調整していただいて、確保に努めていただい

ているところで、その部分が最終にぱらぱらという言い方があるんですが、急いだ授業をす

ることがあったのは事実であり、またそれは全ての授業ではないということも言っておきま

す。そういうことも踏まえて、教育委員会としても、各学期ごとにもう一度校長先生を通し、

確認するということを今年度から進めようとしております。また、それで30時間の確保とい

うことで、より充実した授業をお願いしているところであります。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） 私がなぜこのことにこだわるのか。平成30年12月にありました奈良県教

育サミット、時代は学力の向上、他府県で都道府県比較のデータとして、学力の状況、平成

30年度の都道府県比較なんですが、４教科総合の平均正答率です。奈良県の小学校は47都道

府県中39位、中学生は26位。学習意欲の状況、平成29年度のデータです。小学生36位、中学

生44位。規範意識の状況、小学生42位、中学生45位、ほとんどが下位であります。奈良県が

教育サミットを開き、対応しているのですが、このデータをどう感じておられますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 確かに、今、議員がおっしゃられたようなデータとして出ているの

は事実であります。ただ、その中でも上牧町も県内においてかなり厳しい状態にあるという

のも事実です。ただ１つ、学習のことは、勉強が好き的な、学力ではなくて勉強に対する意

欲については、上牧町は県平均以上を行っているところもあり、そういうところを伸ばしな

がら授業を進めて、授業を嫌いになっていただくのではなくて、やっぱり好きというところ

から始まっていきたいというのが１つあります。また、いろいろな面で授業がおくれている
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という意味じゃなくて、今言うておりましたように、学力の向上は当然必要なことでありま

すので、それについては、少人数授業の実施やティーム・ティーチングの実施が当然、中学

校ではやっております。また、上牧町では、小学校においてはまきっ子塾ということで、低

学年からの学習習慣をつける、当然、学習習慣がついていって、将来的にその子たちの身に

つくということで、そういう授業も進めておりますし、また、教職員につきましては、学校

独自の研修をする以外にも、教育委員会との合同研修を組みながら、少しでもわかりやすい

授業をできる教師をふやすということで、今努力しているところであります。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） 本当に教育委員会の方では、工夫をいろいろやってくださっております。

それも僕も理解しております。ちょっと後になるんですけれども、まとめさせてもらいます

が、まず、夏休み期間を短縮する場合、半日授業ではなく、給食のある１日授業を予定され

るのかどうか、お伺いさせてもらいます。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 先ほども議員のお話がありましたように、夏休み期間は８月24日ま

でになっております。今年度におきましては、曜日の関係で８月26日が始業式になっており

ます。 

 今の給食の問題ですが、やっぱり夏休み、長い休暇の後、急に出てきて体調の問題もあり

ますので、まずはことしにつきましては３日間の半日授業、残り２日間から６時間の通常授

業と考え、今後もその部分は研究しながら、また来年につなげていきたいと考えております。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） わかりました。給食もまた動くことも、２年間の間にまた変わることに

もなるかもわからないですね。 

 それでは、まとめになるんですけれども、今回、タウンミーティングの中でも、学力の底

上げは、子どもを産み育てる世代が住むことを決める１つの要素になるのは実際にあり、学

力の地域に集まるから対処を願うと意見がありました。私はこれが全てではないとは思うの

ですが、少なからず実際にあり、耳にします。これは意見として聞いていただきたいんです

けれども、今回、上牧町は台湾と当中学校の生徒が国際交流を行っておりますが、町民の中

でも知られている方がほとんどおられません。私は国際感覚や英語力のかさ上げにはこれと

ない授業だと感じています。実際に私の娘も台湾から来た学生と交流して、会話して、郷土

品の台湾のこまをもらって帰り、喜んでいたと同時に、発音がきれいなことと、自分の英語
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も通じたことを喜んでいました。上牧町に住めば、国際交流もあり、中学３年で英検準２級

を目指すことであるとか、これからの課題であるＩＣＴの英語教育でも１歩先行くネイティ

ブの先生が上牧町では常勤しているとか、英語力に特化する、いわゆる英語の上牧を目指す

は、何もない上牧町に取っておきの宣伝であると考えます。先ほど、奈良県教育サミットの

結果を示しましたが、奈良県は全国平均よりかなり下になっております。上牧町は英語を中

心に学力の向上を図る、それが結果として上牧に住もうと考える子どもを産み育てる世代を

ふやすことにつながり、学力が向上し、人口もふえる、一石二鳥だと考えます。英検の取得、

準２級を取る取り組みもやっておられます。ＩＣＴはもうすぐしなくてはならないし、あと

はネイティブの常勤のことだけで、工夫をすればお金もかからない、英語の上牧と宣言する

だけだと僕は思っております。これは意見です。このことについてどうお感じになられます

か。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） そしたら、僕の意見として聞いておいてください。 

 それでは、これについての一般質問は終わらせていただきます。 

 次お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） それでは、引き続き下牧空き家整備計画と片岡城跡の観光資源について

質問させていただきます。 

 それでは１番目、令和元年８月から12月までに工事期間が設定されていますが、進捗状況

はどうなっておりますでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） 空き家の進捗状況についてご説明をさせていただきます。この部

分につきましては、交付金の活用をさせていただくという事業で、本年、第１回の定例会で、

補正予算の中で少しご説明させていただきました。国から交付決定を受けまして、そのとき

の資料にお示しさせていただいておりますように、12月を目途に工事は完了するようにとい

うことで、現在、事務の方を進めているところでございます。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） それでは、２番目の下牧空き家の用途については、多世代交流を核とし

た生涯活躍のまち構想を核に考えていますが、片岡城跡との観光資源としての考え方はどう

なのか。また、滝川と県が水辺に親しめる空間の確保を目的とした親水施設の整備、笹ゆり
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回廊の考え方とどうつなぐか、聞かせてください。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） 多世代交流の核との生涯のまち構想の継続ということで、平成30

年度、空き家を活用させていただきまして、事業を実施させていただきました。今年度以降

につきましては、現在、下牧の空き家を改修させていただいているところでございますが、

またこの空き家をもちまして、拠点施設という形でも活用していきたいとも考えているとこ

ろです。また、この施設におきましては、地域の方々の集いや交流の場という形で、１人で

も多くの方に使っていただくようなコミュニティー的な施設としての利用も考えているとこ

ろでございます。この部分につきましては、でき上がり次第といいますか、進捗状況を含め

まして、今後、設置条例を予定しておりますので、その設置条例の中でも、またそういった

ことについても説明させていただく予定をしているところでございます。 

 また、平成29年、上牧町歴史ガイド養成講座につきましては、片岡城や上牧久渡古墳群な

どを含めた上牧町笹ゆり回廊の将来的な観光資源を想定した取り組みをということで、事業

を実施させていただきました。受講者の自主的な活動拠点を支援する場所としての利用も見

据えておりまして、片岡城であったり、久渡古墳群の来客等の来ていただいた場合におきま

しては、少し久渡古墳から離れてはおるんですが、今、水辺の空間といいますか、笹ゆり回

廊の滝川沿いも改修を進めているところでございますので、この施設につきましても、来場

者の観光ルートの休憩施設ということでも、現在、考えているところでございます。 

 また、今後の一体的な考え方といたしましては、現在、滝川の清らかな水辺の創造につい

ても、笹ゆり回廊上に位置した場所であることもございまして、観光資源に向けて一体的な

整備に取り組んでいるところではございますが、今後も関係各課とも連携を図りながら、ソ

フト、ハードも含めまして、両面で少しでも多くの方に来客していただいて、以上のまちづ

くりをしていきたいということで、少し事業を進めているところでございます。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） 本当に観光としては目玉になると思うんです。 

 この新進施設の今の時点の詳細はわかりますか。いつから、もう取りかかっていますよね。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 親水整備事業につきましては、県とまた滝川の一帯整備につき

ましては、町がやっております。今、理事が言っていただいたように、滝川の笹ゆり回廊を

核とした滝川の整備をやっております。県の方は今着手して、本年度中にも事業を完了する
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ということで、今、状況がわかっております。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） 期待しております。そこでですけど、本当に親水設備と片岡城と一体で

いろいろ考えていくと町長から聞いております。それで、１つだけあれですけれども、遊歩

道と遊歩道をつなぐ横断歩道はまだつかないですか。例えば、親水施設から片岡城に行くと

きには必ずそこを通るんですけれども、やっぱり横断歩道がないということが、この前のさ

さゆりウォークのときもちょっと出ていまして、どうでしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 今のご質問ですけれども、多分、南都銀行からちょっと行った

橋の手前で、遊歩道の横断の件だと思います。これについては、原課で警察に再三協議をさ

せていただいております。県の結論としては横断歩道はできないということで、南都銀行の

方に信号があるので、そちらを渡ってほしいということで、今現在、警察との協議内容でご

ざいます。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） 笹ゆり回廊を目指す上で、ぜひとも交渉いただきまして、できるようで

あれば、またお願いしたいと思います。これは聞いておきます。 

 それでは、３番目の片岡城跡の城郭部分の説明のある空中写真であるとか、片岡城の特徴

でもある南側のくるわの整備はできないのかどうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 片岡城につきましては、平成27年度に片岡城跡概要説明板、また町

内文化財案内板、そして、新牧と金富の入り口に誘導板を設置し、現在、片岡城の案内が立

っているところであります。また、本年度につきましては、片岡城跡の本丸跡の一部の土地

を寄附いただいたということがありまして、その部分を含め、本丸跡の部分については、草

の除去、または竹の除去及び木の伐採等も随時計画していきたいとは考えております。 

 そしてまた、先ほど言いましたくるわの部分につきましては、複数の個人の土地であり、

町の土地でないこともあり、今のところ、土地の持ち主の方々の理解を得ながら、まずは調

査から始めていかなければならないと考えております。 

 また、先ほど言われました航空写真とかについては、笹ゆり回廊の全体の関係の中でまた

協議させていただきたいと思っております。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 
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〇１番（牧浦秀俊） 確かに、ここ３回続けてささゆりウォークで片岡城に行きましたが、草

刈りもしているし、木の伐採もしているし、しかしながら上がってしまうと何もないと。が

っかりポイントだと言われます。それから、地元の人に言わせると、よく観光に来られるん

です。来られても案内できないし、なおかつ何もないですよと言ってしまうという状況もあ

ります。また、本当に笹ゆり回廊の一部分でこれを観光資源と考えるのであれば、何かほか

にできることはないのかをお聞かせ願えないでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） まず、もともと山城ということで、石垣があるわけでもなく、くる

わがあってという形になります。その部分もありますが、今、先ほども言いましたように、

やっぱり個人の所有地が多いこともあり、またその辺の理解を得ながら少しずつ整備してい

くしかないとは今考えております。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） いろいろ予算のこともあると思うんです。でも、クラウドファンディン

グ、ふるさと納税の利用を考えられないかということと、また、これから先の森林環境贈与

税も15万が林間学校の研修費、69万を積み立てていくとありますが、これの使い道も含めて、

がっかりポイントと言われないように何かができないかという、第一歩にできないかという

ことですが、いかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 確かに文化財関係でクラウドファンディングは、県内でも幾つかの

市がやっておられるところはあります。これについては、当然、上牧町としても考えている

ところであり、今現在といたしましては、史跡上牧久渡古墳群の整備において何らかのクラ

ウドファンディングができないか、調査、研究中であります。工事に入ったときに、何らか

のクラウドファンディングの導入を視野に入れて、今考えているところであります。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） ぜひよろしくお願いいたします。 

 次、森林贈与税です。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 森林贈与税のどれぐらい見越しているかということで、回答さ

せていただきます。 

 平成31年度、令和元年度におきましては、84万円の贈与額を見込んでおります。それと、
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段階的な贈与額がふえ、平成45年におきましては、およそ284万円の贈与額が見込まれるとい

うことで、国から聞いております。それと、森林贈与税の使途につきましては、国よりたく

さんの事例を伺っております。森林整備なり、里山林の整備、植林整備、木材利用等の促進

や普及啓発、森林整備に係る支援など、使途を考えておるのが状況でございます。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） そしたら、里山整備に使われると考えてもいいんですね。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） そのとおりでございます。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） ぜひとも片岡城跡、上がるのは結構きついですけれども、上がったら景

色もきれいですし、本当に整備されていて、周りの田畑の人たちも協力して草刈りもやって

くれてはります。そやから、あそこに上がって何かがあれば、笹ゆり回廊、親水施設から片

岡城まで上がるというのは、結構いいかなと僕自身も思っておりますので、これから期待し

ておりますので、よろしくお願いします。 

 以上で結構です。 

 次お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） それでは、最後の服部記念病院前交差点の事故多発についてお願いいた

します。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） まず最初に、①の質問でございます。住民より対策、要望の声が上

がっているが、対応はできないかというご質問でございます。 

 服部記念病院前の交差点につきましては、以前から各議員からも幾度となく質問等をして

いただいておりました。ご存じのように、あそこはまだ行きどまりになっておる状況もござ

いました。町道ではなしに町が管理している道路というふうな部分もございます。ですから、

行きどまりになっている部分におきましても、警察には上申をずっとさせていただいていた

わけでございますが、なかなか信号機の設置は難しいという回答をいただいております。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） ５月28日のときに、そこの法人の方、また近隣の米山台地区の住民の方、

その以前の車がひっくり返ったときも、同じメンバーでその場所におったんですけれども、



 －55－ 

その答えをその人たちに、この道は向こうがつながらないと信号がつかないんだと言ったん

ですけれども、５月28日には、「あんたら議員はそうやって逃げるんやろう、道ができひんこ

とをいいことに」という言い方をされました。できるのであれば、お金を払ってでもいいか

ら信号をつけたいと言われたので、僕、警視庁に電話しました。警視庁に電話すると、ネッ

トで、奈良県警の交通安全、ちょっと忘れましたが、そこへ電話してくださいということで、

電話番号をいただきました。奈良県警では、服部記念病院前の交差点の危険箇所として上が

っているが、なぜ信号がつかないんですかという質問をしました。やっぱり道が向こうが通

っていないのでつかないんですかと。あれ、33年に一応話がついてから、まだそれ以降もか

かりますと。僕の知っている限り、12月の年末から５月28日まで、知っているだけで５回事

故が起こっております。奈良県警でも危険箇所として上がっていますが、信号がつかないで

すかという質問をしたところ、道が詰まっているからつけないのではありませんと。これが

３番目の質問になります。信号がつくと仮定して、交差点内にあるコミュニティバスのバス

停問題、町道に違法駐車してある車の問題によって奈良交通のバス転回の問題はどう考えて

いますかと逆に質問されました。これについてどう思われますか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今、議員から３番に行っていただいていると思います。この部分に

つきましても、先般、お電話していただいたというお話でございました。私たちも情報をい

ただいている部分がございます。その部分につきまして、少しお話をさせていただきたいと

思います。 

 先般、５月22日に奈良県警の本部の交通規制課の方が現場を確認していただきました。そ

れで、今言っていただいております交差点内にあるコミュニティバスのバス停の問題、それ

と、町道に違法駐車してあることの問題、それと、奈良交通のバスの転回の問題はどうなの

かと、今、議員がおっしゃっていただいた内容と思っております。そのときに、その現場を

確認していただいております。今言っていただいている③の問題を解決できるのであれば、

交通規制課の方のお話ではございますが、今までは土俵には上げていただいていたんですが、

これほど交通事故も多発しているんであれば、もうワンステップ上に上げて、早くこの事態

を避けないとだめだという情報もいただいております。今後、またこの部分につきまして、

さらなる上申をしていきたいとは思っておりますが、奈良県下では、何基というのは私たち

は把握しておりませんが、１年間に数基の順位づけをされて設置されているというのが現状

でございます。その状況が今、どれぐらいの状況にあるのかは、少しわからない状況ですが、
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確かに１ランク上の部分に上げていただいているというふうな認識をさせていただいておる

状況でございます。 

〇議長（服部公英） 牧浦議員。 

〇１番（牧浦秀俊） 確かに、今部長がおっしゃってくださったことも、私も聞きました。本

当に問題点はまさにここにあると思います。それで、これを解決すれば、私は逆にここに設

置していただけると認識しました。ぜひともここを重点に交渉していただきまして、信号設

置を急いでいただきまして、町民の安全、安心を担保していただきたい。５カ月で５回、月

１回の事故です。年に直すと年間12回ということなので、本当にここは安全、安心を担保に

よろしくお願いします。 

 これで私の一般質問は終わります。ありがとうございます。 

〇議長（服部公英） 以上で、１番、牧浦議員の一般質問を終わります。 

 これで休憩とし、再開は午後１時といたします。 

 

    休憩 午前１１時４６分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（服部公英） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇竹之内   剛 

〇議長（服部公英） 次に、５番、竹之内議員の発言を許します。 

 竹之内議員。 

          （５番 竹之内剛 登壇） 

〇５番（竹之内剛） ５番、竹之内剛です。よろしくお願いします。皆さん、改めましてこん

にちは。 

 ４年前、統一地方選挙におきまして初当選させていただきまして、あっという間の４年間

でございました。今回、４月の統一地方選挙で２期目の当選をさせていただきました。また

心新たに皆様のために頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 
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 議長の許可を得ましたので、一般通告書に従いまして通告させていただきます。 

 私の質問は大きく分けて３つあります。まず１つ目、不登校の対策について。 

 全国に隠れ不登校（学校になじめず教室に入れない、遅刻早退が多い）等の生徒数は約33

万人、また、不登校傾向のある生徒につきましては約44万人で、中学生の８人に１人と言わ

れています。そこで、町内中学校の現状について質問します。 

 １番、不登校、隠れ不登校の現状について。 

 ２番、不登校の対策について。 

 大きな２つ目、小・中学校の給食室の設備について。小・中学校の給食室、配膳室の空調

管理について質問します。 

 １、給食室、配膳室の空調管理の現状と対策について伺います。 

 大きな３つ目、道路及び歩道整備について。町内の道路及び歩道整備について質問します。 

 １、滝川台の遊歩道整備工事について。 

 ２、桜ケ丘・葛下川線について。 

 ３、服部台・明星線について、それぞれ質問させていただきます。 

 再質問は質問者席からさせていただきますので、よろしくお願いします。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） それでは、１つ目から質問させていただきます。 

 まず、不登校の対策について伺います。先ほども申しましたけれども、現在、全国に不登

校の生徒数、年間不登校生徒というのは、年間30日以上欠席の生徒、約11万人、そして全国

の隠れ不登校、学校になじめずに教室に入れない、遅刻、早退が多い生徒が約33万人という

数字が発表されました。 

 そこで伺いたいのですけれども、不登校の児童・生徒につきましては、以前から質問させ

ていただいていますけれども、隠れ不登校についてはご存じでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 隠れ不登校については、別室登校という形で、教室に入れない子ど

もたちのことを指していると考えております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今、答弁していただいたとおりです。前回ですけれども、不登校の児童、

生徒についてお聞きしましたが、今回は中学生だけに限定させていただきます。現状の上牧

町における、上牧中学校、上牧二中における不登校についての現状をお聞きします。 
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〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 不登校の現状についてご報告いたします。 

 上牧町中学校の不登校の状況は、平成30年度全欠生徒は両校合わせて１名、150日以上の欠

席者は８名、上中が５名で二中が３名、それと30日以上の不登校の生徒については、上中が

11名と二中が４名という状況であります。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今、数字を聞かせていただきまして、やはり前回聞いたときよりも数字

が変わっていると思うんですけれども、前回お聞きしたときには、数字的には少ないけれど

も、部長の方から数字にかかわらず、不登校というのは１名でも存在すると、やはりその子

の立場を考えると、いろいろケアをしていかなければいけないと。そのときには、教育長か

らも、しっかりとケアを考えていくと答弁いただきました。 

 今回ですけれども、現状、数字の中の不登校がおられるということで、隠れ不登校を今理

解されているとお聞きしましたが、隠れ不登校の現状は、今現在、把握されていますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 隠れ不登校の現状につきましては、平成30年度におきましては２名

で、各中学校１名ずつでした。現在、令和元年度につきましては、上牧中学校が１名と第二

中学校が２名という状況であります。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 数字をお聞きしましたら、全国的に見て中学生の学校に８人に１人と言

われている数字から見れば、少しは少ないのかなと。数字的にはそう理解できるんですけれ

ども、今回は、不登校児についてよりも、まず隠れ不登校について少しお話を聞いていただ

きたいと思います。 

 まず、隠れ不登校というのは、先ほど少し答弁の中にもありましたけれども、特徴としま

しては、１週間以上連続欠席して、来ては１週間、来ては１週間、そんな形で繰り返す、そ

して、さっきおっしゃっていただきましたけれども、保健室には行くが教室には行けない、

遅刻、早退が非常に多い、学校に通いたくない、つらいと感じている子どもたちが30日以上

の欠席はないけれども、読んで字のごとく、隠れ不登校予備軍という信号を彼らは発してい

ると思うんですけれども、この現状をある県では調査されまして、ある県の教育長におきま

しては、現状において不登校、そして隠れ不登校については、子どもたちは学校に対するボ

イコットをしている、心の問題だ。そして、学校の意味づけ、あり方、裁量をやっぱり変え
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ていかなければいけないと話されています。そして、教育専門家によりますと、現在、当た

り前だと思っていた学校のあり方が、枠組みから抜本的な取り直しをしないといけない時期

を迎えているということも述べられています。 

 もう１つですけれども、全国の学校を講演や授業をされている方なんですけれども、この

方は全国を回られた現状を執筆されていました。教育委員会や校長が覚悟を決めてきちんと

取り組んでいる学校もありますが、しようがないといった判断で隔離的な対応をしている学

校もあるのは事実です。地域の差がすごく感じられます。隠れ不登校の現状で、規律を著し

く厳しくしても、一時的には解決するけれども、抜本的には解決になりません。学校の制度

自体が限界に来ているのではないか、学校自体の雰囲気を変えることが大切ではないかと言

われていますけれども、現状、私の方から話をしましたけれども、今述べさせていただいた

中で聞いていただきますけれども、根本的ではないですけれども、教育総務課の方ではどの

ようにお考えでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今おっしゃられましたように、隠れ不登校がよく起きまして、不登

校という問題については、子どもたちの心の中でいろんな葛藤があり、勉強、また人間関係

において、その葛藤において、学校が遠のくという状態で、少しずつ休んでいく状態である

のは理解しております。そのことを踏まえまして、家庭訪問や学校ぐるみでの取り組みとい

うことで、隠れ不登校については、僕といたしましては、さっき２名が３名になったと言い

ましたけれども、その２名は去年のままの２名です。去年は１日行ってない日も多かったけ

れども、何日かあいて来たり来てなかったりもあるけど、今年についてはほぼ全日来てくれ

ていると。ただ、教室に入れないという状態ということで、１つずつ伸びてきていると。ま

た、もう１人増えた子については、去年長欠気味の生徒でした。それがだんだん来なくなっ

ているというのも、また学校の努力によって、まず学校に来て、勉強は自習的な勉強と教師

があいているときにつくという状態ですけども、そういう中で本人が頑張っていくのを支え

ているものだと思うので、隠れ不登校については、これからの、ある意味、不登校の解決に

は１つの大きな手助けになると考えております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今、これからの施策についてお聞きしましたけれども、いじめなんかで

も起こった場合、いじめ対策委員会をきちんとつくっていただいていますけれども、不登校

の場合は、今、ご答弁いただいた中で、大人側の考え方をおっしゃっていただきましたけれ
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ども、例えば子ども側に立っての生の意見とかに関しては、いかがお考えでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 僕が直接話したことはないですけれども、学校からの意見としては

やはり、人間関係の難しさがかなり多くを占めているところもあり、また家庭の状態がその

まま反映されているところが多いという報告は受けております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 実は今回、この質問をさせていただくのは、全国に不登校11万人、隠れ

不登校33万人、今、数字や現状をお聞きしましたところ、上牧ではまだ隠れ不登校はそんな

にいないというイメージはあると思うんですが、教育というのはやはり、起こってからより

も起こる前に手だてを考えていくべきという考えを僕は持っているので、今、子どもの生の

声とか大人の声とか言いましたが、ここは非常に大事なところと思うんですけれども、今、

僕、質問させていただいた中で、これからは隠れ不登校に関しては、できるような手だてを

考えていただけると思うんですけれども、ほかの県ではこういう形をとられました。文科省

が出される数字と県の教育委員会で出された数字が、異なってるところが出てきているとこ

ろがありまして、それは何かといいましたら、いじめ等でもアンケートをとります。なぜ学

校に来ないのか。その中に、後で少し読みますけれども、学校や大人は行くことがゴールで

ある。私らの考えは、生きることがゴールであると。非常に生の声が聞こえてくるんですが、

この言葉はどこから聞こえてきたかといいますと、文章ではなくて、アンケートではなくて、

今、子どもたちが非常に私生活でも使っていますＬＩＮＥというシステムがありますよね。

そこで伝えてくれないかとおっしゃったら、子どもたちが非常に生の声を聞かせてくれて、

それは役立ったという傾向があるんですけれども、子どもたちが使っているそれを有効に使

う意味では、そういう方法もあると思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 確かに、子どもたちの生の声を聞くのは大切なことだし、今言われ

たＳＮＳを使うことによって、本音の部分、飾れない部分が出てくるとは思いますが、過去

にもこういう調査でＳＮＳを使ったらどうかというのは、県からもそういう話も出てきてい

るので、まだうちではどうのこうのなっていませんけれども、体験のそういう部分に対応し

ながら進めたいと思います。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 私の提案ですので、これから、協議なりしていただいて、有効な意見と
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の話の連携もあると思うので、していただけたらと思います。 

 先ほども言いましたけれども、生の声、これは2,000人を対象にやられたんですけれども、

2,000人も全部読めないんですけれども、少しだけ読みます。非常に当たっているところがあ

ったんですけれども、よくありがちな「クラスに友達がいない」、「コミュニケーションがと

れない」、「宿題ができない」、「流暢にしゃべれなかったり存在が薄いことを執拗に嫌がられ

る」、「先生が友達のうそを信じて私に怒ったことで、何回言うてもうそをついていないから

と言うのに、友達のことを信じて先生は聞いてくれなかった」、「先生も大変そう。単純に話

し相手の地元のお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいてくれたらええのに、先生も１人で30人の人

の様子を見るのはむちゃやと思う」、「病院のセカンドオピニオンみたいに、五、六人の先生

がいてほしいと」、こういう大人が「え、そうなん」と思う回答が返ってくるので、非常にこ

れは役立つと思います。一部しか読めませんけれども、参考にしていただければと思います。 

 次、生徒の現状等は調査等でわかると思うんですけれども、ただ、今言われていますのが、

ここに来て学校の先生の、本質的に学校のシステムが限界を迎えていると申しましたけど、

学校の先生に当たっても、これは限界ではないかというところで、学校の問題点も僕は提案

させてもらいたいんですけれども、教師の多様化は非常に問題になってくると思うんです。

30人の生徒を学級運営していく中で一人一人を見てあげたい。その中に１人不登校や隠れ不

登校の子がいると手が回らない、大変になるからちょっと手薄になってしまうところもある

と思うんです。一人一人のケアをしたとしても、その辺がシステムの限界を超えていると感

じます。 

 それと、もう１つ、学校に細かなルールがあると思うんですけれども、頭髪及び生まれつ

きの茶髪かなといった事実証明とか、下着は白で統一とか、この辺のことにつきましても、

先生側や学校側は、生徒を把握したいんですけれども、生徒側からしたら、なぜそこまでと

いうのもあると思うんです。そんな声をやっぱり聞いてもらいたいと。 

 もう１個は、学力至上主義というのが、最近ちょっと前に出ていると思うんです。全国学

力テストが再開されてから、いろんな自治体が先生たちのお尻をたたき出して、学力を上げ

ようとなってきたと思うんです。その中でしっかり現状を、容易なやり方として、規律とド

リルを徹底することで、短期的に学力は上がるんですけれども、子どもたちは逆効果で、勉

強が嫌になっているというケースもあるんです。ですから、この辺の学校の問題点を見つめ

直しても、行くべきかなと思うので、提案させていただきます。 

 1980年後半にいじめ問題、そして1990年代後半に学校の暴力行為、学級崩壊がふえたとき
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に、あわせて不登校がふえたんです。このときに考えられたシステムでは、もうほとんど限

界に来ているので、上牧町は非常に外の町から言われるんです。教育に関してはすごい最先

端のようなことをやってはるということで、非常に皆さん、うらやましがっておられます。

教育長もいつも言っていただくまきっ子塾とか、そういった施策をやられて、子どもの学力

向上に努められているということも聞きますので、今、僕、提案させてもらいましたけれど

も、これから先に向けて手を打つというか、いろんな形で、本当に不登校とか隠れ不登校が

ゼロになったとします。形だけではなくて、そういうことだと思うんです。考えとしてはい

かがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今、いろいろな提案をいただきました。まず、先生の多様化等につ

きまして手が回らないというのは、人数的にはそういう部分もありますが、上牧の両中学校

におきましては、特に先生方の情報の共有は大切にしているところがあり、どの先生も同じ

ような対応をできるイメージで、またそこに、家庭訪問等は特に重点的にやっていただいて

いるところであります。その部分で、休みがちな子も戻ってきているという成果は生まれて

います。また、細かいルールと先ほど言われましたが、これについては生徒会等を通して聞

いていく準備はあると聞いております。ただ、簡単に変える問題とは別問題といたしまして、

学力至上主義というのは、先ほども僕らも言いましたけど、当然、基礎学力を上げていただ

きたいし、将来に向かって学力がつくのは当然と思っておりますが、最低限、まず基礎学力

をつけるということで、まきっ子塾の開催や授業研究という形で先生方の教える能力の向上

を図りながら、先ほど言いましたように、押しつけの教育ではなくて、本人たちが自主的に

できる教育という形になっていけるだろうという考えでやっております。そういうことを含

めて、今後も進めていきたいとは考えております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今ご答弁いただきまして、これから先、いろいろ提案していただくとい

うことで、私の方で注視しながら続けて聞いていきたいと思うんですけれども、ここで子ど

もが学校に来る、来たい、来て楽しい、これは基本だと思うんですけれども、実は教育を専

門にされている黒沢先生という方がおられまして、この方も学校は要らんかったら行かんで

ええけどもという形で大学受験とかをさせられている方ですけれども、その方の講演を受け

たんですけど、やはり最後には学校は楽しいんやと。朝８時から行って４時まで行く、その

中で過ごせることが一番いいとおっしゃってました。生の声でおっしゃっていたので、やっ
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ぱり学校は楽しくしていくべきだと。昔の学校のように行って楽しいな、おもしろいなとい

う形で築き上げてほしいと。 

 そこで、学習する中で、問題解答を模索するだけではなくて、前回も申し上げましたけれ

ども、アクティブ教育が大事になってきて、主体的な対話、学び、深い学びと、教育長も数

年前から計画されているということで、最後になると思うんですけれども、これから計画さ

れているのであれば、それをお聞かせ願いたいんですけれども、これからされるのであれば、

どういうお考えをお持ちか、教育長、お話しいただけますか。 

〇議長（服部公英） 教育長。 

〇教育長（松浦教雄） 既に今質問のとおり、現在、全国の不登校児童、生徒数は数十万と言

われておりまして、大きな教育課題の１つとなっているわけでございます。先ほど来の部長

の答弁にもございましたように、本町においてもここ数年、何人かの児童、生徒、中学生の

ことに限ってのご質問ではございましたが、さまざまなご対策を各学校、両校で講じておる

ところでございます。不登校傾向の生徒の数も含めますと、若干まだふえると思っておりま

す。そこで、今回の隠れ不登校のことを議員さんに質問されていると思うんですが、登校し

ているものの教室には入らない、教室にはいるが授業に参加しない、また、学校に通ってい

るが居心地が悪い、授業がつまらないという理由で苦痛に感じている生徒の数も、その数が

３倍に上るという、先ほどの論議の中でございました。これまでも何回もお話しさせてもら

っておりますように、不登校という原因をたどっていきますと、児童、生徒によってもちろ

んまちまちでございますが、登校を渋るから始まりまして、学習の悩み、また中学生におい

ては進学の悩み、また、部活動の悩み、友人関係、また学校の先生に対する悩み、また、な

かなか口には出せませんが、家庭内におけるさまざまな悩み等、それから、原因のわからな

い理由がある、わからない理由が今、ほとんどを占めておるというのが、不登校の実情であ

るように私、理解しております。ただ、不登校の形が違いますので、やり過ぎるとまた逆効

果になる可能性もございますので、いい関係といい距離感を持ちながら対応に当たっていき

たいと思っております。 

 それでは、一体どうすればその現象に一歩足を踏み込むことができるのかが今回の課題に

なると思います。まず、隠れ不登校につきましては、教員から子どもたちへの知・徳・体の

バランスの取れた生きる力を身につけさせてほしいというのが、私の上牧町の先生方への一

番の教育長としての望みでございます。すなわち、学びたい、成長したいと思っている子ど

もたちが、園児、児童も含めて生徒もたくさんおるわけで、そのために学校に毎日通ってき
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てくれるわけでございますので、やはり、教師の一番の本分といえば、わかりやすい授業、

それから魅力ある授業展開かなと私は思っております。そしてまた、よいところは積極的に

子どもたちに褒めてあげてほしいという、そういう部分も欠落している教員も中にはおるの

ではないかなと。そういうことを含めて、やはり、教員の資質、校長先生には月１回行われ

ております町の校園長会という場がございます。それは結構、私の連絡調整をさせてもらっ

ておる機関でございますので、非常に大事な月に１回の会議でございます。私の話を受けて、

校長先生方が先生方におろしていただきますので、校長先生方は一国一城の主でございます

ので、やはり教職員の命、また子どもの命をきちっと守っていただきながら、組織として総

力を挙げて取り組むマネジメントと教員の意識改革、教員の資質向上に向けて全力を上げて

取り組んでいただきたいということは、常々口を酸っぱくなるほどお話しさせてもらってお

ります。もちろん、やっていただいているのは重々わかっておるのですが、うまくいかない

ときも出てくるだろうというのが現状でございます。不登校に関しては、スクールカウンセ

ラーやまた町単独で配置しておりますＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーの配置もさせて

いただいております。いずれにいたしましても、本町といたしましては、各学校のそれぞれ

の研修をしっかり深めていただいて、学校内だけの研修ではなしに、今、議員さんおっしゃ

るように、いろいろな研修の場に出向いていっていただく、さまざまな知識とか、またスキ

ルをきちっと自分の中に身につけていただいて、それを子どもたちに返していただく取り組

みが必要ではなかろうかなと考えているところでございます。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 非常に魅力的な構想を持った言葉も出てきましたが、知・徳・体という

のは、上牧町の各学校に掲げられている教育の理念と言いますか、子どもたちの言葉だとい

うことは僕も認知しております。教育長の中にありました、一番近くで接している教職員の

資質の向上、研修を含めたこと、技術、スキルを上げていかなければいけない、僕もそれは

本当に思います。私も教育長も現場に一応いたということで、スキルアップは常に求めてい

たことでありますので、その辺はこれから構想していただいて、しっかりとやっていただけ

ればと思います。注視していきたいと思います。ありがとうございます。 

 最後に１点ですけれども、文科省のアンケートとここの地域で行ったアンケートは少し違

うところがあって、重要なところですけれども、先生との関係、学校の決まりや役割、いじ

めを受けた、ここが文科省が調べられた数字が非常に低いんですが、先ほど言いました生の

声を聞くと、この３つ、先生との関係、学校の決まりの拘束、いじめを受けたことは、非常
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に子どもたちの生の声が高いんです。ですから、最後にお願いしたいんですけれども、これ

から隠れ不登校をふやさない、不登校をなくしていく、不登校のスクールをつくるというこ

とを僕、質問したら、教育長はそういうものは今は要らないと。学校でしっかりやるとおっ

しゃっていただいたので、僕も感銘しました。これからその手だてを考えていかれる中、上

牧町独自の対策、子どもたちにとってもいいこと、先生たちもすばらしいことを目指してや

っていっていただきたいと思いますので、この件に関しましては、質問を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） それでは、大きな２つ目ですけれども、小・中学校の給食室の設備につ

いて、小・中学校の給食室、配膳室の空調管理について質問させていただきます。僕、気づ

かなかったんですけれども、去年、学校には冷房、エアコンがついたんですが、給食室はつ

いていたのかどうかをお聞きしたいんですけれども。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 給食室につきましては、現在、ほとんどの学校がウエット方式の給

食室を使っているため、その部分についても今、国からドライ化という話が出てきています

ので、ドライ化を進めるあたり、空調も同時につける予定をしておりましたので、また、あ

まりにもウエット方式がきついので、全学校の空調のときには入れていない状態であります。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） そうでしたか。僕も後で気づいたんですけど、多額な予算できちんとつ

けていただいて、快適な授業をやっているんですけれども、給食室にはつけられなかったの

はそういう原因があるということで。 

 給食室の中で休憩室に限っては、冷房はあるところとないところがあるんですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 休憩室に対しては全てつけさせていただいています。また、給食の

皆さんにも確かに暑い中やっていただいているので、休憩を随時とりながらお願いしている

ところではありますが、確かに給食をつくるというときで、急に休憩することは難しいのは

わかっておりますが、今、そういう形でお願いしているところであります。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 給食室の調理員さんのお仕事は、給食を、食材を加工して子どもたちに

出すまで、聞きましたが、８時からスタートして、12時半には完成すると。その中には決ま
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りがあるらしくて、文科省の決まりで、つくり始めてから２時間以内には出さないといけな

いという、ちょっと見たんですけど、それは間違いないですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） はい、間違いありません。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 周りから見ると、８時から12時半のわずか４時間半ではないかと思うん

ですけれども、町内に中学校２つの給食室、小学校３つの給食室、全て外からですけれども、

見させてもらったんですけれども、立地条件によっては風通しが悪そうやなとか、ちょっと

風通しがいいかなと思うところもあるんですけれども、先ほどドライとウエットがありまし

たけれども、それは最近の話ですか。年度は決まっていたんですか。わからないなら結構で

すが。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 出ているのは、きのう、きょう言われたように、ちょっと前の話で、

終わりについても時間、わからないんですけれども、できるだけお答えしたいと考えており

ます。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 先ほど、調理時間が４時間半ぐらいで、私は毎日台所に立つんですけれ

ども、普通の家においても、夏にはコンロを２つつけて、鍋とフライパンを出すと、扇風機

を回すんですけど、すごい暑くなります。調べましたら、給食室は一般細菌やら外部の混入

やらいろいろあるので、なかなかあけることはできないとは聞いているんですが、それは間

違いないですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 食の安全性におきまして、あまり風を回すとか、窓ガラスをあける

ことによって、細菌とかが入ってくることによって、食中毒の原因となりますので、冷たく

出すものについては、配膳室のところに冷却装置を置いて、そこの中に入れて用意している

という形で、先ほど、４時間というのも、まず、初めの一、二時間については、材料を切る

だけの作業ということで、やっていただいているところです。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） そこで、４時間半暑い中でいてはるけれども、一体何度あるのかなとお

聞きしたら、７月のデータですけど、室温が32度、湿度がマックス81％とお聞きしたんです。
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毎日じゃないけれども、32度で４時間半、湿度81％、不快指数をすごく超えているよなと、

個人的にはあれですけれども、その中で４時間半をやられていて、今まで、例えば熱中症や

ら体調不良やらとかは起きなかったんですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 熱中症についてはなかったと思うんですけれども、体調不良につい

ては、報告は一々ない部分があるので、ないとは言い切れないところはあります。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 調べさせてもらった数字では、上牧中学校では調理員さん６人、そして

二中は３人、上牧小学校は６人、二小は５人、三小は４人という形でおられて、この中で例

えば年齢層がありますよね。20代、40代、50代あるんですけど、何年代の人が多いですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 詳しいデータは持っていませんけれども、主に多いのは40後半から

50代の方が多いと思います。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 年齢もあるんですけれども、やはり45から50代の方が、高齢の方ではな

いですけれども、結構、もうあれかなという感じを受けるんですが、この方々が５月から汗

をかくということで、夏場は作業開始１時間で汗だくになると。着がえは１日二、三回され

るらしい。１日というか４時間半で二、三回されると。僕も見たことありませんが、直径大

きい鍋があるんです。その鍋を二、三個、全部火をつけて動かすと、多分32度どころではな

いのかなと思ったりします。揚げ物であれば、揚げている時間そこから動けないとか、かな

り大変と思うんですけれども、その辺は理解されているでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 完全とは言いませんが、ある程度は理解しております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 僕も入ったことはないので、わからないんですけれども、かなり暑いな

という気持ちはします。行政側も多分、この現状をある程度は把握されていると思うんです。

どういう手だてを考えておられるということもあると思うんですけれども、例えば、今から

クーラー、エアコンを設置するとしたら、そういう計画はあるんでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今の状態でクーラーを設置することは、多分無理だと思っています。
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ドライ化を含めて、その結果を中長期に入れて進めているところであって、その部分はちょ

っと向こうになっていますが、今後も考えていきたいとは思っています。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今、ドライからウエットに変えていかないとつけられないということは

明確ですので、それは何年先とか、来年なのか再来年なのか、もっと先なのか、中長期の計

画には入っていたと思うのですが、その辺はいかがですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 中長期では令和４年からになっております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ということは、３年後に決定しているということですね。それは、多分

想像しますけれども、５カ所につけたら、金額って出ていますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） まず、今、中長期の話ですが、計画として入っているのであって、

決定まではいっていないことがあります。あと、金額につきますと、ほぼ５カ所あるので、

１億2,000万ぐらいと思っています。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） そうしましたら、現状、実情において１億2,000万、例えばこれから助成

金なり何なり、町の負担になるという計画が立てられると思うんですけれども、今お聞きし

て、３年かかるのかということを、もしかしたらユーチューブで聞かれているかもしれませ

んけれども、この３年間の中で、今、現場の調理員の方の声をちょっとお聞かせしたいんで

すけれども、暑い中でもとありましたけれども、体調についてお聞きしたんです。体調不良

もありますと。実際、熱中症ではないけれども、帰宅してから意識の低下と、喉が渇いてか

らからになった、多分熱中症であったのかなと思うんです。煮込みものや手作業によっては、

水分補給がしにくいときもあるし、今、猛暑と言われていて、その中でこれから３年間、私

たち大丈夫かなという思いを持っておられるということでした。現状は３年間つかないとい

うことであれば、考えようもあるんですけれども、今まで現場の方々の声と行政の話し合い

は持たれましたか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 話し合いは何度か持っております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 
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〇５番（竹之内剛） そのときに、手だてとして何か、何もしないわけにはいかないと思うの

で、冷却をする方法とか、そういう手だてはされていますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 冷却については、意見案としては、スポットクーラー等の設置も考

えたことがあるんですけれども、ただ、先ほども言いましたように、給食室内での空気の循

環が芳しくないという答えで、その分が頓挫というわけではないが、やめたことになってい

るのがあります。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 今回、私の方でこれを取り上げさせてもらったんですけれども、現場で

は大変悲鳴が上がっている状態だと思うのはわかっていただいていると思うんですけれども、

いま一度、スポットクーラーというのは使われているところもあるんですよね。調べました

ら、スポットクーラーってパイプみたいなのを出して風を送るやつですね。それも結局、確

認はしていないですけれども、一般細菌がなっているのかなと、そういうこともあるので、

いま一度、これからの計画が変更できず、高額なので前倒しというわけにもいかないと思い

ますけれども、いま一度、現場の各学校の人を集めていただいて、何かいい手だてを考えて

いただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） どういう答えになるかわかりませんけど、当然、この前からその件

をわかっておりますので、何らかの方法は考えていきたいとは考えております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ぜひ、このままではらちが明かないのかなと。この夏も暑いと言われて

ますし、先ほどの質問の中にもありましたけれども、１週間夏休みが短くなったと同時に、

給食も少し早くなるんでしたね。ですから、児童、生徒の大切なお昼の給食をつくっていた

だいている方たちの健康管理って大変大事だと思うんです。一生懸命心を込めてつくっても

らったものを出す、それをいただく、その関連で非常に大事なことだと思うので、この件は

再度検討というか、話し合いというか、いい解決方法を見つけていただきたいと思うんです。 

 最後ですけれども、調理員の方には、感謝していることも何個かあると聞きました。それ

は、食洗機の設置とか真空冷却機、10度ぐらいに冷やすんですよね、それは非常に助かって

いると。私らの声を聞いていただくこともあるんで、僕は今回質問したからではなくて、こ

れから、いいふうにお話し合いをしていただければと思いますが、どうでしょうか。 
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〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今までからも要望等は聞いてきて、今のような必要なものは入れて

いくと。ただ、今回のこの件に関してはちょっと難しい状態になったんですけれども、今後

も何らかの方策は考えていきたいと思います。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） よりよい環境の中で心を込めた給食は、非常にまた、味もおいしいと思

います。ぜひその検討に向けて、よろしくお願いいたします。 

 この件につきましての質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 続きまして、最後の項目になります。道路及び歩道整備についてお聞き

します。１番目の滝川台の遊歩道の整備工事についてお聞きします。こちらは２年後に、今、

グリーンベルトと言われている川沿いをどこかで折り返して１周回れるような道路整備をさ

れると聞いてますが、そのようでしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 滝川台の遊歩道の整備で、上牧町の滝川を１周回れるような整

備ということで、今現在の遊歩道につきましては、舗装も傷んでいるということで、上牧ま

きのはから五軒屋のところまで再整備をやっていくということと、反対側の今使っていない

砂利道というか、普通の河川敷なんですけれども、それについては、今まで遊歩道に車、単

車、自転車が通っていることが見受けられたので、反対側の方に自転車道の整備をしていく

ということで、今のところでは、東洋シールのところから下牧のガソリンスタンド、閉店し

ておりますけれども、あの範囲までの自転車道の整備をするということで、今、原課では考

えております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） あそこは田植え等されるために、小型特殊とか軽四とかは、反対側は、

今のグリーンベルトの方は入られるんですよね。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） もともとは河川敷でありましたので、田んぼと田植え、また農

作業のトラックとか通ってもいいということで、表示もしております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） わかりました。今回この質問をしたのは、計画をお聞きしたら、グリー
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ンベルトは笹ゆり回廊の一部の道路なんです。僕は今回、その河川敷だけを質問したんです

けれども、というのは、あそこを行って帰ってこれて、ぐるぐる回れるような整備をすると

おっしゃったんですけれども、有効活用の提案としまして、歩く、走る、ランニングですけ

れども、といった形のコースになり得るかなと常々思っていたんです。今回、歩道整備でさ

れるということは、使えるのではないかなということで、そういう計画はありますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） コースと言いますと、ちょっと観点が違うのかなと。今まで政

策調整課の理事も話していましたように、上牧町の中心部である滝川をよみがえらせるとい

うことで、一緒にそれを目的で、笹ゆり回廊を基本構想として、上牧町は観光資源という形

で遊歩道の整備、反対側に自転車道の整備と、また、その県と共同の申請をするという目的

を考えていますので、ちょっと言っておられることが違うのかなと感じております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） というのは、去年度から町民マラソンのコースが上牧三小に移りました。

新しいコースになり、子どもたちも大人も走りやすいコースになったと。僕も子どもたちと

走ったんですけど、あれ、一部はコースになっていたと思うんです。その一部の道ですけれ

ども、ぐるっと回れるのであれば、近隣であれば、王寺町の河川敷なんかであれば、スター

トから１周回ったらここで１キロです、２キロですという表示があるんです。これがあると、

リハビリで歩く人、ランニングする人、マラソン大会を目指している人が非常に使いやすい

というのがあるんです。僕もランニングするので、車で距離をはかって走ったりするんです

けれども、そういうのがあると、憩いの場所もそうですけれども、走ったり散歩する方も距

離がわかると、万歩計ではなく距離で健康管理ができるのかなと。そういう提案をしたいん

ですけれども、それはいかがですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 原課では、一応、主要な距離表示は手づくりで、文化センター

まで何キロかというのを、その当時、遊歩道が整備したときにつくらせてもらいました。や

はり、今、マラソンの感じで距離表示ということですけれども、やっぱり整備等の目的が違

うと思いますので、原課としては整備法に、片岡城までは何キロ、文化センターまでは何キ

ロ、バサ池までは何キロとか、主要な観光名所的なところの距離表示は考えておりますので、

ご理解をよろしくお願いします。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 
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〇５番（竹之内剛） 提案ですので、もしできればというあれがありました。マラソンコース

も今、３キロしかとれていないので、整備して伸ばしていければ、３キロのマラソンコース

は非常に短いので、５キロ、６キロのコースができたり、駅伝とかの練習もできたりという

イメージがあったので、これから計画される中で、もし話し合いがあるとすれば、そういう

提案もあったなということで、お話ししていただければと思うんですけれども、いかがです

か。表示なんかは難しいものではなくて、簡易的なものでも結構なので、そういう形でお願

いしたいんですけれども、どうでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） 今、いろいろ議員の方から活用方法とか、ご意見をいただきまし

た。現在、笹ゆり回廊といいますか、グリーンベルトにつきましては、朝夕の散歩であった

りとか、少しマラソンでお使いいただいたりとかいう形もしておりますので、今後につきま

しても、先ほどの議員の中でも少し、片岡城とか久渡古墳群を継ぎながら、観光ルートの整

備という形で、一体化整備というお話もさせていただいておりますので、今後におきまして

は、今、ご提案いただいた部分につきましても、活用方法もいろいろございますので、先ほ

どのマラソンコースも使えるのかどうかも、まだいろいろ先に検討して、安全で使っていた

だくことが十分でございますので、そういった分も含めて各課で少し、活用ということも含

めて検討していきたいと思っております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） ご検討よろしくお願いします。 

 では、次、２番の質問に移ります。桜ケ丘・葛下川線についてですけれども、なぜ質問し

たかといいましたら、道幅が３メートルから７メートルといった道なのに、長さが1,500ちょ

っとだと思うんです。にもかかわらず、大型通ります、側溝に落ちます。民家側の車に当て

逃げされますといった事案があるんですけれども、この辺はどうでしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 今、議員から詳細的な延長、幅員等ご呈示いただきました。現

状の道路幅員につきましては、やはり道幅が狭い、側溝がある、それと、西名阪との高低差

もあるということで、交通量も主要な下牧高田線に筆頭するような交通量であるというのは

認識しております。また、民家等も建っておるということで、常に危険を感じられていると

いう状況も、常々聞いております。以前は、この道は舗装もかなり悪くて、１週間に１遍ほ

ど舗装をしに行っている状況でしたので、今現在は、舗装に関しては、整備法は若干終わっ
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てますけども、何とか交通に支障がないという状況で感じております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） あそこは朝夕は非常に交通量が多くて、大型も通るんです。速度規制も

特になかったと思うので、その辺含めて、安全面を考慮して調査していただきたいというこ

とで質問させていただいて、これから注視させていただきたいと思うんですけれども、よろ

しいでしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 原課の方で安全面という形で、警察等もまた相談しながら協議

を進めていきたいというふうに思っております。 

〇議長（服部公英） 竹之内議員。 

〇５番（竹之内剛） 細かな気がついた点等は、後に質問させていただくと思うんですけれど

も、ありがとうございました。 

 ３番目の質問ですけれども、服部台・明星線につきましては、午前中の議員と重複しまし

たので、私から信号機について等もお伺いしたかったんですけれども、割愛させていただき

ます。 

 以上で私の質問は全て終わりますので、長時間のご答弁ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 以上で、５番、竹之内議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩とし、再開は２時10分といたします。 

 

    休憩 午後 １時５９分 

 

    再開 午後 ２時１０分 

 

〇議長（服部公英） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇上 村 哲 也 

〇議長（服部公英） 次に、３番、上村議員の発言を許します。 

 上村議員。 
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          （３番 上村哲也 登壇） 

〇３番（上村哲也） ３番、上村です。 

 今回、当選させていただき、この場に立たせていただいていることに、大変身が締まる思

いでございます。上牧町がよりよい町になるよう、できる限り頑張ってまいりますので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、議長に発言許可をいただきましたので、一般質問通告書に従い一般質問させて

いただきます。私の質問は大きく分けて３つあります。 

 まず、１つ目は町内における通学路等の防犯カメラ設置状況についてです。大きな１番目

の１、上牧町でも住民の方々の安全、安心の観点から、子どもたちの通学路に防犯カメラな

どを設置しているのかどうか。 

 ２、上牧町は防犯カメラの設置についてどのように考え、住民の皆様にどのように周知し

ているのか。 

 ３、今後、上牧町は、住民の方々、子どもたちの安全、安心をどのように進めていこうと

考えておられるのか、上牧町の現段階の会見を教えてもらえますでしょうか。 

 大きな２、次世代の子どもたちの健全な育成について。 

 １、上牧町では学力促進の意見も多数ございますが、ここ数年、全国的にも奈良県は体力

低下の傾向もあると聞きます。そこでお伺いいたします。上牧町としては、現段階で子ども

たちの体力向上について、どのようにお考えでしょうか。 

 ２、上牧町住民主体である任意団体やスポーツ少年団、またクラブチームなどが何団体ほ

ど活動されているかどうか。 

 大きな３番、上牧町の各種行事、イベントについて。 

 １、上牧町の各種イベント等の住民の方々への周知方法をお聞かせください。 

 ２、各種行事、イベント等にも住民の方々への周知がまだまだ少なく、興味も少ないよう

な気がしております。住民の皆様にさらに興味を持っていただくために、上牧町はどのよう

に考えておられるのか、会見をお聞かせください。 

 再質問は質問者席にて質問させていただきます。よろしくお願いします。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） それでは、１番目の上牧町の住民の方々の安全、安心の防犯カメラの設

置状況をお聞かせください。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 
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〇総務部長（阪本正人） １つ目の防犯カメラの設置についてのご質問でございます。 

 防犯カメラにつきましては、平成27年度から各小学校区ごとに１台ずつ、合計３台、30年

度末の合計数が12台設置している状況でございます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ここ最近ですけど、川崎市の殺傷事件等ありまして、その辺の事態をど

う考えておられるのか、年間３台ずつ、もうちょっとペースを上げるとか、そういった考え

はありませんか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今のご質問でございます。通告書の中にもございますように、２番、

３番に少し上がってくると考えております。町の施策としまして、安全、安心なまちづくり

の取り組みといたしまして、先ほども議員からもありましたように、子どもたちの登下校の

様子を記録することで、交通事故、犯罪等の抑止力が高まることが期待できます。その意味

におきましても、平成27年度から３台ずつ設置させていただいている状況でございます。将

来的におきましても、2026年、令和８年までに36台の設置を検討しているところでございま

す。この部分につきましては、毎年３台ずつの計画を中長期財政計画に盛り込みをさせてい

ただいて、計画を進めている状況でございます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 例えば、３台ずつを５台ずつにするとか、少しでも早くなりませんか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 財源等の問題もございまして、そういうふうな部分も全体的な計画

の中で盛り込みをさせていただいております。３台、４台というふうな計画をしていたとき

もございましたが、できるだけ多く設置したいというふうには考えております。どういうふ

うな形で進めていけば一番いいのかという部分もございます。各小学校区ごとに１台ずつを

設置させていただいている状況ではございますが、今、主要幹線道路と交通量の多い道路に

設置させていただいている状況でございます。あと、その部分の細かい、中に入っていこう

とした場合、やはり民家等の部分もございますので、その辺も考慮しながらこの計画を進め

ていかなければならないというふうには考えている状況でございます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ちょっと聞きたかったことですけど、例えば、民間の軒下を借りるとか、

そういう設置の仕方とかは法律上できるんですか。 
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〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 民間の軒下というご質問でございますが、やはりそこの人の許可を

いただかなければ、防犯カメラは、なかなか設置はできないというふうには考えております。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） ２番も同じようなので、３番に行かせてもらうんですけれども、今後、

上牧町では安全、安心のためどのように考えておられるかということですけれども、例えば、

今、高齢者の運転で交差点事故等多いんですけれども、その確認等は上牧町が学校側で行わ

れているのかどうか教えてください。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） この確認の部分につきましては、要綱等がございまして、その中に

は警察の申し出がなければ、学校とかが防犯カメラの録画したやつを見たいと言っても、個

人情報の関係で見ることはできません。ですから、警察等の申し出により、この部分につき

ましては公開させていただいている状況でございます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 防犯カメラはちょっと置いておいて、今、交差点の交通事故が多いです。

危険箇所の確認はできているかどうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 危険箇所につきましては、まちづくり創生課と教育委員会連携で点

検をさせていただいております。その部分につきましては、ほかの議員さんの質問等にも少

しかぶってくると考えておりますが、点検は済んでいるというふうには聞いております。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） それでは、今後も協議して、検討をよろしくお願いします。 

 大きな２番に行かせてもらいます。上牧町では学力促進の意見も多数ございますが、僕の

聞いたところによると、奈良県の体力低下の傾向が、ここ十数年前からよく聞くんですが、

上牧町としては、現段階、子どもたちの体力向上について、どのようにお考えでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今、議員がおっしゃったように、奈良県においては、全国的には少

し体力低下傾向にあると思います。また、上牧町におきましても、県平均並みでありますが、

項目によっては下回っている部分もあります。また、そのことを受けまして、体力は生活す

る上で気力の源であり、体力、気力が一体となって、人としての活動が行われます。体力は、
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生きる力の極めて重要な要素と教育委員会では考えております。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 個々の体力のデータが結果、全国になるわけで、個々の体力向上のため

には、どういったことをお考えですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 各学校におきまして、平成30年度につきましては、まず縦割りグル

ープ、１年生から６年生を１つのグループとして、遊びやスポーツをすることによって、低

学年の基礎体力の向上、また、マラソン大会や縄跳び大会の定期的な開催によって全学年の

基礎体力の向上、当然、体育の授業では行っております。また、奈良教育大学の笠次先生の

ご指導を受けながら、高学年を対象に、体育の授業前に動きながら筋肉ストレッチをするダ

イナミックストレッチや奈良県体力向上支援員による全学年の体育支援を、教員に対する指

導、アドバイスを受けて、子どもたちの体力向上に努めているところであります。この事業

につきましては、令和元年度も引き続き行っております。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） よくわかりました。僕も少年野球等に携わらせていただいているんです

けれども、やっぱり年々体力が、何年か前の子よりあかんなというのも多々見受けられるの

で、僕１人で何もできないし、上牧町と一体化して考えていかなあかんことかなとは思って

います。 

 そこで、２番の上牧町全体でクラブチーム等は何団体あるのか、お教えください。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 上牧町の住民主体によるスポーツ団体につきまして、まず種類とい

たしましては、スポーツ少年団、クラブチーム等の団体、そして、任意団体が１団体ありま

す。内容といたしましては、スポーツ少年団につきましては９種目、軟式野球、サッカー、

ミニバスケットボール、テニス、少林寺拳法、剣道、バレーボール、バスケットボール、空

手などのチームがあります。また、クラブチームは、成人が主にあるんですけれども、13種

目でグラウンドゴルフ、健康体操、少林寺拳法、ソフトテニス、ソフトバレー、バレーボー

ル、バスケットボール、ソフトボール、卓球、軟式野球、剣道、バドミントンで活躍されて

おります。最後に任意団体といいますのは、総合地域スポーツクラブのことを指しまして、

８教室が開催されており、ヨガ教室、フットサル教室、トランポピクス教室、バドミントン

教室、ピンポン教室、ヒップホップダンス教室、陸上教室、バレーボール教室等が実施され
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ております。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 今おっしゃったクラブチーム、団体等の全部が集まるとか、そういうの

は多分ないですよね。ありますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 基本的に、今言ったクラブチームの代表が全部集まることはありま

せん。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） その後も、底上げじゃないんですけど、みんなが集まって話し合いもし

ていけばいいと思うんですけど、どうでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 確かに皆さんに集まってもらっていいとは思います。それと、つけ

加えまして、体育協会というのがありまして、体育協会が主に、全部ではないですけれども、

各スポーツの代表的な方が入ってもらっているということで、その辺の話し合いは行ってい

ますが、今言うたように全部の方々が集まっているというのはない状態です。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） とりあえず、まずはやってみるべきだと思うんですけど、みんなが集ま

ってええ方に向かっていくことを強く要望して、大きな２番を終わらせていただきます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 大きな３番、上牧町各種イベント、行事ごとについて、１、上牧町の各

種イベント等の町民の方々への周知方法をお聞かせください。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） 各種イベント等の住民の方々への周知方法をということでござい

ます。現状といたしましては、広報かんまき及び町のホームページの周知を基本としており

ます。行事によりましては、チラシの配布であったり、ポスターの掲示などを用いまして、

周知を行っているところでございます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 今おっしゃいましたけれども、広報をみんながみんな見ていないと思う

んです。町の方々が広報を楽しみにするような策は何かございませんか。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 
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〇総務部理事（中川恵友） 広報の件につきましては、以前から少し配らせていただいており

ますが、なかなか見ていただけないのではないかというご意見も多々いただいておりまして、

広報発行担当課といたしまして、以前から少し工夫させていただいているところでございま

す。平成28年５月には全面カラーということで、カラー化させていただきまして、表紙の方

にも全面写真を掲載させていただいたりとか、同年８月からでは、偶数月ではありますが、

親子でマルシェという形で、学校の給食のメニューを紹介させていただいて、ご家庭でもつ

くっていただける形でという記事も載せさせていただきました。また、30年１月号におきま

しては、裏表紙にまきっこきっずということで、お子様の写真を掲載させていただいて、そ

ういう掲載も開始させていただきました。本年におきましては、令和元年５月から、各議員

タブレットにも、マチイロというアプリを入れさせていただきまして、そこから広報がダイ

レクトに見れるような形も導入させていただき、これもまた広報に載せさせていただきまし

て、より多くの方にダイレクトにうちの広報を見ていただけるような形で運用も開始させて

いただきました。また、広報におきましても、皆さん、ご存じかと思うんですけれども、お

知らせのページにアイコンの表示という形で、少し上に時間、場所という形でアイコンを表

示させていただきまして、少し見やすい形で工夫もさせていただいているところでございま

すので、これからも少しでも多くの方にいろいろ興味を持っていただける形の内容も、掲載

もしていきたいと思っておるところではございます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 試行錯誤していただいているみたいですけれども、僕、単純に思ってい

たのが、例えば、マチイロの宣伝とかを、先ほど出ておったんですけれども、防災のスピー

カーを使ったりとか、周知とかはあきませんか。 

〇議長（服部公英） 総務部理事。 

〇総務部理事（中川恵友） あくまで防災の無線といいますのは、災害時であったりとか、ま

さに選挙でも活用させていただいておりますが、そういった部分での活用になりますので、

そういった内容を防災無線での放送というのは好ましくないのかなと思っているところでご

ざいます。 

〇議長（服部公英） 上村議員。 

〇３番（上村哲也） 僕も答えは全然出てへんのですけど、とにかくもっと広報を見る癖づけ

というか、町の人にそれを強く検討していただきたいと思います。 

 ２番目ですけど、重複にもなるんですが、周知がまだまだ少ないように思います。この周
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知方法をまたいろいろもっと考えていただけたらと思います。 

 僕の質問はこれで終わりです。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 以上で、３番、上村議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩とし、再開は45分といたします。 

 

    休憩 午後 ２時３２分 

 

    再開 午後 ２時４５分 

 

〇議長（服部公英） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇石 丸 典 子 

〇議長（服部公英） 次に、10番、石丸議員の発言を許します。 

 石丸議員。 

          （１０番 石丸典子 登壇） 

〇１０番（石丸典子） 10番、日本共産党の石丸典子です。議長の許可をいただきましたので、

ただいまより一般質問通告書の内容で質問を行わせていただきます。 

 まず初めに、今回の４月の町議会議員選挙は無投票で12名が決まり、私、石丸典子は７期

目を務めさせていただきます。今回、公約に上げた具体策は、１、給食費補助で子育て応援、

２、国民健康保険、介護保険の負担軽減、３、若者定住支援、４、バリアフリー化の推進、

５、高齢者、交通弱者の外出支援、６、文化財を活用した町おこしです。上牧町が笑顔と文

化の花咲く町となるよう頑張ります。まるで町長のようなキャッチコピーでありますが、こ

の施策を実現に向け、頑張ってまいります。 

 では、質問に入ります。項目は４項目です。 

 １、歩道の整備について、バリアフリー化の推進についてです。2018年３月に上牧町バリ

アフリー基本構想が策定されました。ハード面では上牧町役場周辺を重点整備地区としてお

り、実現できるところからバリアフリー化する計画です。役場前の県道の歩道は町内で最も

歩きにくいところです。とても車椅子では通れません。町民の皆さんの長年の要望箇所です。
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昨年の11月９日、今井光子県会議員と北葛城郡の町会議員団で高田土木事務所に要望書を提

出し、懇談をいたしました。上牧町の要望の項目の１つが、県道中筋出作河合線の歩道整備

です。具体的には上牧町役場前から服部記念病院間の歩道の整備について要望し、懇談いた

しました。奈良県の整備重点地域は、市町村がバリアフリー基本構想を定めたところ、また

は通学路となっているところとのことでした。今後、この歩道整備はどのように取り組まれ

るのかをお伺いいたします。県の重点整備地域の２つの重点項目をクリアしているところで

すので、最優先地域かと思われますが、今後の計画をお伺いしたいと思います。 

 ２つ目、ごみ処理についてです。プラスチック容器、包装類の分類についてです。プラス

チックごみが世界各地で深刻な環境汚染を引き起こしています。日本は１人当たりのプラス

チックごみの排出量がアメリカに次いで世界第２位と言われています。今、レジ袋の有料化

などの小手先の案も出されていますけれども、プラスチックの大量生産、大量消費、大量廃

棄の見直しが何より必要です。上牧町ではごみ処理基本計画に基づき、2020年からプラスチ

ック製容器包装類を資源物として分別回収される予定です。取り組み状況をお伺いいたしま

す。 

 ３つ目、議会議員の選挙公約について。上牧町では公職選挙法第172条の２の規定に基づき、

町議会議員の選挙公報に関する条例を定めています。有権者に対して候補者の情報を周知す

ることが大切であるため、４年前に初めて発行されました。しかし、ことしは改選でしたが

無投票となったため、選挙公報は発行されませんでした。町のホームページに選挙公報の掲

載を提案します。選挙公報の情報交換についての見解をお伺いいたします。 

 ４つ目、交差点の交通安全対策について。５月８日の大津市の交差点事故の教訓から、歩

道にポールや安全策の設置が必要かと思われます。町内の交差点の点検と対策をお伺いいた

します。この項目につきましては、２日目の議員の項目と重複しておりますので、私が感じ

ました危険箇所を指摘して、対策をお伺いしたいと思います。また、さきの議員の質問の中

で、危険箇所の点検は行っているということもありましたが、改めてお伺いいたします。私

が危険だと感じますのは、南都銀行前の三差路でありますけれども、歩道と車道がフラット

になっております。一昨日、12日午後３時過ぎ、私がちょうどその交差点で通ったとき、上

牧中学校の下校の生徒が歩道を通っていました。また、足が弱った様子の高齢の男性が信号

を待っておられ、そして交差点を渡っておられましたけれども、車の量が大変多く、何らか

の柵がないのは大変心配だなと感じたところです。この点も含めて、対策等をお伺いしたい

と思います。 
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 以上の４項目です。再質問につきましては質問者席から質問させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） では、順次、答弁のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） まず、１つ目の質問ですけれども、主に中筋出作河合線、上牧

町役場前から服部記念病院までの歩道の整備ということで、ご質問がございました。それに

ついて回答させていただきます。 

 当町は旅客施設、駅のない町ですが、住民提案型による取り組みとして、平成30年３月に

バリアフリー基本構想を策定しました。県道中筋出作河合線は、この基本構想内の特定事業

として位置づけられております。現状の歩道につきましては、幅員の狭小に加え、歩道の切

り下げ部分とマウンドアップ部分との段差解消が入り組んでおり、また、すりつけ部の勾配

が縦横断でも急で、歩道の通行に支障を来しているのが現状でございます。このことから、

当役場としましては、バリアフリーの推進を図るため、段差解消や縦横断勾配などの整備に

ついて、県に要望しております。それについての県の回答でございますが、今年度できると

ころについて、できないところと言ったら語弊があるけれども、検証して調査をしていきた

いということで、土木の方から伺っております。今年をその検証の時期として捉え、来年度、

工事をやっていくということで、今現在、土木の方から伺っております。 

 以上でございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） この箇所の歩道はほとんど側溝を伴っておりまして、私、昨年の11月、

高田土木でお話をさせていただいたときに、当時の担当の方は、まず側溝の整備からと言わ

れていたんですけれども、今年度はまた職員さんが変わっておられたようですので、そのこ

とはどうかわかりませんけれども、歩道の整備で調査され、着工されるという運びですけれ

ども、単純に見ただけでも、すごく費用がかかると思われますけれども、調査してできると

ころからするということですけれども、この整備に当たっては、専門家の意見であるとか、

また、上牧町では住民団体での楽しいまちづくりの会の方が、以前、道路の勾配等について

詳細に調査され、いろんな講演もされていたわけですけれども、これまでかかわってこられ

た方であるとか、専門家の方の意見聴取とかはどのようにお考えですか。できるところから

と言われましたら、限られてくると思うんですけれども、バリアフリー化で、最終的には車
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椅子が通れる歩道が本来の姿だと思いますけれども、大変難しいと思うんですけれども、ま

して県の予算の中でのことですので、その辺はまず調査ということで、町が改修の案の希望

を出されるとかいうふうな方法でしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 県の方では、まず自分が思いを伝えたんですけれども、ブロッ

クの段差というか、すりつけ部の勾配が１段だけなので、それをもう少し緩やかにできない

か、要はブロックの勾配をもうちょっと緩やかにしたら、歩道等がスムーズにいけるのでは

ないかと。基本的な道路形態としては、都市計画道路にも位置づけられているんですけれど

も、歩道自体の全幅の整備がされていないので、現状でできるところから調査して、まず側

溝とか段差解消とかをやりたいと聞いています。 

 それと僕から、町の方も意見を申していきたいので、携わってともに県と町と手を取り合

って、また、そのＮＰＯなりの意見を聞きながら、調査を進めてやってほしいという希望は

伝えております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 十分調査され、協議していただきたいと思いますけれども、事前に、

県の交通安全対策の予算をそこに充てるということも少しお聞きしたんですけれども、交通

安全対策といいますと、次に聞きます交差点の安全対策等もいろいろありますけれども、ど

こが優先されるかわかりません。交通安全対策という費用があるので、その中でやっていき

たいというふうな県の希望も聞いたところですが、その辺もしっかり踏まえた上で、できる

ところから、大変な事業だというのは私も認識しておりますのでよろしくお願いしたいと思

います。今年度から調査が始まるということで、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、次のごみ処理についてお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） ２点目のごみ処理について、2020年からプラスチック製容器、

包装類を資源物として回収する予定で、取り組み状況という質問でございます。それについ

て、ご回答させていただきます。 

 山辺・県北西部広域環境衛生組合におけるごみ処理対象品目にプラスチック製容器包装が

ございます。この品目は現在、上牧町分別品にはなく、不燃物ごみとして処理しています。

今後は、広域化に伴う分別区分、品目の統一により、プラスチック製容器包装を追加し、そ

の他のプラスチック製品は可燃ごみに分別されることから、町民の皆様に対して情報提供や
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分別指導、周知徹底を行う必要がございます。本年度中に自治会に対して、分別の仕方や排

水方法などの説明を開催させていただき、現在、準備に取りかかっております。 

 以上でございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 今年度中に準備を行うということですけれども、まだ住民への広報等

は一切なされてませんよね。上牧町の平成28年度のごみの内容を分析されたのを資料で見さ

せていただきますと、不燃ごみの中の45％が有機包装プラスチックごみとなっておりました

ので、これはほとんどですよね。先日も文教厚生委員会で、新たに不燃ごみの10リットルを

つくられるということがありました。それは、不燃ごみがうんと減るのではなく、分類によ

って資源ごみの方に回り、今まで不燃のプラスチック類の中のほかのプラスチック類は全部

燃やすということですね。ですから、本当に今までプラスチック製品を全て不燃ごみに入れ

ていたものがほとんどなくなるという観点から、不燃ごみの10リットルという案が出てきた

のがこの点からもわかるんですけれども、委員会でも少し言いましたけれども、ごみの減量

化という観点と分別という観点で、予算の段階でしっかり説明をいただくべきでしたし、い

ち早く今年度の新しい事業として取り組むわけですから、住民への広報、啓発、少しでも早

い方がいいと思うんです。それと、以前、この案をごみ処理問題特別委員会でお聞きしたと

きは、何人かの議員も実際に廃プラのマークのプラスチック類をためてみたりしました。本

当にかさばって、ほとんどが廃プラですから、やはり、住民の皆さんにご協力を徹底すると

いう観点からは、早く予算の段階から広報する必要があったのではないかと思いますけれど

も、私はいつになったら広報等でお知らせが来るのかなと思っておりました。自治会で説明

が行われるということですけれども、どういう方法で行われますか。以前のごみ処理問題特

別委員会、昨年12月で報告しました最終の報告でも、プラスチック製容器包装類の分類が今

後の課題であるというふうな報告書を出しております。住民の協力が要るということですが、

その辺について今後の計画、当時の説明では、別の改修袋で分別していただくという説明も

ありました。そういう変更があれば変更があるなど、説明をいただきたいと思います。 

 それと、山辺の広域でどのように処理されるかということで、廃プラを処理する施設では

ないわけです。そこで集めて資源化のリサイクルをするための回収を、処理をするのではな

いのかどうか。このプラスチックごみがいろんな問題を起こしていますけれども、資源物と

して回収といわれますけれども、例えば、減量として再利用ということで、パレットの減量

であるとか、化学製品の原料などに使うとされていますけれども、大半が発電のための燃料
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で、燃やされていることが多いということです。住民の皆さんの協力がしっかり得られるの

かどうかという観点からも、手間暇かかる、大変な分別だと思いますが、その辺をどのよう

に進められますか。 

〇議長（服部公英） 生活環境課長。 

〇生活環境課長（吉川昭仁） 順次ご回答させていただきます。 

 住民説明会につきましては、各自治会にお回りさせていただきまして、その中で具体的に

どういうものが入って、プラスチック製容器包装に当たるものなのかをわかりやすく提示さ

せていただいて、排出の仕方とか等のご説明をさせてもらおうと思っております。 

 今、言われておりました平成28年度の組成分析の話につきましては、議員、ごみ処理基本

計画に基づいて見ていただいていると思います。それよりも29年、30年とあわせて組成分析

させていただいております。この結果で申しますと、28年度データよりも比率は高くなって

おる現状でございます。ちなみに数値的に申しますと、廃プラの比率につきましては、29年

度につきましては94％、そして、30年度におきましては96％が、廃プラが不燃ごみの中に含

まれておるということでございます。 

 もう１つ、ごみ処理基本計画の中で、排出法の指定袋に入れるという表現をさせていただ

いていると思います。策定のときには袋を特別に作成させていただいて、住民の皆さんにお

願いしようかと考えておりました。ただ、今、いろいろ検討する中で、当然、資源ごみとし

てされるわけですので、有料ではなく、半透明の袋で排出していただこうかと。これも今、

検討中でございます。これもスピード感をもって決めさせていただいて、住民の皆さんに提

示させていただければと考えております。 

 あと、リサイクルの部分でございます。山辺・県北西部広域環境衛生組合の方に排出する

ときに、リサイクルにつきましては、日本容器包装リサイクル協会に排出する予定と伺って

おります。日本容器包装リサイクル協会の中では、リサイクル、先ほど議員もおっしゃって

おられましたけれども、サーマルリサイクルがほとんどというお話だったかと思うのですが、

29年度ベースでは、日本容器包装リサイクル協会にはケミカルリサイクルが多く比率を占め

ておると伺っております。比率で言いますと、ケミカルリサイクルが約64％、そして、材料

リサイクルが34％という報告をいただいております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 今、ケミカルリサイクルという新しい言葉、これはどういう意味です

か。サーマルリサイクルは熱利用ですね。熱利用ではなしに、資源化でもない、間ですか。 
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〇議長（服部公英） 生活環境課長。 

〇生活環境課長（吉川昭仁） ケミカルリサイクルにつきましては、廃プラを原料に分解した

り、他の化学物質にかえて、再度利用する方法になっております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） いろいろおっしゃっていただいたんですけど、自治会の説明等、いつ

ごろからを考えておられますか。 

〇議長（服部公英） 生活環境課長。 

〇生活環境課長（吉川昭仁） 詳細については、まだ恥ずかしながら決まっていないんですが、

できるだけ早いタイミングで実施させていただきたいと考えております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） それで、実施時期は来年度４月１日から一斉に行うということですか。

以前はモデル地域をという案もあったときもありますけれども、まだ決まっていなければ結

構ですが、どうですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 実施時期は令和２年の１月からスタートを考えております。 

〇議長（服部公英） 生活環境課長。 

〇生活環境課長（吉川昭仁） 今の部長の発言につけ足させていただきます。一応、令和２年

の１月からモデル地区で、月木の収集地区から１地区、火金の収集地区から１地区を選定さ

せていただきまして、順次、試験的に回収させていただければと考えております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） お伺いしておきます。 

 それで、分別して回収するまでの中継所については現在のところで、今後の中継所も検討

されているところですけれども、そういう考え方でいいですね。 

〇議長（服部公英） 生活環境課長。 

〇生活環境課長（吉川昭仁） 議員おっしゃるとおりでございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） これ、始められるに当たって、庁舎の中で廃プラが出る量はそんなに

ありませんか。例えば、職員さんの中でやってみられるとか、そんなのはあれですか。 

〇議長（服部公英） 生活環境課長。 

〇生活環境課長（吉川昭仁） 住民の皆さんにご協力いただく部分もございますので、当然、
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職員も同じように廃プラの分別をしてごみをほかしていただくという方も考えているところ

でございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 私、今年度、ごみ処理問題特別委員会の委員長を担当させていただき

ますので、また、研究もさせていただき、委員会としてもできることがあればということで、

提案もしていきたいと思います。お聞きしておきます。よろしくお願いいたします。 

 では、次の選挙公報の情報公開についての見解をお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 大きな項目の３番目でございます。議会議員の選挙公約についてと

いうところの、まず１点目の、町のホームページに選挙公報の掲載を提案しますというとこ

ろでございます。今回、無投票になったときの選挙公報の取り扱いにつきましては、公職選

挙法及び上牧町議会議員及び上牧町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第６条に

より、公職選挙法第100条第４項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、

または天災その他特別な事情があるときは、選挙公報発行の手続きは中止すると定めており

ます。この条文に基づいて、選挙公報発行の手続きを今回は中止させていただいた状況でご

ざいます。これに基づきまして、町のホームページの選挙公報の掲載につきましても、選挙

管理委員会として、選挙公報を発行していませんので、掲載できないものと考えております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） それは今回の対応で、実際に条例でもそのように書かれておりまして、

また、上牧町議会議員選挙の手引きでも、10ページでその内容の説明ははっきり書いており

ます。それぞれ候補者の皆さんは選挙公報に向けた公約をつくって、出されているわけです

けれども、私たち上牧町では議員定数12名ですけれども、本来なら住民の皆さんに自分たち

の公約なり政策を示して、しっかり考えて投票いただくための広報の発行ですが、今回、そ

れがなく無投票で決まりました。12名決まってめでたしめでたし、それでは決してよくはあ

りません。本当に議員となった12名がどういうことを公約して、この４年間活動するのかと

いう観点では、町民の皆さんに十分情報公開をする、今後の活動についてもその公約の観点、

また日ごろの議会活動に関してしっかりチェックをいただくという観点からも大変大事だと

思いますが、選挙がなかった場合においても、例えば町のホームページに選挙公報を掲載等

してはいけないということではないはずですが、情報公開の観点からいかがでしょうか。も

し見せてくださいと言われる方があれば、上牧町は公開するという立場でしょうか。 
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〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 選挙公報の情報公開につきましては、選挙管理委員会に対しまして

情報公開請求を行っていただきましたら、選挙公報の原文を開示させていただきます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 私は、今からでも、例えば町のホームページの議会のページにこれを

掲載してはどうかという提案ですけれども、いかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今おっしゃっていただいた議会のホームページでございますが、そ

ういう部分もあるのかなと思っておりますが、今、そこまでは考えておらないのが状況でご

ざいます。例えば、ほかの取り組みをしておられるところもございます。無投票になったと

きの選挙公報が発行されない場合、どのような形で発行しているのかも少しは調べさせてい

ただきました。そこの部分につきましては、選挙公報原文を掲載した議会だよりの臨時号と

いう形で、議会から発行されているところもございますので、議会の方で議員の中でいろい

ろと議論していただき、そういう部分もありますので、そのような方法も一部はあると考え

ております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 私はこの幻の選挙公報を公にする観点からは、個人的には議会が発行

している議会だよりに特集で組んだらいいのになというのは、私の当初の考えであったので

すけれども、町としての選挙公報の情報公開に対する見解をまずただしてからということで、

質問させていただき、また、本来なら町のホームページで取り扱える案件だと思いますので、

それはまた、今後の課題としてお考えいただきますように、この項目については、これでと

どめさせていただきます。ありがとうございます。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） では、最後の交差点の交通安全対策について、どのようなところを点

検されたのか、報告をお願いしたいと思います。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） ４番目の交差点の交通安全対策についてでございます。本町と

しましては、交差点の事故を踏まえまして、まちづくり創生課と教育総務課とで構造点検を

実施しました。点検項目につきましては、５項目目からなる区分けをまず作業させていただ

きました。１項目については、全体的な通学危険箇所を行いました。通学路につきまして13
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カ所、道路につきましては６カ所で、全体的な箇所数については19カ所でございます。 

 それと、２点目につきましては、横断歩道がないため、危険であるというところを歩きま

した。通学路では０カ所、道路についても０カ所でございます。 

 ３項目目、信号機がないから危険であるという箇所をチェックしました。通学路では２カ

所、道路では１カ所の計３カ所でございます。 

 ４項目目についての見解としましては、信号、横断歩道があるが、子どもたちの人数が多

く、その場所で事故が起こった場合、出会い頭の事故は、車がとまっている子どもたちに突

っ込んでくる可能性がある箇所について調査しました。その箇所については通学路で９カ所、

道路では０カ所で、計９カ所でございます。 

 ５項目目につきましては、交差点のみの箇所について調査をしました。通学路は５カ所、

道路では２カ所、計７カ所で、全体として危険箇所は、総合計として19カ所割り出しました。 

 その点検を踏まえまして、早急に対策が必要であると判明した２カ所については、趣旨の

方から路線バスの通るところ、大型車両の通行があるところ、また、横断歩道、信号がある

が、子どもたちの人数が多く、その場所で事故が起こった場合、出会い頭もしくは車がとま

って子どもたちに突っ込んでくる可能性がある箇所について、計２カ所を対象として、現在、

業者に見積もりを依頼し、近日中に工事の着手を考えております。その他の危険箇所につき

ましても、これが終わりましたら、順次、工事に着手したいと考えております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 町内全て点検ということですけれども、この対応の工事は安全柵であ

るとか、ポールとかいう考え方ですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 今のところ鉄のポールを考えております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） 特にメーンの道路については、交差するところは本当にこのごろ私も

走っていて怖い思いがするんです。ポールがあるかないかで、いざ、車が突っ込んできたら、

そんなのはなぎ倒されるかもわかりませんけれども、あるかないかでやっぱりちょっと違い

ます。何もなくというのは違うんですけれども、それで、私が壇上で言いました南都銀行前

はこの中には入っていますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 点検箇所にはＴ字路でございます信号も横断歩道もありますが、
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危険というところで、今、早急に行おうとしている２カ所以外のところで、順次整備する箇

所に入っております。 

〇議長（服部公英） 石丸議員。 

〇１０番（石丸典子） いろいろ対応されるということなんですけれども、いろんな交差点の

交通事故等も含めて、毎日のようにニュースで出てきますので、本当に運転していても怖い

し、歩いていても怖い状況で、メーンの道路沿いをずっと見てみますと、隣の河合町でも大

きい道路のところを見ますと、大抵ポールを立てています。信号のあるなしにかかわらず、

やはり交差点のところはポールを少し立てたりしていますので、さきの議員の質問では、防

犯カメラ設置のところで重点的におっしゃられましたけれども、そういう記録する前に、や

はり事故となった場合に、少しでも突っ込んでこないような形の安全柵なり、ポールの設置

は、事前のことですので、ぜひ力を入れて取り組んでいただきたいと思います。この分、ま

た財源も必要かと思いますけれども、人の命にかかわることですので、やはり対応をしっか

りしていただきたいと思いますので、よろしくお願いしておきます。 

 以上です。ありがとうございました。 

 これで私の一般質問、全て終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 以上で、10番、石丸議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（服部公英） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆様、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午後 ３時２５分 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（服部公英） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（服部公英） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎一般質問 

〇議長（服部公英） 日程第１、一般質問について。 

 一般質問の持ち時間は、理事者側の答弁を含め１人１時間以内です。質問者はその点、十

分心得て質問し、理事者側は的確かつ簡潔に答弁をお願いいたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇富 木 つや子 

〇議長（服部公英） それでは、７番、富木議員の発言を許します。 

 富木議員。 

          （７番 富木つや子 登壇） 

〇７番（富木つや子） 皆さん、おはようございます。７番、公明党、富木つや子でございま

す。議長の許可が出ましたので、通告書どおりに一般質問を行います。 

 今回は、１、障害者手帳のカード化、２、通学路の安全確保と対策、３、住民サービスと

して日常生活の外出支援と、この大きく３項目についてお伺いをしてまいります。 

 初めに女性の活躍について少しお話をさせていただきます。この６月23日から29日までは
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男女共同参画週間となっております。2018年には政治分野における男女共同参画推進法が成

立、各種の選挙で男女の候補者数をできるだけ均等にするよう、政党や政治団体に求められ

ています。ことし４月、同法成立初となる統一地方選では本議会でも新しい議員２名も加わ

り、新たな構成でスタートをいたしました。12名の議員のうち女性議員は３名と30％を下回

る中、近隣の王寺町では今回の改選で定数12のうち半分の６名が女性議員で全体の50％の割

合となり、女性の意見が町政につながることが大いに期待をされます。ちなみに2019年１月

から３月にかけ、ＮＨＫの都道府県を含む全国1788の地方議会のアンケート調査結果では全

国における女性議員のいる割合は議員全体で13.2％、一方で女性議員が１人もいない議会は

全国の市町村で340議会と全体の19％と上回っています。 

 これから少子高齢化と人口減少が加速する中においては女性の視点は社会全体にとって不

可欠なものになってまいります。我が党においては既に3,000人の所属議員のうち945人、約

３割以上の女性が活動しており、私もこれまでの議員活動では地域に根差して女性の視点を

モットーに皆様の声を町政に届けてまいりました。誰もが住みやすい優しい社会づくりには

女性の政治分野における活躍はますます求められます。これから上牧町においても女性議員

の進出を期待すると同時に、私も町民の目線で今期をしっかりと務めてまいります。 

 それでは、質問に入ります。まず、１番目、平成31年３月22日、省令の公布等に基づき、

障害者手帳及び精神者保健福祉手帳の記載事項等が見直され、本年４月１日より交付主体の

都道府県の判断でカード形式の障害者手帳の交付が可能になりました。本町でも障害者手帳

を取得されている方よりカード化のご要望の声をお聞きしております。 

 ①カード形式の障害者手帳の導入に向けた本町の取り扱いについてお伺いします。 

 大きく２番目、最近、集団登下校の子どもたちが交通事故や殺傷事件に巻き込まれる痛ま

しい事件が相次いでいます。滋賀県大津市でも保育園児が犠牲になっており、子どもの命を

このような事故から守るための対策が急務と言えます。事故予防策として本町の取り組みを

３点お伺いいたします。 

 ①町内交差点の安全確保に向けた総点検の実施、②緊急性の高い箇所から順次ガードパイ

プやガードレール、防犯カメラの設置（危険箇所上牧町大橋南詰交差点など）、③教育現場や

保育現場での交通安全教育の指導の徹底。 

 大きな３番目、コミュニティバスの運行については平成29年10月から検討会により見直し

が進められています。生活現場におけるさまざまなご意見やお声をいただく中で最も多かっ

たのが日常生活の外出支援でした。コミュニティバスの今後の運行について２点、お伺いい
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たします。 

 ①アンケート調査や意見等の結果を受けての現状況、②運行計画の今後のスケジュールに

ついてでございます。 

 以上が質問内容です。 

 再質問は質問者席で行わせていただきます。以上です。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今、壇上でお話をさせていただきましたが、今回国の見直しでカード

形式の障害者手帳の交付が可能となりました。これについて①の質問でございます。カード

式の障害者手帳の導入に向けた本町の取り扱いについてでございますが、この点について本

町の認識をお伺いいたします。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 平成31年４月以降、福祉課窓口においても障害者手帳のカード

化に関する問い合わせを数件いただいております。現行制度は手帳に情報を加筆していく仕

様となっており、カード化の障壁となっております。障害者手帳については更新がなく、内

容等に変更がない限りお使いいただく形となり、ぼろぼろになりセロテープでとめられてい

るのも私、何回か拝見させていただいております。また、携帯性も悪く、かさばるなどデメ

リットも多数あると思います。それに伴いカード化になると耐久力、それと携帯性にすぐれ

たものではないかというふうに判断して、まず町といたしましては平成32年度、この県要望

ですが、これに障害者手帳のカード化の要望を行っております。今後につきましても、上牧

町単独の要望ではなく西和圏域７町として合意した意見としてカード化の実現に向け、交付

主体となる県に対してカード化の取り組みを行うように要望してまいりたいというふうに考

えております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今、認識ということでお尋ねをさせていただいたんですけれども、全

て最後の回答までというような形でしていただいたわけですが、わかりました。町の方にも

何点か電話の問い合わせがあるということで確かにそのような形だと思います。 

 それでは、これは奈良県が発行することに、主体交付は奈良県でございますので、今、町

にも問い合わせがあるということでございましたが、カード化の導入について本当に希望さ

れている障害者の方が、また子どもさんたちもやはりつるして、バスに乗ったりとか作業所

に行ったりとか、そういうときに交通機関を利用するということで、やはりすぐ対応ができ
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るような形でという父兄のご意見もございます。 

 今回私の方に障害のご婦人の方から応対のメールをいただきましたので、この方には許可

をいただきましておりますので、ここでちょっとご紹介をさせていただきます。「私は肢体の

不自由な障害者です。19年前に病気の後遺症で肢体障害の障害者手帳を持つことになりまし

た。障害者手帳の取り扱いについては、先日国の見直しで各市町村でもカード化実現のこと

を知りました。現在の障害者手帳は紙を四つ折りにして手帳ケースに収納する形になってい

ます。役場で障害の免除を受けるたびに、その都度、障害手帳を本体ケースから取り出して

コピーしてもらう形となっています。障害手帳そのものの素材は紙のために長年の利用で劣

化して破損してしまい、先ほどもありましたようにセロテープで張りつけて何度もそのよう

にしております。大きさも免許証とは違い、少し大きめなので、免許証などそのほかのカー

ドのように一緒に財布には収納できません。障害手帳は私たちにとっても大変必要なもので

す。常に持ち歩いているので、プラスチックなどの耐久性のあるカード化をしてもらえたら

本当に破損することもなく、使い勝手がよくなるので、手帳のカード化をぜひお願いいたし

ます」というようなメールをいただきました。 

 今あったように、カード化をぜひしてほしいという理由がここに書かれておりましたけれ

ども、役所で免除を受けるとき、また交通機関で割引を受ける際は乗り降りのたびに手帳を

提示しているということでございまして、劣化しやすい、また持ちにくい、そういうような

不便さということでありましたが、この窓口が、取り扱いは福祉課になると思いますけれど

も、今、部長、認識の中にカード化については要望をしていくということで、もう答弁が最

後までいただいているわけですけれども、ちょっと聞いてほしいんですけど、この窓口です

ね。福祉課になりますけど、このような点についてはお話が出たりとか、それから福祉課自

体がどのように受けとめられているのか、その点をお伺いいたします。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 今おっしゃっていただいているように、福祉課の窓口に手続に

来られる際はやっぱり手帳を持参していただきます。必ずそれで開かせていただいて確認を

させていただくんですが、先ほどもおっしゃっていただいたぼろぼろの状態になっておりま

す。先ほど申しましたが、この４月１日以後にカード化になるということで、いつからなる

のかなという問い合わせも福祉課の方で承っているのは現実でございます。 

 私の考えといたしましても、免許証、保険証、やっといろんな部分についてカード化にな

ってきております。なぜこの部分だけがちょっとおくれていたのかなという部分もあります
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ので、私どもの方としても、いろんな障壁はまだ乗り越えなければならない、カード化にす

るにはこの部分については今後検討していく障壁はいろいろあるとは思いますが、いろいろ

ご不便さをかけているのは今現状ではないかなというふうには考えております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） これだけ世の中いろんなことが進んでいるのに、こういうことで何て

いいますか、進んでいないというのが現状だなと私もちょっと今回つくづく、改めてそうい

うふうに感じました。 

 カード化を導入するための整備が必要になってくると思いますが、その辺の課題というこ

とになりますけれども、その点はいかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） その課題になるのが、よく障害者手帳をご確認いただくとある

んですが、現在はいろんな加筆をしていく方式になっております。この改正におきまして一

時補装具の支給に関する事項、ここらはもう削除していていいよというふうな形になってお

りますが、そのほかのお車をお持ちの障害者の方について減免事項というのは全部可能とか

そういうお車の方に記載させていただく加筆の部分が、まだまだどういうふうな部分で加筆

を与えていかなければならない部分が多々あると思います。この部分にやはり障壁になって

いるのかなというふうに感じております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） この点についてはわかりました。課題等もやっぱりこれから整備をし

ていく、加筆をつけ加えていかなければならないということと、それからあとシステム改修

などもやはり今後整備をしていくということになるかと思いますが、私も県の方にこれを問

い合わせてお聞きをしました。すると、やっぱり交通機関とかいろいろそういう各関係機関

のとこら辺とかかわりといいますか、調整をしていくこともちょっと時間がかかるかもしれ

ないんですという話をされておりました。この点については、現在、東京オリンピック、パ

ラリンピックに向けてバリアフリー化がどんどん交通機関、道路等施設で進んでおりますけ

れども、でも、このように障害者の利便性向上が求められて進んでいるわけですけども、先

ほども言いましたように、やはり余りこういうことは目立たないということで、実際に大き

な声を上げないとこのようなことは整備をされていかない。それで、今回この日常生活の中

で障害者の方々が本当に不自由されているという思いを私もちょっと今回教えていただいた

ところなんですけれども、これから課題等もいろいろと整理をして協議をしていくことにな
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りますけれども、ご婦人のこのような方々、またほかの障害者の方々に寄り添っていただい

て、上牧町からという中心になって７町で合同で要望していくという話でございましたけれ

ども、カード化へ向けて強く要望していただきたいと思います。 

 この点についても我が党でも2006年からの取り組みを進めさせていただいております。県

とも協議を今後も重ねていきながら、私たちも努力をしていきながら協力をしていきたいと

このように思っています。カード化の導入について強く要望していただきたいと思いますが、

今後どのような形でされるかお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 要望につきましても先ほどちょっと触れさせていただきました。

町の要望としてもまず上げさせていただく。それと、先ほど申しました西和７町の障害の圏

域でつくっております。町単独だけではやはり弱い部分もあるのかなというふうには感じて

おりますので、その西和７町が共同として、合意した意見として、ここから県の方にいろん

な形の検討を進めていって、改善に向けて早くカード化に進めるよう要望は進めていきたい

というふうには感じております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） じゃ、お取り組みしっかりしていただきますよう、よろしくお願いい

たします。以上です。ありがとうございます。 

 じゃ、次の質問お願いします。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） では、次の通学路の安全確保と対策ですけれども、もうこれについて

は最近集団登校、下校の中で子どもたちが交通事故、また事件等に巻き込まれたということ

で、最近、国からも全国の都道府県の方に通学路の緊急点検の指示がなされておりました。

上牧町についても、これは14日の一般質問でもさきの議員から出ておりまして、ここで再度

ちょっと確認をさせていただきたいと思います。 

 先日の部長の答弁では、本町では教育委員会とまちづくりと合同で点検箇所を５項目に区

分けをして、通学路と道路について町内の緊急総点検を実施したということで、最終点検結

果では全体で19カ所の危険箇所があり、うち早急に対策が必要な箇所は２カ所であったとい

うことが報告でありましたけれども、この点についてはいかがでしょうか。これでよろしい

ですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 
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〇都市環境部長（杉浦俊行） 今、議員の質問内容ですけれどもそのとおりで、先日別の議員

の方で回答させていただいたとおりで間違いございません。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） では、この19カ所の中で緊急に必要なのは２カ所。そのときも答弁あ

ったかと思いますけれども、私も今回少し具体的な箇所を指定させていただきたいと思いま

すので、ちょっとお聞きをしたいと思います。その２カ所とそれから、あと順次進めていく

というお話でございましたが、その点についてちょっとよろしくお願いします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 先日ほかの議員の方で述べさせていただきました２カ所につい

ては早急にやらなくてはいけないということですけれども、もう１つの危険な箇所というの

はどこでしょうか。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 初めにその２カ所はどこかということと、それから、先に言った方が

いいですね。箇所を言った方がいいですか。もう次に、２番目になるんですけれども、そこ

で調査を受けてということになりますが、今回私が危険箇所と思っているところは上牧町大

橋南詰交差点と、それから友が丘入り口の信号内横断歩道ということでございます。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） まず、その対策箇所の２カ所につきましては、柿の葉ずしのと

ころと米山から下ったところの福祉施設のところを今現在考えております。 

 それと、議員の質問のところの友が丘の箇所でございますが、一応全体的な危険箇所とし

ては入っております。現地を見てみますと、横断歩道があるが信号機がないということと、

その場所で事故が起こった場合、子どもたちが待っていると車が突っ込んでくるという可能

性があるという認識のもとで考えています。今、早急に２カ所以外にあとの残りの方も順次

やっていく所存でございますので、何ほど理解のほどよろしくお願いします。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 早急に対策が必要なところは米山のところの六花の交差点のところや

と思いますね。それともう１つは、私が言っています柿の葉ずしのところの交差点、上牧大

橋南詰交差点でよろしいんですよね。柿の葉ずしの交差点のところを私は言っていますので。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） はい、そのとおりでございます。 
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〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） もう１カ所は友が丘の住宅の入り口の県道に面した横断歩道がありま

すが、信号機がないというところを今お話をさせていただいた。これはなぜかといいますと、

通学路の見守り活動で二小でそこの箇所に立たせていただいております。これまでもこの場

所でやはり冷やっとすることが何度かありました。特に安全対策の必要性を今回感じたわけ

ですけれども、なぜかといいますと、そこはガードパイプもないし、それから信号もないし、

横断歩道はあるんですけれども、ここは緑ケ丘、友が丘の出入り口になっていまして、朝は

非常に車が、送迎の車、それから仕事に行く車、それから県道から左折、右折の車、信号機

がありませんので、みんな急いで右折、左折するんですね。そのときに子どもたちが大体７

時50分くらいから８時過ぎくらいまでのほんの15分間くらいの間でかなりの、70人、80人の

子どもたちがここの横断歩道を渡ります。そのときに一度になりますと30人ぐらいの子ども

たちがあそこのたまりで、横断歩道の歩道のところで待つわけですけれども、あそこは本当

に何ていいますか、そんなに広くない歩道ですので、そこでみんながだーっと並んで待つわ

けですね。そうするとやはり勢いをつけて、みんな信号機がないので今のうち渡れという感

じで渡れるときにどんどん右折左折をするわけですよね。そうすると何かぐっとカーブして

くる車については本当に突っ込んでくるの違うかなというようなことを、今回改めて私も意

識をしながら立っておりましたが、そのときにそういうふうに感じましたので、今回、危険

な箇所で早急な対策が必要な箇所に値するぐらいの箇所ではないかなと思いまして今回質問

させていただいておりますが、その点についてはいかがですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 点検結果につきまして19カ所ございます。議員の質問の内容で、

私どもも十分な危険な箇所ということで認識しております。直ちに順次工事をしていく所存

でございますので、この２カ所以外でも対策を練って早急にやらせていただくということで

ご理解の方をしていただいたらと思います。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） そこの柿の葉ずしの交差点はもちろん、やはり交通量がすごく朝は激

しいですし、８時前になりますとあそこで中学生、それから二小の児童が一度に渡るわけで

すね。交差をするわけですけれども、そのときもやはり一度になりますと80人ぐらいから待

っているときがありますので。ばらばらのときが多いんですけれども一度になるときもあり

ますので、やはり、70人、80人前後でそこでお互いに渡るわけですね。だから、そういう意
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味では大変に、またちょっとすり鉢状になっていますので、やはり勢いもついて車が来ます

ので、そこのあたりはしっかりとお取り組みいただいているという判断でさせていただいた

ので、また子どもたちの命を守るということではしっかりとお取り組みをお願いいたします。 

 それでは、次の質問ですね。これの３番目ですね。教育現場、それから保育現場での交通

安全教育の指導の点でお願いします。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 防犯カメラが抜けていました。防犯カメラ、今、主要交差点等設置を

進めていただいているのは知っておりますが、これ以外の通学路ですよね。私は前から梅ケ

丘、金富の方に、飛び地の方の子どもたちのところの山の、下牧の上の方ですよね。あそこ

あたりの提示をさせていただいて、防犯カメラが必要ではないかなという。これ、夕方にな

りますと、やはり冬は早く暗くなりますし、あとほかにもこのようなところがありましたら

設置についてのご検討を今後考えていただきたいと思いまして質問しております。お願いし

ます。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 防犯カメラにつきましては、ご存じのように毎年校区ごとに１台で

合計３台ずつ設置の方をさせていただいている状況でございます。今言っていただきました

梅ケ丘と金富のあの部分につきましても大変危険な状態だというのは認識の方をさせていた

だいております。それとその設置場所につきましても、あそこの部分は民家があったり、状

況が状況の部分があるかなというふうには考えております。現地の方ももう一度確認の方を

させていただきまして、今後どんなふうな形で設置すれば一番いいのかというのも考えなが

ら、全体的な計画の中には盛り込んでいきたいなというふうには思っているところでござい

ます。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） あそこは笹ゆり回廊ということにもなっていますし、今後あそこに休

憩所みたいなのも設置というかつくることになっていますし、そういう意味では少し人の通

りはあるような形になりますけれども、通学時にはやはりちょっと危険かなと思います。ほ

かにも今回やその設置計画の中に入れていくという、考えていくということですけれども、

ほかの通学路の危険箇所というのは、もうこれ、認識といいますか、しておるところはあり

ますか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 
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〇総務部長（阪本正人） 今現在12台設置させていただいておりますが、通学路の部分につき

ましてほぼほぼ、その交差点の部分に防犯カメラの方を設置させていただいている状況でご

ざいます。ですから、学校に近いところからの設置というふうに考えていただいて、徐々に

広げていっているというふうな形の認識をしていただいたらいいのかなというふうには思っ

ております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） はっきり言って今の箇所は人通りの多いところですよね。そやけれど

も、私が言っているのは通学路、やはり狭い、ちょっと山を通るとか、それから路地を通っ

ていくとかそのようなところもやっぱり情報提供をしていただいて、学校のＰＴＡさんとか

そういう各関係者との間で情報共有をしていただきまして、検討もしていただいて今後の計

画の中に盛り込んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今言っていただきましたように、この防犯カメラを設置させていた

だくに当たりましては、教育委員会の方も調整をさせていただき、また警察の方とも協議を

させていただき、その設置箇所の一番危険な場所というふうなところには設置させていただ

いておりますが、今議員の方が言っていただきましたように、そのほかの共有する部分につ

きまして再度共有を図りながら、今後その設置に向けて検討の方をさせていただきたいとい

うふうには考えております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） わかりました。ありがとうございます。 

 じゃ、次の質問をお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 教育現場や保育現場での交通安全教育についてということで、学校

現場におきましては、交通安全教室を幼稚園、小学校で行っているところであります。内容

といたしましては、幼稚園においては交通ルールを中心に実演と劇風に交通安全教室を行っ

ております。また、小学校におきましては、実技を伴う自転車の乗り方教室などを含めなが

ら、これも交通ルールを中心に実技、実演、講演等を行っているところであります。これに

ついて協力していただいているところは西和警察、また市町村交通安全協議会、そして、地

域の見守りボランティア等の協力を得ながらしているところであります。 

 また、小学校におきましては、それ以外にも集団下校会や地区別児童会、登校班というも
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のでの集会等の場もありますので、その都度、いろいろなそのときの社会的な状況における

交通問題や防犯問題も指導しているところであります。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 今の取り組みをお聞かせいただきました。以前、滋賀県の大津で保育

園の子どもたちが交差点で突っ込まれたということでありましたね。上牧町においてはこの

保育園児が近くの公園に散歩に行くとか遊びに行くとかそういうふうな状況というのはある

のかということと、その点について、あるのであれば対策また指導というのがどのようにな

っているのか、お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） まず、今年その大津の事件があった際に町長からすぐにお呼び

いただきまして、その関係、保育所の町外から遠足に行く、どこぞに園から出る形の１年間

のスケジュール全部を提出していただきました。その部分で実際通っていただいて、どこの

箇所が危険だとか、この箇所が危険であるならば迂回していただくようなところをもって行

っていただく。その辺の洗い出しを年間のスケジュールを保育所から全部上げていただいて、

その部分についてどういう対応をするのか。それもその都度、経路、時間帯も検討して、時

間帯を変える、ないし経路も変えるというふうな方向でいろんな打ち合わせをさせていただ

いて、どういうふうな部分をとれば一番安全が考えられるのかというふうなことがいろいろ

園の方とも相談していただいて、いろんな検討を重ねていったことは現実でございます。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 上牧町においても保育所のそのような野外といいますか、保育所外で

そのようなことについては庁内でしっかりと調査をして、そして対応をして取りまとめたと

いうことで今お話を聞かせていただきました。 

 私も通学路についてはやはりだらだらといいますか、ちょっと歩調を合わせてみんなでま

とまって登下校をするような形、ちょっとだらだらしている登下校のときはちょっと声をか

けさせていただきまして、指導ではありませんけれども、しっかり上級生が下級生のことを

ちょっと気にしてもらいながら通学路しっかりと前向いて歩きやと、気をつけて行きやとい

うことで声もかけさせていただいておるところです。 

 このように子どもたちが交通事故やこのような事件に巻き込まれるという事件はやはり現

在どこでも想定をされるということだと思います。子どもたちの命を守るために皆で防げる

ことはしっかりと万全をとって取り組むあたりは当たり前のことなんですけれども、やはり、
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それと同時に特に、私はこれを家庭に対してもしっかりと、いろんな情報であるとか、それ

から家庭での指導といいますか、子どもたちに対してのやっぱり親子関係の中でそういう話

もしっかりと対策についても話していただきながら、地域、学校ともに通学路、また日ごろ

の子どもたちの安全対策、安全を、命を守るという取り組みをしていくことがやはり上牧町

においての教育ではないかなと思いますが、この点についていかがですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今議員がおっしゃられたとおり、やっぱり家庭というのは大事だと

思っております。そういうことから今、先ほど福祉部長の方からもありましたが、教育委員

会と共同で保育所及び幼稚園、同じような調査もしていき、今ある程度のマニュアル化をで

き上がってきております。そういうもののでき上がった後で、そういうものを宣伝という言

い方ではないけれどもそういうことが住民にわかるような形で、また学校を通すなり、広報

を使うなりで宣伝はしていきたいと思っています。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） あと、事件に巻き込まれるというかそういうあたりではポケットベル

ですよね。ああいうあたりはしっかり周知というか、携帯をするような形の指導はどうなん

でしょうかね。余り最近子どもたちが持っているところを見ないんですね。いかがですか。

防犯ベルね。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 全学年ということはないんですけれども、１年生についてはそうい

う部分の寄附がありますので、全員に配付をしているんですけれども、あれも機械物という

こともあって、すぐ潰れる場合もあるかもわからないんですけれども、ちょっと見当たらな

いとかあると。一応そういうものは親の方も認識されていると思っております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） そういうことをしっかり家庭でのやっぱりお知らせをというか、周知

をしていただくことが大事かなと思いますので、そのようなことも含めてまたよろしくお願

いしたいと思います。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 家庭での交通安全、また防犯するというのはそういう意識について

の啓発できるような部分を学校からも発信していきたいと思っております。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 
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〇７番（富木つや子） わかりました。じゃ、この件はこれで結構です。ありがとうございま

した。 

 では、次、お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） これは29年の10月からコミュニティバスの運行について内部による検

討会が始められておりますが、検討会では町民のニーズ調査結果では、バスの増便とかバス

停の増設とか、それから有料化、それからタクシー券、デマンドなどさまざまな意見が出さ

れたということで、以前からの各議員の質問の中でこのように答弁がございました。いろん

なご意見はあった中で町としての考え方は現在運行しているバスの充実を進めていくという

方針を示されておりますけれども、検討会で少し中身がどのようにまとまっているのかなと。

検討会の中身というのは情報で、ホームページでのぞくとかそういうことができませんよね。

ですので、ちょっと住民さんからいろんなお声をいただく中で、少し明確に決まっているよ

うなことがあればお答えをしていただきたいと思います。お願いいたします。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今コミュニティバスのアンケート結果をもとに住民さんからの要望

等の部分につきまして、議員の方からあったとおりかなというふうには考えております。そ

の中で住民さんにとってどういうふうな形が一番メリットになるのかなというふうな部分も

視野に入れながら今内部の方で検討をしているわけでございますが、一番大きくなってくる

のはやはりルートの問題でございます。ルートをどういうふうな形で見直しをしたらいいの

か。それとどういうふうな形で増便をしていったらいいのか。それとあと、今の時間帯にお

きましては、バス停からバス停の時間の間隔が余りにも短いというふうなこともございます。

そういうふうな全体的な時間の部分、ルートの部分、増便の部分、それとバス停の部分を今

内部の方で検討をさせていただいておるわけでございますが、バス停の部分につきましては

いろんな自治会からのこのアンケートから読み取れますのは、やはりデマンドじゃないんで

すが個々に自分の、アンケートをとられた方の一番近いところにバス停を設けてほしいとい

うような内容の部分も多々あったかなとは思います。やはり、そういうふうな部分も視野に

は入れながら検討はしていかなければならないとは思いますが、そういうふうな全体的な部

分も考えながら今内部の方で検討をさせていただいているというのが主な内容でございます。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 巡回バスの充実となりますと、そのあたりも、やっぱりバス停を家の
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すぐ近くに設置してほしいということが要望をされる方が多いかなと思います。私は今増便

であるとか、時間とか間隔とかバス停の増設であるとか、そのような形でどのようにしてい

いったらいいのかというのを今検討中ということでございましたけれども、住民さんにお会

いする中で特に高齢者の運転による交通事故が絶えない状況でございますが、その中から免

許証の返納を考えているんやけれども買い物とかもうちょっと外出するのに大変、どうした

ら、もう足がなくなったらえらいこっちゃ言うて、そのようなお声を聞いて、いろんなご意

見を聞かせていく中で大変に心配されている方々が今回特に多くありました。 

 やはり、財政面のこともありますし、いろいろと情報をしっかり共有する中で統一的なも

のでなければならないというあたりも大変に検討の中ではご苦労されてるのかなというのは

ちょっと見えるんですけれども、やはり中まで行ってほしいという意見が大変多くありまし

た。やはり、自分のところからバス停まで遠いと、何か買い物に行って荷物を持つにも家ま

で大変ですし、バスから降りて家までは大変だということを聞き、本当にこのようなことは

もう切実にご希望をちょっとお聞きをさせていただいておりますが、このバスですよね。バ

スの増便、バスをふやすということとか有料化についてとかそのあたりも大変検討では大き

い問題かと思いますが、その点についてはどのようにお考えですか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） アンケートの結果をもとに、そのアンケートの中にも有料化の検討

についてはというふうなアンケート調査をさせていただきました。その中で現状の無料で運

行を継続すべきが約55.6％、過半数以上を占めておりました。またその一方で、やはりサー

ビスの向上にはやむを得ない、これも有料は仕方ないというふうな意見も44.4％というふう

な形のアンケート結果となっておりますが、本町といたしましては、今の受益者負担を求め

るところまで考えておりません。この受益者負担につきましては、今後検討課題であります

地域公共交通機関、その公共交通の検討会というのがございますが、将来的なそれを視野に

入れながらも検討はしていかなければならないのかなというふうには今考えておるところで

ございます。今の有料の問題につきましては、もう一度お話をさせていただきますが、考え

ていないというのが現状でございます。 

 それと初めに言っていただきました増便の部分でございます。やはり１台増便をしなけれ

ばならないというふうな形でも内部の中では検討させていただいております。この１台増便

する部分につきましては、先ほどからいろいろ言われておりますきめ細やかに回るというの

が一番住民さんにとっての大きなメリットかなとは思います。ですけど、その中まで回らせ



 －107－ 

てもらって、そういうふうなメリットもありますが、デメリットの人もまたその中には出て

くる可能性がございます。そういうふうな部分も入れながら考えていかなければならないと

いうふうには考えているところでございます。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） いろんな形でメリット、デメリットも含めた上で公平に皆さんに使い

やすく、利便性がよいようになりますと大変に難しい検討をされているのはよくわかりまし

た。 

 それで１つの例ですけど、これ、ケアタクシーとかのご相談もいろいろいただくんですけ

れども、これは１つの例ですけど、片岡台の二小側からの団地の方が友紘会病院まで行くの

に初乗りで680円で、往復になりますとやはり1,360円かかるんですね。友紘会までですよ。

歩けばすぐなんですけれどもやはり足が。高齢であったりとかどこかに障害があったりとか

病気であったりとかいう方々はタクシーを使わないと。要介護者であれば介護タクシーを使

うことができます。介護保険でできるんですけれども、そういう方々ばかりじゃありません

ので、しかしながら、体にちょっと病気があるとか障害があるとかいう方々もいらっしゃい

まして、その方々がコミュニティバスを使えば、すぐそこ、友紘会病院ですので、財政的な

負担もありませんし、大変に助かるのではないかなとちょっとこのように感じております。 

 ちなみに、これはうちではちょっと難しい話ですけど、田原本町では最近タクシーの初乗

りの680円を補助することを始めております。どこもいろんな財政的にはそれぞれに違いが

ありますので、１つまとめて何でもが同じようにできるとは思っておりませんが、そのよう

ないろんな工夫を今していきながら、やはり市町村、自治体の中でこの高齢者の足、また住

民の足については検討をされているようでございます。 

 次ですけれども、②番目の運行計画の今後のスケジュールですけれども、やはり検討会も

そろそろ２年になりますよね。これまで内部検討会ではやはり中で、さっき言いましたよう

に免許証の返納の問題とかいろいろそういうことの支援策としても検討していただいている

ことはわかっておりますが、この検討会を経てこの運行計画の実現ですよね。バスのこの実

現はいつごろになる予定なのかおわかりでしたらお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） まず、２つ目の運行計画の今後のスケジュールの前に今、言ってい

ただきました田原本町さんのお話と、昨年度聞かせていただいたときには、バスが走ってい

ないのでタクシーで初乗りの部分の補助をやるというふうな内容だったかなと。そのときに
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確認させていただいたときには３千二、三百万の費用が要ったというふうな形でお聞きをし

ておりました。それとまた、お隣の香芝市さんも同じような形でタクシーの部分の施策もや

っておられます。香芝市さんにおきましてもタクシー、例えば８台か何かで3,800万円ぐらい

の費用が発生していたのかなと。香芝市さんの場合は初乗りが200円か100円とかそういうふ

うな形での設定の仕方であったかなとは思いますが、上牧町、本町にとっては、やはり住民

さんのことを考えますと、このコミュニティバスの部分につきましてはなかなかそういうふ

うな方向転換できない部分もございますので、今後におきましてもこのコミュニティバスを

有効に活用していただくような方向で検討させていただいているというのが先にお話をさせ

ていただきます。 

 それと今後のスケジュールにつきましては、令和２年度を目途にさせていただき、進めて

いきたいというふうには考えておりますが、この中にはいろいろとクリアしていかなければ

ならない部分がたくさんございます。例えば、ルートを見直しするにしてもバス停の看板、

これも新たに製作をしていかなければならない。それと、今お願いしておりますシルバー人

材センターの運転手さん、これもどういうふうな形でお願いをするのかというような部分も

ございます。もう１台を増便するに当たりましたら、それだけの人員を確保していただかな

ければならないというふうな部分もございますので、できるだけそういうふうな部分をクリ

アさせながら先ほど言いました令和２年度を目途にさせていただき、この事業を進めたいと

いうふうには考えております。それをクリアするに当たりましては、やはり当初予算といい

ますか、当初予算ではその看板とかもいろいろ製作に当たりまして、例えば４月から運行す

るのであればそれは間に合わない。ですから、それを逆算する形で、するのであれば例えば

12月議会に補正計上させていただき、そういうふうな部分もクリアしながら今進めていかな

ければならないというふうには考えているところでございます。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） 大体の今検討会の中身ということでわかりましたし、最後、実現に向

けてはどのくらいの予定なのかということでお聞きをしたところ32年度にという話でござい

ました。先ほども先に部長から、そんなんお金、タクシー代の補助なんかは3,000万も出され

へんよというような、そういうことでうちはできないという話で釘を刺されたわけですけど、

それはあくまでもうちの方針としては巡回バスの充実をしていくということで、私もそのよ

うに捉えておりますので、これはあくまでもよそのことですけれども、紹介を一部させてい

ただいたところです。 
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 今後やはり令和２年に向けて、いつまでも上牧町で住み続けられるような、安心して住み

続けられるような、このコミュニティバスの充実に向けてしっかりと取り組んでいただきた

いと思います。皆さんのご意見をしっかり反映をしていただきたいなということが私の思い

でございます。それでよろしいでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今言っていただいた内容につきまして、内部の方で検討させていた

だき、令和２年を目途というふうな形で進めさせていただきたいというふうに思っておりま

す。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） また32年度予算に反映するとなると、やはり財政計画的なことも変わ

ってきますし、そのような財政幾らぐらい。この財源というのはまだはっきりとは決まって

おりませんね。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 令和元年度のコミュニティバスに係る経費でございますが、今回か

ら事業別予算ということでさせていただいておりました。その中では約1,250万やったかな

と思います。例えば、この先ほどから議論していただいたように１台増便しようとした場合、

1,250万でほぼ600万が経常経費の部分としてかかってくるわけなんですが、この部分につき

ましては、車代の購入は入っておりませんので、約1,000万ぐらいかかるのではないのかなと

いうふうには考えております。ですから、２千二、三百万ぐらいの経費になってくるのでは

ないのかなというふうには考えているところでございます。 

〇議長（服部公英） 富木議員。 

〇７番（富木つや子） わかりました。住民サービスにおいてはやはりいろいろとお金もかけ

なければならないというところもありますが、住民さんが生活しやすいような形になります

と、やっぱりしっかり財源の方もひねり出して、工夫していただいて今後の取り組みにつな

げていっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。結構でございます。

ありがとうございました。 

 これで大きく３点についての私の質問は終わりたいと思います。長時間ありがとうござい

ました。 

〇議長（服部公英） 以上で、７番、富木議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩とし、再開は11時５分といたします。 
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    休憩 午前１０時５４分 

 

    再開 午前１１時０５分 

 

〇議長（服部公英） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇東   初 子 

〇議長（服部公英） 次に、２番、東議員の発言を許します。 

 東議員。 

          （２番 東 初子 登壇） 

〇２番（東 初子） ２番、公明党、東初子でございます。議長のお許しをいただきましたの

で、一般質問をさせていただきます。何分にも初めての経験でございますので、緊張してお

ります。質問に際しましてはふなれな点や不勉強な点もあり、十分に質問の趣旨をご説明、

お伝えできますかどうかも心もとない状況でございますけれども、勉強させていただくとい

う姿勢で臨ませていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 私の生き方のモットーの１つは明るく楽しく元気よく、そして仲よくでございます。上牧

町の地で皆様が安全で安心して暮らせる平和な社会に向け、我が党の立党精神でもあります

「大衆とともに」を原点に住民目線を忘れず、皆様の小さな声を誠実に町政へお届けし、住

民の皆様があふれる笑顔でずっと暮らせるまちづくりに全力を注いでまいりたいと思ってお

ります。このような思いを込めまして、通告書に基づき一般質問に入らせていただきます。 

 人口減少と少子高齢化が急速に進む日本にとって、65歳以上の高齢者人口が最も多くなる

2040年ごろをどう乗り越えるかが大きな課題となっております。いわゆる2040年問題です。

長寿社会では医療や介護に依存せず、自立して健康的に過ごせる健康寿命をいかに延ばすか

が焦点となります。そのためには日ごろからの規則正しい食事や運動、社会参加などの生き

がいづくりに取り組むことが望ましいと思われます。多くの高齢者の方々がＰＰＫを願望さ

れております。ＰＰＫというのは「ぴんぴんころり」のことでございます。実際はなかなか

そのようにはなりませんが、徐々に体や認知機能が低下し、医療や介護を必要とするときが



 －111－ 

まいります。誰もが住みなれたところで安心して自分らしく年をとることができる生活環境

を整備するためには住宅や移動手段などのハードのインフラと医療と介護、年金などの社会

保障制度や希薄化した人のつながりづくりなどソフトなインフラの両方に取り組む必要があ

ります。人生50年時代と人生90年時代、100年時代の生き方はおのずと異なります。人生が倍

近く長くなっただけではなく、人生をみずから設計する時代となりました。 

 こうした観点から、我が党の成長戦略2019では、健康な状態と要介護状態の間の段階で心

身のさまざまな機能が低下したフレイルという、虚弱と呼ばれる状態に着目し、対策の重要

性に触れております。フレイルとは年をとっていく過程で、足腰が思ったように動かない、

転びやすくなった、友達とも会わなくなった、やわらかいものばかり食べるなど、日常的な

些細な徴候から始まる虚弱の状態をいいます。そこで適切な食事や運動など、予防すれば元

に戻る可能性もあります。上牧町においてもの基本理念として「高齢になっても安心して住

み続けられるまち」が掲げられており、７つの基本方針から構成される計画方針が示されて

おります。 

 その中で１番目の健康寿命の延伸についてお伺いします。 

 １、フレイル予防の現状と今後の具体的な取り組みとしてフレイルをどのようにおくらせ、

健康寿命の延伸を図るのかについてお伺いします。 

 以上、ご理解の上、ご答弁をお願いいたします。 

 再質問は質問者席で行わせていただきます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） まず初めにフレイルとはどのようなことかご存じでしょうか。お聞かせ

ください。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） ご質問のフレイルというものでございます。フレイルとは健康

な状態と要支援、要介護状態の間の段階で、心身のさまざまな機能が低下し、虚弱した状態

のものをフレイルというふうに呼んでいるというふうに認識しております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） ありがとうございます。 

 では、そのフレイルをどう捉えておられますか、お聞かせください。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） フレイルにはまず身体的、精神的、社会的な面があると考えて
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おります。予防のためにも３つの面に対して包括的に働きかける必要があるのではないかな

というふうに考えております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） フレイルは身体的、精神的、社会的なことがあるということでございま

すが、まずそしたら、最初に身体的フレイルについてお聞かせ願えますでしょうか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 先ほども申させてもらって、私がお答えしましたフレイルには

身体的、精神的、社会的な面があるというふうにお答えさせていただいて、まず身体的なフ

レイルでございます。これは低栄養、転倒の増加、口腔機能の低下、その要因がまず１つ目

に身体的な要因でございます。身体的な要因としてはサルコペニアと呼ばれるものが一番に

挙げられます。多くの高齢者が筋力低下し、サルコペニアとなり要介護状態に陥るからです。

また身体的に衰える原因としても、疾患、脳血管疾患などにより寝たきりになることが主な

要因となります。その他の要因といたしましても、次には消化、吸収力の低下、こういうの

もあります。消化機能、それと吸収機能は加齢とともに低下してまいります。大腸は80歳以

上では便の排出速度、これも遅くなるということも報告されています。そのため水分吸収が

過度に起こったり、便秘のリスクが高くなります。 

 またもう１つ、エネルギー代謝の低下、これも身体的フレイルの部分になります。これは

基礎代謝とは加齢とともに減少してまいります。また男性の方が減少率が高いとも報告を受

けております。それと、たんぱく質代謝の低下。これは加齢とともにたんぱく質の合成が低

下してまいります。それと筋肉量の低下。これはたんぱく質の合成が低下することで、筋肉

内も低下傾向になります。それと報告されているのではビタミンＤの摂取不足。これによっ

て、最近ではビタミンＤが少ない人がフレイルになりやすいという研究が出ております。５

つの低下していること、いわゆる低栄養がフレイルの要因となりやすいと考えております。

高齢者の場合は、身体的、社会的、精神的な問題が栄養状態に反映しやすいことと、さまざ

まなことがきっかけで低栄養状態になり、体力がますます低下しており、欧米につきまして

は、過剰な栄養摂取について肥満フレイルというのもあることという報告がなされておりま

す。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） よくわかりました。いろんな高齢によって代謝が弱ってくるという状況

であるというふうに認識させていただきました。 
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 では、その身体的なフレイルについて、上牧町としてどのような事業を実施されておられ

ますでしょうか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 身体的なフレイルに対して町の取り組みということでご質問だ

と思います。動く機会の減少により筋力の低下などが原因で起こるフレイルに陥るので、ふ

だんからまず動くことを意識することが重要となると考えております。本町では地域体操教

室としてときめきクラブ、ためトレクラブと称して町内の公民館を利用いたして実施をさせ

ていただいております。また、運動習慣教室としてはハッピーライフ教室という、日常生活

の中で運動習慣を身につけるための教室も実施させていただいております。また糖尿病、高

血圧など慢性疾患のコントロールが不良な場合もフレイルにつながる原因の１つと考えられ、

特定健診または各種がん検診、胃、大腸、肺、子宮、乳がん等とあります。肝炎、歯周疾患

等の検診の受診勧奨や生活習慣を整えるためのヘルシー教室などを開催させていただき、Ｂ

類疾患、インフルエンザワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種の受診勧奨も行い、

フレイルの予防につなげさせていただいています。 

 また、健康づくりの推進としまして、健康上牧21推進事業というのもさせていただいてお

ります。この事業は子ども、成人、高齢、この３グループから編成して、高齢グループにお

きましては、シルバークラブの方々がいろいろな角度から元気で生き生き過ごせるために、

みずから高齢者の体力測定や健康講座開催などの企画運営を実施されておられます。また身

体的面を維持するためにも栄養面も重要と考え、健康増進計画と同時に食育推進計画を立て、

健康相談、料理教室、料理クラブ、高齢者の集まる機会等にバランス食、健康食の情報を周

知し、同時に食生活改善委員を養成し、料理教室の実施、また同時にご近所にも健康食を広

める取り組み等を行わせていただいているのが現状でございます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） ありがとうございます。いろんなそういう取り組みをなされているとい

うことで、住民の皆様も楽しく。私の周りでお話を聞かせていただいた住民の方も毎週とい

うか、その体操教室ですね、私、ときめきクラブという名前は知らなかったんですが、住民

さんが「今から体操行ってくんねん」いうて、喜んで通っておられることがすごく印象的で

ございます。そういった食の料理教室であったりとか、そういうことに関しましても興味の

ある方はもうその方にすごく頑張って行っておられるというところがいいことかなというふ

うに感じております。 
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 そういう中で元気な方、そういう方はそうやって出ていっておられると思うんですが、次

に先ほどおっしゃられた２番目の精神的なフレイルというところについてまたお聞かせ願え

たらと思います。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 先ほど、次へ続きました３つの要因の中の２つ目の要因であり

ます精神的フレイルというのがございます。これは意欲や判断力の低下、鬱症状というのを

招く。あと精神的な要因といたしましては鬱や認知症がございます。高齢者になると妻や友

人に先立たれ、精神的に苦痛を味わう機会が当然多くなってまいるかと思います。若いころ

は自分自身がいろんなお友達さんがおられて、いろんなコミュニケーション等々をとられて、

体も動かしていかれるんですが、どうしても仲間の方が亡くなられたりとか最愛の奥様を亡

くなられたりというふうなことになってしまうと、気持ち的にもやっぱりめいってくるのが

多い部分になります。そうなると、やっぱりさまざまな、今おっしゃっていただいたように

部屋に閉じこもってしまっていくことになるかというふうに。それでますます人の接触が減

ってきます。社会的にもかかわる部分もなくなり、孤独がちになることがこの精神的なフレ

イルにかかわる。 

 またもやサルコペニア、先ほど申し上げましたサルコペニア、フレイルの改善にはどうし

ても外に出て体を動かすという機会を頻繁につくることが大切になります。まずは外出だけ

するだけでもいいです。気持ちの晴れることもしていただく。外へ出て、御飯をおいしく食

べる。こういうことも大事かと思います。孤食、１人で食べるというふうになると、やっぱ

りどうしても食欲も低下もありますし、精神的な部分にも、栄養の偏りがちというふうにも

なるというふうに考え、やっぱりこの精神的なフレイルについてもどうしても外出していた

だく、これがやっぱり一番ではないか。それと人と接していただいてとか、いろんな会話を

楽しんでいただいて、さっきも東議員の方が私は笑顔がというふうにおっしゃっていました

が、笑顔は絶やさぬような状態を保っていただいたら、その辺を予防していったらどうかと

いうふうには考えております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） ありがとうございます。よくわかりました。精神的なフレイルというの

は一番見つけにくいというか、ご近所の方でも結構、住民さんで奥様を亡くされてという方

もおられます。そういう方はやっぱり、この間もあれだったんですけれども、町のお掃除、

地域のお掃除なんかにも、亡くされたばかりでどうかなというふうに私も思っておりました
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が、その方はやっぱり努めて出てこられて、一生懸命そうやってお話をされておられる姿を

見かけさせていただきました。そういう意味ではやっぱりご本人がそのように努力をされる

ということがすごく大事かなとは思いますが、なかなかその辺が厳しいのではないかという

ふうに感じております。 

 その辺で精神的なフレイルに、虚弱の方について上牧町の方ではどのような取り組みを行

っておられますでしょうか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 今の議員のご質問ですが、町の取り組みといたしましては、認

知機能の低下、鬱病なども大きくやっぱり関連しておりますので、認知機能の低下の予防、

改善のための脳の健康教室というのをさせていただいて、これは簡単な読み書き、計算等を

通じて脳の活性化を図る部分で教室を開催して、なるべくやっぱり、どうしても閉じこもる

んじゃなしに、そういうふうに出ていっていただき、それで皆様と一緒に会話を楽しんでい

ただき、それでも多分脳の活性化にはなるのかなというふうに考えております。私どもの先

ほど申しましたように、その部分の脳の健康教室、これを開催させていただいてその予防に

ちょっと取り組みをさせていただいております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） 脳の健康教室ということで、なかなかそこに出ていっていただくという

ことが難しいことかなとも思いますが、またそのようにいろんな働きかけをしていただいて

お誘いの、そういう精神的なフレイルになっておられる方にそういう形で取り組んでいただ

けたらなというふうに思っております。 

 では、次に社会的なフレイル、虚弱ということについてお聞かせください。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） フレイルの３つ目の要因でございます。社会的フレイル。これ

はやっぱりどうしても閉じこもり、孤食、先ほど申しましたその２点の部分が重要なのかな

というふうに。社会的要因としましては、社会要因と精神的要因はほぼ比例しております。

この２つの要因が基盤となり、身体的要因に発展していく見解もあります。社会的要因には

やっぱりどうしても社会とのかかわり、これがなくなることが要因になります。また経済的

な困窮もこの辺の１つかなというふうには考えられております。高齢者の方につきましては、

孤独、閉じこもり、それもフレイルを招きます。他者とのかかわりが大きく関連している。

先ほど申しました、特に独居高齢者、社会的に独立しやすい状況にあるため、この辺では社
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会的なフレイルに非常にリスクが高いというふうに考えられております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） わかりました。今お聞きいたしますところ、やっぱり精神的なフレイル

と社会的なフレイルというのはすごく関連があるのかなというふうに感じました。 

 なかなか難しいとは思うんですが、社会的なフレイルについてどのような取り組みをなさ

っておられますでしょうか。再度お尋ねいたします。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 社会的なフレイルの部分でございます。これは町の取り組みと

いたしましては、そのため地域でのサロン活動の積極的な参加が重要となります。本町にお

きましては、条件を満たす団体に対する補助、介護予防サロンの支援事業というものでござ

いますが、行い、サロン活動の活性化の支援や各地域の友愛活動というのがございますが、

での支援を行い、社会的なフレイルの予防に今は取り組ませていただいているかというふう

に思います。それとまた、社会的な孤立を防ぐために保健師が独居高齢者を訪問等も行わせ

ていただいて、各種検診の事業、もっともっとこういうサロンがありますよというふうなこ

とを紹介させてもらっても、そういう形でいろんな保健師の方がいろんな活動をしても閉じ

こもりになりますので、もし理解していただけるなら独居の家族の方の訪問をさせていただ

いて、いろんな説明をさせていただいている、そのような方向もとらせていただいておりま

す。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） サロン活動ということに関しまして、私の地域の方の住民さんの方でも

小地域ネットワークのかかわりとして毎月いろんな、１月は新年会だとか、また皆さんがそ

うやって音楽を楽しんだりとか、おでん昼食会だとかいろんなことを企画されて、地域の方々

にお声かけをして、あの方は最近ちょっと認知が始まっておられるからサポートしておられ

る方にお声かけをしてあの方を呼んできていただこうとか、そういう地域でできている小地

域ネットワークというものは、そういう形ですごく根差して、目が行き届くと申しますか、

そういう意味で社会の、町のそういう場所に出てきていただくことが限られてはおるかもし

れませんが、可能になってきているのではないかなというふうに思います。 

 では、次のところで、今までのお話の身体的、精神的、社会的なフレイルということで、

住民の皆様の健康を維持し、健康寿命を延ばすためにフレイル予防の周知をまたさらに広く

行われたらよいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。 
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〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 多分このフレイルという言葉自身も住民の方々は。私もそんな

に、この福祉関係をするまでは余り知っていなかった言葉です。まず、今おっしゃっていた

だいたフレイルというのはどういう状態で陥るのか。先ほどから３つの要因があるというふ

うにご説明させていただきました。それも一度私どもの方も広報の方等でフレイルについて

詳しく１回載せさせていただいてもいいのかなと。それを載せさせていただいて、どうして

もやっぱりどういうのがフレイルなのか、どういうものがそういう症状に陥るのかというを

まずちゃんとした理解をいただかないと、これも若干なるのかな。 

 だから、今後とも私どもの方としましてはその週１度で、何度でもなんですけど、広報的

にフレイルとは何か、フレイルを予防するのはどういうふうなのが要るのか、そういうよう

なものを広報等を通じて一応まずご説明をさせていただいて、その後、もし「あ、これ私当

てはまるな」とかそういうのが動きがあれば、また生き活き対策課、私どもの方に電話いた

だければ、またこういうふうな活動もさせていただいていますよ、こういうのはどうですか

という相談等々も受けさせていただく。まず、だから広報等でいろんなこのフレイルはどう

いうものなのか、それを周知徹底させていただきたいということには考えているところでご

ざいます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） ありがとうございます。この上牧町の第７期介護保険事業計画の中でも

今中町長がおっしゃっております元気で活動的な高齢者の方々には生きがいを持って、活躍

していただくということで、意欲と能力のある高齢者の方々の活躍の場が広がるよう、全力

で支援されるということをおっしゃっております。やっぱりそういう方もすごく多いのも実

情でございますし、そういう方を何かアクティブシニアというふうにおっしゃっているよう

で、本当にボランティア活動とか婦人会だとかそういうところに出てきておられる方はすご

く元気で前向きで、幾つもいろんな、例えば、グランドゴルフに毎朝行ったりとかそういう

元気な方もおられます。ですから、またそういう方と一緒にそういうフレイルに陥りそうな、

虚弱に陥りそうな方を一緒に、ともどもに引き上げていただくという活動もよいのかなと。

先ほどの小地域等とも合わせましていいかなというふうに思います。 

 １つの例として、東京の豊島区の方にはフレイルの対策センターというのがこの５月に誕

生したということで、健康維持して、健康寿命を延ばすという目的で、そこの中にはどんな

ものがあるかといいますと、測定コーナーということで血管年齢、握力、足の運動機能のほ
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か、先ほどおっしゃられた口の周りの舌の動きを簡単にチェックできる機器とかも置いてあ

るということで、気軽にそこに行けるということができて、適度な運動、栄養の摂取、社会

参加というようなことがそこでできるというようなことが書かれておりました。そこには孤

立を防ぐためにカフェが設置されてあったりということでございます。 

 上牧町でもいろんな対応の中で認知症の方にはオレンジカフェとかとありますけれども、

そういう形で、また前向きに検討していただいたらと思いますけれども、その中でペガサス

フェスタですね。あれもすごく住民さんが参加できていい機会かなというふうに思います。

そこの中でいろんなチェックのことをやっておられますよね。その辺お聞かせ願えますか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） これは年に１度になるかと、何日間かあるんですが、ペガサス

フェスタというのを開催する中でいろんな健康相談、要するに血管年齢、それと骨密度、体

重測定とかいろんな部分に、今、東議員の方から豊島区でしたでしょうか、フレイルに特化

したセンターがあるということをおっしゃっていましたが、私どもの方も年１度はそのよう

な特化した部分でさせていただいています。もう１つ、先ほどもちょっと触れさせていただ

いたんですが、健康上牧21グループという高齢グループ、この部分についても先ほど、高齢

者の体重測定とか健康診断、体力測定、このような分も行わせていただいて。ただ、今おっ

しゃっていただいているのは365日健診ができるかという部分はちょっとうなるんですが、

私どもの方もまず先ほども申しましたようにフレイルというのを知っていただき、それに対

して町がどのような方向で、どのような自分のご理解をいただくか。その辺もいろいろ検討

させていただいて、もし可能で、今後多分それは検討課題になるとか思いますが、どの部分

を導入するか、いろんなことをいろんな方からお聞きして、いろんなことで検討を重ねてい

き、このフレイル予防についてもいろいろと取り組んでいきたいというふうには考えており

ます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇２番（東 初子） ありがとうございます。本当になかなか難しいことではあると思います

けれども、毎年そのようにペガサスフェスタ等で実施されている測定コーナーというような

ものを年に１回ではなく、住民の皆様に気軽に測定していただける機会やコーナーをふやし

ていただけるよう要望いたします。それで、健康に関心のある方々やまた無関心な方々も含

めて自然に健康になれるまちづくりの第一歩とされてはいかがかなというふうに思います。

ありがとうございました。 
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 ご説明はよく理解させていただきました。提案、要望につきましては誠意あるご検討、お

取り組みをお願いいたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。失礼いたします。 

〇議長（服部公英） 以上で、２番、東議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩とし、再開は午後１時とさせていただきます。 

 

    休憩 午前１１時３５分 

 

    再開 午後 １時００分 

 

〇議長（服部公英） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇康 村 昌 史 

〇議長（服部公英） 次に、８番、康村議員の発言を許します。 

 康村議員。 

          （８番 康村昌史 登壇） 

〇８番（康村昌史） ８番、自由民主党、康村昌史でございます。議長の許可を得ましたので

一般質問を行います。再質問は質問者席で行わせていただきます。 

 私の一般質問は、質問事項、安全・安心なまちづくりについてです。質問の要旨は３点ご

ざいます。 

 １、片岡台21号線と県道王寺田原本線が交差する思案橋交差点については、住民から危な

いという指摘がありますが、その改善の見通しについて。 

 ２、西名阪にかかっているつくも橋と片岡台６号線の交差点、公団側は上牧第二小学校へ

の通学路になっています。また、そこには車どめがありますが、バイクと自転車は通り抜け

ることができるため歩行者用信号機も設置されていますが、多くの住民が信号無視をしてお

り、子どもたちの教育上好ましくないが、その対策についてお伺いいたします。 

 ３、ミニバイクが上記２の交差点から歩道を走って消防団の屯所の先にある公団に入る自

転車、バイク用の通路から公団に入る住民がいらっしゃるので、非常に子どもたちが危険と

いう指摘がございますが、町の対応についてお伺いいたします。 
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 再質問は質問者席で行いますので、よろしくお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） この思案橋の交差点なんですけれども、静香苑に入っていく交差点、手

芸店のある交差点ですが、現在カラー舗装されており、歩行者、車両の運転手に注意を促し

ているのはよくわかります。以前も議会で問題になり、大分改善されているようですが、ま

だまだ危険という住民からの指摘がございます。以前にも議会で取り上げられましたが、そ

のあたりの経過説明をまずお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） ご質問の箇所ですが、思案橋から王寺方面、それと県道でござ

います。この箇所につきましては、以前大変危険な箇所ということで、信号機もない、横断

歩道もないということで、県道ですので原課の方で高田土木の方に要望しまして、いろんな

調査をしていただきました。その調査の結果、西和警察、奈良県警、それと上牧町と土木の

方で再三にわたり協議をさせていただきました。結論的にはそこに横断歩道や信号機を設置

すると片岡台から下ってくる信号、それと県道からの信号について、より一層そこに渋滞が

招くのではないかという結論が出されたので、高田土木の方でできる処置はないかというこ

とで、冒頭で議員の方から言っていただいたカラー舗装なり、看板等の設置をしていただい

たというのがその当時の現状でございます。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） ということは、その片岡台３丁目の交差点に信号があるということで、

この思案橋の交差点には信号がつけられないと。その見解は今も変わらないんですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 一応警察の方に確認をとったら、そういうことで見解は変わら

ないということでお聞きしております。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） よくわかりました。基本的にはもう信号をつけてほしいという要望なん

ですけれども、それがかえって渋滞を招くというような負の面が出るのでしたら、もう仕方

ないのだろうなとは思います。 

 そこで、やはり住民から朝とかの渋滞がすごくて、五差路みたいなもうわけのわからんよ

うな、ほんまの思案橋みたいになっていますので、非常に危ないと、何らかの対策を打って

ほしいんですけれども、今のところ何かございませんか。 
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〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） その当時もいろいろと協議をさせていただきました。やはり、

そのときの現状を考えると今の対策、要は路面標示なり注意喚起、それと標識等が精いっぱ

いかなというのを認識して、いち早く土木の方で対策等練ってきてもらったのが状況ですの

で、またこういうこともあるよということで、ちょっと高田土木の方に説明と、協議とは言

わないけれども、こういうこともあるということをちょっと申し伝えるような感じにはなる

かなと思います。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） よくわかりました。それでは、あと１点だけ要望しておきたいと思って

おります。この交差点なんですけれども、この交差点の北西の歩道部分なんですけれども、

歩道にフェンスがしてあるんですね。その交差点から東西の方向へはフェンスがあって渡れ

ないようになっているんですね。それは歩道の段差が高いので、これは歩道にフェンスをつ

けて、北側の方に迂回させてから横断させるようになっている歩道なんですけれども、それ

の東西部分のフェンスが長さが短いために、歩行者が県道に直接おりて、その北側の迂回し

た方向から渡らないで車道におりてから横断されるという、ここは非常に危ないんですね。

だから、そこの対応をちょっとお願いしたいんですけれども。その手前に横断歩道があるん

ですけれども、それも今消えかかっているような状況で、非常にあそこはもうややこしいと

ころなので、そこの対応についていかがお考えですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 現状については柵もして、道路におりるのにはちょっと高さが

あるということは現場の方は認識しております。今のフェンスからもうちょっと西へ五、六

メートルぐらい行ったら横断歩道があるんですけれども、それが消えかかっているというこ

とで、その方の消えかかっている対策とフェンスについては高田土木の方に原課の方で要望

していくような準備もするように心がけていきます。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） わかりました。ぜひともフェンスを急いでいただきたいと思います。そ

れでは、この質問を終わります。 

 次に、２番目と３番目なんですけれども、これはもう同じような問題ですので、ひっくる

めて質問させていただきたいと思います。上牧町第二小学校では、毎年６月と翌年２月ごろ

に地域における子どもの見守りについての懇談会が開催されております。出席者は校長、教
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頭、ＰＴＡの役員、各大字のたんぽぽ隊員、それと二小校区内の自治会長と二小に登録され

ている見守りボランティアの代表の方々が出席されております。なかなか活発な会議でして、

子どもたちの見守りについてそれぞれの大字に分かれていろいろ議論するんですけれども、

片岡台は３丁でまとめて議論いたします。そのときに見守りボランティアの代表の方からこ

の問題を指摘されました。つまり、車どめがあるために歩行者用の信号機があると。その信

号機を守らない大人の方がもうほとんどだということで、８割がたが守らないんだそうです。

教育について非常に悪いということで、この見守り隊の方もそういった大人の方、住民の方

を見かけましたら注意するんだそうですが、逆ギレされることがあるんだそうです。渡って

何が悪いんだというような。せめて子どもが下校時間帯のときぐらいは守ってほしいという

本当に本音なんですけれども、当然そんなだめなことなんですけれども、これについてもう

対応をしなければならないと。これは１年越しの問題だそうで、私もちょっと頭を抱えたん

ですけれども、これの対応を何とかしていただきたいということ。 

 それと、先ほども言いましたように、公団の方なんですけれどもここの歩道をバイクで通

っていくんですね。すっと公団の方へ入っていくと近道なので。普通は反対車線に渡って、

そこからこの交差点を曲がればいいんですけれども、すぐずぼらされている方がいらっしゃ

いまして、それも学校の下校時間等にもされるということで、非常に子どもの安全にかかわ

る問題なので、この会議のほかの出席者からもかなりきつく対応をすべきだというふうに指

摘がありましたので、これについて町当局はどのように対応していただけるのかをお尋ねい

たします。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 今の２番、３番についてですけれども、一括でよろしいでしょ

うか。 

〇８番（康村昌史） はい。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 交通ルールのマナー問題になるかなというように私自身は考え

ています。ミニバイクの信号無視並びに歩道の走行につきましては、警察署への報告と取り

締まりの強化に強く働きかけたいなというふうに思っております。また、公団につきまして

は現状の報告並びにルールを守っていただけるように指導と周知を、対策についても公団の

方に働きかけ、また町の方の道路の管理に関しましては看板等の取りつけなどを考えていき

たいなというふうに思っております。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 
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〇８番（康村昌史） ありがとうございます。ここでお尋ねしたいのは、町の看板ですね。確

かに部長がおっしゃるように交通ルールのマナーの問題なので、啓蒙するしかないんですけ

れども、ここの参事官の方にも来ていただいていろいろ質問したんですけれども、信号を守

りましょうというような、そんなばかげた看板はつけられないそうです。確かにおっしゃる

とおりだなと。では、一体どういった看板をつけるのか非常に興味があるんですけれども、

その点についてはいかがですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 先般、大津の交通の事故もいろいろ質問がございました。やは

り歩道ですので、子どもの、人の安全、それと安心という形で原課の方も思っておりますの

で、この対策については警察の方と十分協議をして、どういった看板がいいのか対策を練っ

て設置したいなというふうに考えております。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） それでは、最後になりますけれども、先ほど部長が公団、警察に強く働

きかけてくださるということで、私ももう前もってまず上牧交番にお願いに行きました。そ

したら、上牧交番がウエダさんなんですけれども、早速現場に来ていただきまして、こちら

からの要望といたしまして、警察官も忙しいので月１回でもいいから下校時間帯にあそこを

見守りしていただきたいと。そのバイクを何とか摘発していただきたいということをお願い

しましたところ、過日すぐ来てくださいまして、ただ、その回数をもっとふやしてほしいと

いう要望はなかなか私も言えないので、町の方からその取り締まりについての要望を強く要

望していただきたいと思っています。 

 それとＵＲなんですけれども、ＵＲにもとにかくお願いに行きました。もうバイク、自転

車用の通路に車どめをしてでもバイク等を通さないようにしてほしいと。もう子どもの安全

にかかわることだからというふうに強く申し入れたんですけれども、住民の利便性を考えな

あかんということで、なかなかそれも難しいと。そこで、ＵＲさんが提案されたのがまず立

て看板で啓蒙しますということです。それとバイク、自転車用の通路から歩道に出るところ

に一旦停止のような標識を道路に書きますと。一旦停止というような。注意を啓蒙していき

たいというようなことをおっしゃっていました。だから、その辺の確認もまた町の方からぜ

ひともしていただいて。ただ、公団に私は申し入れましたのは、そういった対策をしてもど

うしてもだめな場合は次のステップを踏んでいただきたいというふうにお願いしております。

つまりもう遮断してしまうというふうな。もうそこまでしないことには子どもたちの安全を
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守れないと。非常に苦しいんですけれども、その辺だけ理事者側にお願いしておきたいんで

すけれども、いかがですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） まず、議員の方からやっぱり歩行者優先ということで、警察に

もＵＲにも働きかけていただいたということで、質問内容は十分理解しているつもりです。

できるところから、やれるところからまずやっていくというのは基本かなと思いますので、

その点、何度も言いますけれども、やれるところ、できるところから考えていきたいなと思

います。 

〇議長（服部公英） 康村議員。 

〇８番（康村昌史） わかりました。それでは対策、一生懸命よろしくお願いいたします。 

 以上で私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 以上で、８番、康村議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩として、再開は13時30分といたします。 

 

    休憩 午後 １時１８分 

 

    再開 午後 １時３０分 

 

〇議長（服部公英） 再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇木 内 利 雄 

〇議長（服部公英） 次に、４番、木内議員の発言を許します。 

 木内議員。 

          （４番 木内利雄 登壇） 

〇４番（木内利雄） ４番、木内利雄です。議長より発言の許可をいただきましたので、これ

より一般質問を行わせていただきます。 

 質問事項は１点目が選挙ポスター掲示場設置場所についてお伺いをします。 

 ２点目は町の所有する土地の管理状況についてお伺いをいたします。 
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 ３点目は読字障害、「読む」という字と「字」という読字障害に対応するユニバーサルデザ

インフォントの導入について。 

 ４点目が不法投棄の防止策についてであり、それぞれについてお伺いをいたします。 

 それでは早速ですが、１点目の質問項目である選挙ポスター掲示場設置場所についてお伺

いをいたします。 

 この件は、質問内容の性質上、聞いていただいているだけでは議員の理事者の皆さんも理

解しがたいと思い、議長の許可をいただき、資料の地図Ａ３用紙１枚を皆さんのお手元に配

付させていただいてところでございます。その資料を見ながら質問をお聞きいただければと

思います。 

 質問の１点目は、掲示場ナンバー４、松里園入り口。配付資料の一番上の部分です。現在

の場所は④のところでありますが、ご案内のとおりこの場所は歩道はありません。また、車

両の通行量は大変多いところであります。現在の④の場所では人々が立ちどまって候補者の

ポスターを見ることが困難であります。よって④－Ａの場所。つまりお好み店の前に変更さ

れるよう求めるものであります。 

 次に、掲示場番号６、松里園自動公園入り口の横、配付資料では真ん中の部分です。現在

の設置場所は⑥のところであります。この場所では掲示板の前を通る人は数が少なく、非効

率であります。よって、⑥－Ａもしくは⑥－Ｂの場所に変更されるように求めるものであり

ます。 

 次に、掲示番号38、金富・梅ケ丘連絡道フェンス、配付資料では一番下の部分であります。

金富・梅ケ丘には掲示番号38のほかに掲示番号36、金富鼻下橋横ガードレール、掲示番号37、

金富公民館前、そして掲示番号39、梅ケ丘老人憩の家の合計４カ所の掲示場があります。上

牧町全域の掲示場所の総数54カ所を変更しないのであれば、掲示番号38は不要であり、他の

地域への設置がえを求めるものであります。なお、付言をしておきますが、金富と梅ケ丘の

世帯数合計は116世帯。例えばですが、葛城台は世帯数577世帯。これは金富・梅ケ丘の約５

倍の世帯数です。しかし掲示場所は２カ所です。このことを考察すると首を傾げざるを得ま

せん。金富・梅ケ丘は116世帯で４カ所。つまり、約29世帯当たり１カ所の掲示場となり、葛

城台は577世帯で２カ所、つまり288世帯当たり１カ所の掲示場の割合となります。再度申し

上げますが、掲示場番号38は不要と考えます。よって、答弁を求めます。 

 次に、上牧町が所有する土地、第一保育所に隣接するところで現在はミニＳＬ愛好会が運

転場として使用しているが、その貸与の経緯と協定書の内容について伺います。この協定書
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に関しましては、資料請求で提出をいただいているところでございます。それにのっとって

お答えいただきたいと思います。ここではまず以下のことについてお伺いをいたします。ミ

ニＳＬ愛好会が運転場として使用している土地の所有者は上牧町で間違いないのでしょうか。

お伺いをいたします。間違いがなければ次に地番、そして地籍、貸与の経緯等々についてそ

れぞれ答弁を求めます。 

 次に、読字障害に対応するユニバーサルデザインフォントの教育現場などへの導入につい

て伺います。ディスレクシアは読字障害とも呼ばれ、字がゆがむ、字が反転して見える、文

字と発音が一致しない等々、さまざまな症状があります。現在のところ、医学的な治療方法

は確立されておらず、個々人に合わせた学習支援が効果的とされています。ディスレクシア

の啓発や支援を行う東京都港区のＮＰＯ法人エッジによると英語圏に多く、アメリカでは全

人口の10～15％、日本では５～８％と報告をされています。アメリカの映画監督スティーブ

ン・スピルバーグ、またハリウッド俳優のトム・クルーズ、そしてジム・キャリーらはみず

からがディスレクシアであることを公表されています。そして、その存在が徐々に浸透しつ

つあります。エッジの藤堂栄子会長は、近年英語圏では身近な存在になり、支援の種類も格

段にふえているが、日本では認知が進んでいないのが現状。潜在的に多くのディスレクシア

がいることを知ってほしいと語っておられます。 

 日本で支援が進まないのはどうしてか、藤堂会長は発見のおくれが挙げられると指摘され

ています。音が１つに限定される日本語と違い、アルファベットは単語によって音が多様に

変化するため、文字と音を結びつけて理解するのが難しい。英語圏でディスレクシアの発症

が表面化しやすい大きな理由とされています。藤堂会長は小学校高学年から中学校にかけて

英語を学んだときに初めてディスレクシアだとわかる子どもが多い。だが、教師や保護者か

ら努力が足りないと片づけられることが少なくないと説明しておられます。藤堂会長による

と読みにくさは書体、要はフォントですね、書体によって左右され、わずかな変化で劇的に

改善されるケースがあるという。そこで考案されたのがユニバーサルデザインフォントであ

ります。奈良県教育委員会と生駒市が今年度2019年度に導入したユニバーサルデザインフォ

ント文字は印刷媒体向けデジタル文字フォントを制作する大阪市浪速区の株式会社モリサワ

が考案したものです。なお、ユニバーサルデザインフォントについては以下ではＵＤフォン

トとさせていただきます。 

 そこで、生駒市教育委員会はことし2019年２月小学生116人を対象にＵＤフォントを使っ

た実験を実施。文章を読んで正誤を判断する、正しいか誤りの正誤ですね。文章を読んで正
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誤を判断する問題をＵＤフォントと一般的な教科書体で36問ずつ解いてもらったところ、教

科書体では66％だった正答率はＵＤフォントでは81％にはね上がったと報道されています。

つまり正答率が15％アップしたということになります。なお、生駒市ではことし2019年３月

26日の記者会見において、生駒市内の全小・中学校でＵＤフォントを導入することを発表さ

れました。そこで、上牧町立小・中学校においてもＵＤフォントについてあらゆる角度から

検証の上、有効性が確認できれば早期の導入を求めるものであり、答弁を求めます。 

 次に、不法投棄の防止についてお伺いをいたします。まずは４年前である平成27年３月議

会における私、木内利雄の一般質問の一部を読み上げますのでお聞きいただきたいと思いま

す。 

 以下は今申し上げたとおり、４年前の私の一般質問の発言内容です。「廃棄物の不法投棄防

止策について伺います。今から申し上げることは、随分以前にも数回にわたり質問をさせて

いただいたものでございます。そして、その場所ですが、南上牧、高、五軒屋の共同墓地の

あたりであります。この場所は竹林が広がっているところであり、散歩をするには絶好の場

所であります。そこへ洗濯機、冷蔵庫、テレビ、パソコン等々が多く不法投棄されています。

また、近くにある秩父池の中にはバイクやタイヤ、テレビ等が投棄されている状況でありま

す」。ここで中略します。 

 次に、当時の都市環境部長、現在の前に座っておられます西山副町長の発言内容です。「先

ほど議員が申されたセンサー並びに感知ライト等も有効であるのではないかというふうには

考えております。それと、私も不法投棄につきましては若干調べておりまして、最近ダミー

の鳥居」、ダミーの鳥居というのは神社仏閣の入り口にある鳥居ですね。要は偽の鳥居という

ことですね。「ダミーの鳥居をそういうふうなところに設置して、人間心理と申しますか、そ

ういうふうなものを設置すると、最近よく使われて効果が出ているというところも全国的に

使われている」と発言があって、ここは中略しますよ。「不法投棄につきましては、いろいろ

これから研究もさせていただきまして、できる限りの対策を講じていきたいとこういうふう

に考えております」。以上が４年前の2015年３月議会における私、木内の一般質問の一部と理

事者側の答弁をお聞きいただきました。 

 そこで、４年が経過した現状でありますが、ダミーの鳥居はいつ設置されるのかと楽しみ

に我が家の愛犬エルと散歩、散策をしておりましたが、いまだにそれらしきものは設置され

ておりません。よって再度お伺いします。不法投棄の防止策について答弁を求めるものでご

ざいます。 
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 質問事項は以上でございます。再質問に関しましては質問者席で行わせていただきます。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） まず１つ目の選挙ポスターの掲示場の設置場所について、先ほど壇

上の方でご説明していただきました部分につきまして、説明の方をさせていただきたいとい

うふうに思います。この①②③を一括で説明させていただいてよろしいでしょうか。 

〇４番（木内利雄） どうぞ。 

〇総務部長（阪本正人） まずポスターの掲示場の設置箇所につきましては、安全性の確保に

も配慮させていただき、また住民選挙人の皆様に目に触れる場所として選定に努めさせてい

ただいたところではございますが、今ご意見いただいた箇所につきましては、やはり、この

部分は住民の皆様が余り目にしない場所に設置されているというふうに考えているところで

ございます。また、ほかの住民さんや議員さんの方からも設置場所につきまして、設置場所

でポスターを掲示するときに高いところもございますと。そういうふうなこともご意見の方、

お聞きをさせていただいておるところでございます。 

 それに基づきまして、きょう、たまたまと言ったら変なんですが、参議院議員の打ち合わ

せの臨時の選挙管理委員会がございました。その中で先に通告をいただいておりましたので、

この①②③につきまして説明の方をさせていただきました。①②の部分につきまして説明を

させていただきますと、地図も配付をしていただいておりますので、この１つ目の松里園入

り口の掲示場所のところにつきましては、やはり先ほど言っていただきましたように車道側

にあるというところで、目に触れないところにあると。ですから、この④－Ａのところに設

置をさせてほしいというふうなところで選管の方からも了解をいただいたところでございま

す。 

 それと②の２つ目のところでございますが、児童公園のところにつきましてもやはり前を

通られる人数の方が少ないというところもございまして、この⑥－Ａに設置の方をさせてい

ただきたいというふうなところで了解をいただいたところでございます。 

 ３つ目の③の金富と梅ケ丘の部分につきましては、これにつきましては選挙管理委員会の

方からも今回、参議院議員の準備を進めておりまして、県の選挙管理委員会の方に届けの方

を出しておりますので、この部分につきましては、今後またこの通路側の部分につきまして

は選挙管理委員会の中で協議の方を図っていきたいというふうに考えているところでござい

ます。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 
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〇４番（木内利雄） ほんなら松里園入り口と児童公園入り口横の件は了解いたしました。 

 一番下の金富と梅ケ丘の件でございますが、その前に54カ所というのは変える予定はない

んでしょうか。増減ということは。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） その分につきましても初日のこの一般質問の中で違う議員の方から

もご意見いただいた部分もございますので、そういうふうな部分も含めまして、再度選挙管

理委員会の方と協議の方をさせていただきたいというふうに考えております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） ほな、先ほど壇上でも申し上げたとおり54の枠で考えるのであれば、こ

の金富の38は誰が見てもこんなものは不要です。例えばの例で出しただけですけれども、葛

城台に移設をするべきです。さっきも言うたように、金富と梅ケ丘でいくと、今のままでい

くと、29世帯に１カ所の掲示板。葛城台は288世帯に１カ所の掲示板。これは余りにも差があ

るでしょう。そやから、この金富のここの私が指摘している場所の38番を、今どっち側につ

いているのかな、りすさん公園かな、うさぎさん公園。そやから、うさぎさん公園の方にも

う１個この金富の部分を移設さすとか、54の枠で考えるのであれば金富と梅ケ丘１つ減らし

て葛城台にもう１個つけるべきだと、私は普通の考え方だったら思いますよ。これを検討し

てください。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 今言っていただいた部分につきましては選挙管理委員会の方に今お

話をしていただいた内容につきまして説明の方をさせていただき、またほかの部分のところ

もございますので、そういうふうな部分も含めながら選挙管理委員会の方で協議の方を図っ

ていきたいとは考えております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） この件、ほんだら、それで了解ですけど、とにかく私、全てを54カ所の

適、不適というのを了解しているわけじゃないので、この際54カ所全てを見直しをかけてこ

れで、これが一番効果的なのかどうかというのを54カ所分全てチェックかけるように求めて

おきますが、いかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 総務部長。 

〇総務部長（阪本正人） 先ほど冒頭の方で説明をさせていただきましたように、設置場所の

ポスターを掲示するときにやはり高いところもございます。そういうふうな部分もございま
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すので、そういうふうな部分も含めながら検討をさせていただくわけでございますが、一概

にその場所から違う場所にとなれば、再度その辺も協議をしながら進めていきたいというふ

うには考えております。 

〇４番（木内利雄） それじゃ、次お願いします。どうぞ。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 質問のミニＳＬ愛好会が運転場として使用している土地所有者

は上牧町ではないでしょうか。間違いなければ２番、３番、４番、要は地番、地籍、貸与の

経緯についてそれぞれの答弁をお願いしますということでご回答させていただきます。 

 ２番の方で地番につきましては、代表地番としまして上牧町大字上牧4605番地でございま

す。地積については、おおむね2,800平米ぐらいということで確認をとっております。 

 それと４番の貸与の経緯につきまして回答させていただきます。地域の活性化を図ること

を目的として上牧町の所有する土地でミニＳＬの運転場等として利用したいとミニＳＬ愛好

会より申し出があり、そのことから活動内容を確認したところ、ミニＳＬ愛好会の運営の趣

旨は地域の子どもたちにミニＳＬを乗ってもらって喜んでもらうということで、子どもを中

心とした関係団体に対して無料で乗ってもらうということを確認がとれております。そして、

ミニＳＬ愛好会自身が非営利団体であったため、町として公共的な活動と認識したことから

無償として許可をしているのが現状でございます。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 部長、ちょっと確認をしておきたいんですが、これは地番が4605、そん

で、これは複数の地番があるんですが、今は代表的な地番を答弁いただいたという認識でよ

ろしゅうございますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 議員おっしゃるとおり、そういう形で認識してもらえば結構か

なと思います。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） そこで資料提出をいただきました協定書があるんですが、これはみんな

のタブレットの方へ行っているのやな。行っているな。そのところでちょっとお伺いするん

ですが、協定書のところで「目的」というのがございます。第１条です。かいつまんで申し

上げれば、地域の活性化を図ることを目的とするということになっておりますが、平成22年

からですから今日までで約９年間が経過しているわけですが、この９年間のうちで今申し上
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げた目的に合致するような活動はどのようなことをなさったんでしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 今の活動ということで、基本的に毎月第２日曜日に運転をされ

ているということで、多い日は50名程度、雨が降ったときには５名程度になるんですけれど

も、平均として20名程度で集客があると。ほとんどは子どもたちやその保護者の方だと聞い

ております。 

 以上でございます。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 活性化に要はどの程度。数字で言うのが、数字でなくてもよろしいです

けれども、活性化に本当に寄与したというふうに考えられますか。そうですね、私もあそこ

を最近通りましたけど、月１回、第２日曜日でしたか、毎月やられているようでございます

が、私は一住民として、この愛好会のメンバーが上牧町の地域の活性化に寄与したというふ

うには感じていないんですが、部長は人肌としてどういうふうに感じておられますか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） やはり、僕も王寺でデゴイチの汽車も拝見させていただいて、

実物を今来た方で、そういうところでミニのＳＬを走らせているということで、担当課とし

ましては、やはり子どもたちに乗っていただいて、喜んでいる姿というのは地域の活性とい

うか、幸せになるんじゃないかなという感想を持っております。だから、全般的な地域活性

ということは、要は年寄りから子どもまでたくさんの意味合いもございます。ただし、ただ

しといいますと、その子どもたちに喜んでもらえる。冒頭で言いましたように、子どもたち

に喜んでもらえる、子どもたちの笑顔を見たいということで、このミニＳＬ愛好会がやって

おられることで私も聞いて、いいことだなということで感じております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 今、部長がこの地籍面積は2,800平米だというふうにおっしゃっているん

ですが、私も上まで上がって歩いてみたけど、結構広いところなんです。この建設当時の平

成22年の当時にも私は行ってお伺いしとったんですけれども、またこれは後ほど申し上げま

すけど、地域の活性化にもうちょっと。もう一遍はっきり申し上げとかないかんのだけれど

も、私はこの施設が、愛好家がやっていることは悪いとかええとかいうのは横に置いときた

いと思うんです。ほんで、ほんまにこの2,800平米もの土地を、町有地を無償で。ここに費用

の負担、第４条で施設の使用料は無償とする。この無償は間違いないですよね。 
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〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 無償で間違いございません。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） そこで、この2,800平米もの町有地を無償で貸すんやったら、それに見返

りとして一定のやっぱり町への貢献がなかったらいかんと思うんです。それが先ほどから話

している、いわゆる地域の活性化のことを申し上げているんですけどね。2,800平米の土地を、

要は町民の財産なんですよ。それを無償で貸しているんですよ。そんなら一部の住民だけ、

子どもが喜ぶようなことだけしとって、これ、対価として１円ももらわずに、私はちょっと

違うんではないかなと思うんですけどね。これは協調的なことやからあれやけども。だから、

ちょっと違うなと思いますね。 

 これは上牧町がやっているペガサスフェスタとかとリンクしたことはありますか。もう一

遍申し上げましょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） ペガサスフェスタとリンクということで、ございません。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） そういうことなんですよ。活性化というのは。例えばの話ですよ。そや

から、町の活性化を図るために町民のコミュニティーを図るためにペガサスフェスタという

のを一定の税金を投じてやっているわけですから、この人たちに現場でやってもらうのか。

もしくはペガサスフェスタの会場へ来てもらうんか、線路を引いてもらうのか、ところも別

として、そういったところへリンクをさせながら、やっぱり地域の活性化に貢献してもらわ

んと、無償で貸している、2,800平米もの土地を無償で貸すというのは、僕はこれは住民に対

して申しわけないと思いますよ。私は以前から申し上げて、コミュニティバスは今２台走っ

ていますけど、今、そこのバスに広告張ってありますよね。巡回バス。それと、パソコンの

ホームページのバナー広告。それも町も100円でも１万円でもしっかり自主財源を確保する

ために、町長みずから行って広告とってきなさいよというふうなことを申し上げたこともあ

ります。そういう小さい金でも自主財源を１円でも獲得しようというのが私ども、また理事

者側もそういう考えだと思いますよ。それを2,800平米もの土地を無償で貸しとって、ほとん

ど私の感じとしては、町に貢献している、活性化に役に立っているとは思えないんですよ。

もう一遍答弁求めますが、いかがですか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 
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〇都市環境部長（杉浦俊行） 地域の貢献ということで、この方々は会員、今現在８名おられ

ます。その８名は年会費として１万円を徴収されております。維持費だったりとか草刈りだ

ったりとか、レールがゆがんだらそれの修理とかということで１万円を取っておられます。

子どもたちに乗っていただくに対してはお金を取っていないということは聞いております。

それと質問の中で、だったらペガサスフェスタでも走らせたらええんじゃないかということ

でご質問ですけども、この方々らは全国あちこちのそういうミニＳＬを走っておられますの

で、今、北上牧を中心に活動してもらっていますけれども、そういうところに機会がありま

したら、一度その愛好会の代表の方にご相談させてもらって走らせるのも検討してもらえる

ように協議を進めていきたいと思います。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） ペガサスフェスタの話は私はたまたま一例として申し上げたわけで、そ

れがベストやとかベターやとか別に申し上げているあれじゃないので、じっくりといろいろ

検討ください。 

 ほんで、ここで角度を変えてお聞きするんですが、この運転場について、私が例えばミニ

ＳＬを走らそうと思うたら、これは無償で貸してくれるんですか。それとも有償なんでしょ

うか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） それは個人的でしょうか。会社としてでしょうか。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） もちろん私が、私はそういう趣味を持っていませんけれども、木内個人

がそういう趣味があって、そのレールを貸してくださいということで走らすとすれば無償で

貸していただけるんでしょうか。いかがでしょうか。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） この方々の趣旨目的は一応地域の方にということでＳＬを走ら

せているということで、今議員の申しましたそういう趣味があるとなれば一度考えていきた

いというふうに思っております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） いや、わかっているからちょっと答えてや。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 個人的にはやはり貸せないかなと思います。 
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〇議長（服部公英） 暫時休憩といたします。 

 

    休憩 午後 ２時０５分 

 

    再開 午後 ２時０６分 

 

〇議長（服部公英） 再開いたします。 

 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 先ほど申しました正会員としては１万円を取っておられます。

それと持ち込みで汽車を持ち込まれたら3,000円取っておられますので、そういうことでお

貸しできるかなと思います。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） そうなんですよね。私はちょっとネットをいじくりました。ヒットしま

した。これを投稿されたのが多分これの運営している理事長だと思います。投稿されたのが

2016年９月21日というふうになっています。平成で言うと28年９月21日。こう書いてありま

す。わかりやすいように若干かいつまんで読んでいきますね。 

 「奈良県の北中部に位置する北葛城郡上牧町という町があります。香芝市の隣ですね。そ

の町に上牧スカイガーデンという町有地の小高い丘にミニ鉄道の常設運転施設があります。

運営団体はスカイガーデンミニ鉄道愛好会。一般公開日に来場者の体験乗車も行います。毎

月第２日曜日、そのミニ電車の運行管理は弊社」、要は自分のところですという弊社です。ほ

んでちょっと中略しますけれども、「私が理事長を務めています」と書いてあります。ほいで、

ブログの中にそこの場所の写真とか張りつけてありますね。 

 それでここなんですよ。今、部長が答弁いただいたんですけれども、そのとおりです。「ミ

ニ鉄道は金持ちの成金道楽という先入観があるようですが、ゴルフやパチンコよりはるかに

安い趣味です。スカイガーデンミニ鉄道の年会費は諭吉様１枚ぽっきりです」。諭吉様１枚ぽ

っきりというのは福沢諭吉で１万円という意味やと思います。スカイガーデンは諭吉様１枚

ぽっきりですと。「ビジター会員だと１日当たり野口英世様３枚となります」。つまり、野口

英世は千円札ですので１日3,000円ということになりますね。「ビジター会員だと１日当たり

野口英世様３枚となります。年間に３回以上持ち込みで遊ぶなら年会費の方がお得になりま

す。関西一のミニ鉄道で最高のホビーライフをお過ごしください」。後も続きますけど、こう
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いうふうに書いてある。 

 ここでお聞きしますが、金を取っているんですよ。これは副町長、いかがお考えですか。

町は無償で土地を提供している。ほんで運営側はビジターの人には3,000円取っていると。年

会費は１万円と。これは営利じゃないですか。 

〇議長（服部公英） 副町長。 

〇副町長（西山義憲） 今、議員のお尋ねです。当時一般質問の通告をしていただいて、私の

方も少し調べさせていただきました。資料請求も出ていますように、当時、町の活性化に寄

与していただくということで協定を結ばせていただいて使用していただいていたと。その中

で管理につきましても、草刈り等ですね、それについてもお願いしていたというところでご

ざいます。 

 今ご質問がありましたネット等でお調べになって、会員等については１万円、それとビジ

ターでは3,000円ということでございます。この実態については私もちょっと今即答と申し

ますか把握はできないんですけれども、議員申されましたように、例えば趣味でミニＳＬを

されておる。その方々が使用されるに当たって幾らか、今申しますとビジターで3,000円とい

うふうな形でお取りになっているということでございますので、今、調べた中では、ミニＳ

Ｌを走らせていただいて子どもたちに喜んでいただきたいと、そういう当初の趣旨から開始

したということでございますので、今議員申されましたところにつきましては、ご存じのよ

うに代表者の方がお亡くなりになられまして、今現在少し休止という形で今、役場といたし

ましても現在の代表者の方と少し協議をさせていただいている最中でございますので、今申

されましたこと、これも確認をいたしまして、どういうことなのかと少し整理をさせていた

だきたいというふうに思います。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 別にあの土地をすぐさま町が使うことがなければいいんですけど、申し

上げたように、もうちょっと活性化に努力してよと。町もしっかりと注文というか、協議し

てせなあかんわ。あれだけの2,800平米の土地を無償で貸しとるわけですから。ほんで、休止

や言うてるけど、先週の日曜日６月９日にはちゃんとやってますよ。全然休止してませんよ。

６月９日11時から15時まで、昼にちゃんとやっていますよ。 

〇議長（服部公英） 副町長。 

〇副町長（西山義憲） 大変申しわけないです。私の方がこの通告を受けまして、今現在の代

表者の方と再度あり方というんですか、について協議するように申しておりました。また協
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定の方は現在、資料に出させていただいている分でございますけれども、平成22年で運営し

ておりますが、代表者もかわっておられますので、再度この部分について整理をして、代表

者の方とあり方、それから今、議員申されました町の活性化に関与していただいている、今

いろんな形でご意見もいただきましたので、そのことも加味して、再度代表者の方と新たな

協定書を改めて締結するように担当の方に協議するようにとは申しておるんですけれども、

改めて今のご質問がありました。また参考にさせていただくところも述べていただきました

ので、それも踏まえて担当の方に改めて協議するように、そして、協定書につきましても新

たな協定として締結するようにしたいと思います。 

 それと、先ほどの費用のところでございます。この辺につきましては、少し考え方もどう

なんだと。例えば、地域の子どもたち、住民の方々に、上牧町にこういうミニＳＬがあって、

それを活性化のために子どもたちが喜ぶためにさせていただくというところと、一方で趣味

をなされている方々にそのレールを使用するに当たって費用を取られているというところに

つきましては、このミニＳＬ愛好会の考え方もあると思いますので、この辺は十分に話をさ

せていただいて、その中で町の方が使用料をいただくのか。いや、そうではなしにちゃんと

した管理をお願いするのかというところも十分協議をさせていただきたいというふうには思

います。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 要は今副町長がおっしゃったとおりでいいんですが、確認だけしときま

す。いわゆる町民全体の財産である2,800平米の土地を無償で提供しておる。この部分をやっ

ぱり何で無償で貸してまで値打ちがあるんだということに突きとめんと、町民の財産ですか

らね。本来ならばそれを貸して一定の自主財源とするべきなんですけれども、それはそれで

無償で貸しているんやったら、ほかのことできちっとそれに見合うものを活躍いうか、活動

をしていただかなければならないというふうに一義的には思いますので、しっかりとお取り

組みをいただいて、後日どういうふうな結果に発展していったのか、議会へ報告を賜ります

ように申し添えておきたいと思います。 

 それでは、次。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） それでは、読字障害に対するユニバーサルデザインフォントの導入

について説明させていただきます。 

 現在、町内小・中学校に在籍している児童、生徒の中でディスレクシアと診断されている
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児童が１名おります。また、ほかにも診断は受けていないが読字障害の可能性のある児童、

生徒が在籍している可能性も高いとも考えております。学校では、保護者が気づいていない

が学習の中で読みや書き困難を抱えている子どもが一定数いるのではないかという視点に立

って、個々の児童、生徒と向き合っているところであります。各学校ともディスレクシアに

ついては特別支援教育の研修などを通じ、教職員が認識はしておりますが、特別支援学級に

現在在籍者はなく、実際に具体的な対応や指導は余り進展していないのが現実であります。

このような中、通級指導教室ペガサス教室では先ほどの児童、生徒に対して、デジタル教材

のデイジー教科書や音声教科書を使用し、また、この教科書の中にあるユニバーサルデザイ

ンフォントを活用して、漢字の手づくり教材を作成するなど学習指導に当たっているところ

であります。 

 しかしながら、実際はユニバーサルデザインフォントについては各学校にまだまだ普及し

ているものではありません。潜在的な児童、生徒が在籍している可能性もあることから、早

急に学校とユニバーサルデザインフォントの研究、協議を進めながら導入をしていきたいと

考えております。また、今後導入するＩＣＴ機器においてはこのユニバーサルデザインフォ

ントの導入は考えております。また、教育委員会としては、ディスレクシアの支援について

も各学校に周知を図るとともに、読字障害で学習に困難を感じている子どもに寄り添いなが

ら、ユニバーサルデザインフォントの導入を促し、教職員の研修を企画するなど、対応を実

現させていきたいと考えております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） もう一遍お聞きしたいんですが、本町の小中学生の中に読字障害はどの

程度おられますか。すっと聞き漏らしました。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） ディスレクシアとして診断書を受けている児童が１名おります。た

だ、先ほども言いましたように読み書きの問題で、この障害を持っている方については、学

習的にはできるんやけどもただ読むのが不得意とか書くのが不得意とか、合わせて読み書き

両方不得意とかいうこともあり、なかなか親も気づかないという現状の中で診断は受けてい

ない子以外にもいてるのかなということで学校としては見ながら進めているというところで

す。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 小学生か中学生かお聞きしても大丈夫ですか。では、お願いします。 
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〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 小学生です。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） ほんで、本町ではＵＤフォントは導入はされているんですか。何か一部

されているような答弁であったように思うんですが、いかがなんでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） このフォントにつきまして、今言った通級指導という形で支援をし

ている子どもについてはそれ用の電子媒体の教科書というのがあります。当然その部分はそ

の子用の物なのでＵＤフォントが使われているということで、そのパソコンを使えばある程

度の作業はできるんですけれども、それ以外のパソコンには導入していないということにな

ります。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 小・中学校の全教員はこのディスレクシアに関する認識はどの程度ある

とお考えでしょうか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） まず小学校につきましては、通級指導というのは上牧町においては

かなり活発にやっていますので、詳しくとは言いませんけれども、ある程度の先生は認識は

されていると思います。中学校になってはその通級指導等も切れていったり、支援学級に入

らないというパターンが多いので、まだまだ名前程度の認識かと考えております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） そうであるならば、先ほど部長も話していただきまして、私も壇上でお

話ししたように、このエッジの藤堂会長が言っているように、教師や保護者から努力が足り

ないと片づけられている場面も往々にして考えられると思いますね。だから、そこら辺の、

舌をかみそうなんですけれども、このディスレクシアに関してしっかりと末端、末端という

たらあかんな、全教員に認識をこれ、持っていただくように指導していただきたいと思いま

すが、よろしゅうございますか。よろしいですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） はい、その方向で進めたいと考えております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） そこで部長、これは教育長もきちんと聞いとってくださいよ。この生駒
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市が先ほど演壇で申し上げたように導入をしとるんですよね。ほんで県教委も、これは５月

の22日の産経新聞です。「奈良県教委では今年度県立学校教員貸与しているパソコン約2,700

台をアップデート、43種類ものＵＤフォントが使えるようになった。今後はテスト問題や授

業の資料、保護者に配付するプリントなどが新たな書体で作成される」というふうになって

いますし、生駒市の件につきましては、先ほど演壇で申し上げたように、この３月26日の記

者会見で、市内の小・中学校の教員のパソコンにＵＤフォントを使えるようにし、日々の学

習活動に活用できるようにしたという、これは記者会見の資料ですが。 

 そこで部長が答えられなかったら教育長に答えてほしいんですが、要はこのＵＤフォント

が有効である、これの検証にはどの程度時間を要すると考えますか。幸いここから１時間ほ

ど行ったら生駒市ですから。どの程度で有効だと判断、また導入に対していわゆるイニシャ

ルコストとランニングコスト、ここら辺の判断はどの程度でわかりますか。３カ月間もあれ

ばわかるかなと思うんですが、いかがですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 今議員がおっしゃられたように、金額的な問題とソフト的な問題は

ある程度調査が必要と思いますけれども、検証についてはうちがする必要もなく、事実世間

一般にされていますし、今現在発行されている教科書自体も多くがＵＤフォントを使うとい

う状態なので、そういう意味では今言うたような３カ月かもうちょっとはかかるかわかりま

せんけれども、できるだけ早いところでは考えていけると思います。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） それでは、要は有効性の確認はもうそれでおおむねできたあるというこ

とで、イニシャルコストとランニングコストについても今言うたように生駒市さんがやられ

ているし、奈良県教もやられているわけですから、もう３カ月か４カ月ぐらいあったらでき

るという答弁ですが、12月議会に聞きます。よろしいですか。だから、有効性がどうなのか

というのとイニシャルコスト、ランニングコストについて、12月で一般質問しますので、き

ちっと答弁いただくように。教育長、それでよろしいですか。 

〇議長（服部公英） 教育長。 

〇教育長（松浦教雄） ちょっとお時間いただいていいですか。時間。 

〇４番（木内利雄） 短くね。あともう１問あるので。１分でよろしいか。 

〇教育長（松浦教雄） たくさん言いたいことがあるんですが、今部長が答弁したとおりの形

で、今度12月の議会の際にはいい形での答弁ができるように努力してまいりたいと思ってお
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ります。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 教育長、12月には10分でも20分でも与えますので、ひとつよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、次お願いします。どうぞ。 

〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） まず４点目のまちづくりについて、廃棄物の不法投棄対策の中

で質問の内容、南上牧、高、五軒屋の共同墓地に当たるところの洗濯機や冷蔵庫、テレビ、

パソコン等を不法投棄されている点でご回答させていただきます。 

 この件は、平成27年３月議会の一般質問におきまして廃棄物の不法投棄防止対策について

質問でありました。その後４年経過し、進捗状況はどうであったかということで、共同墓地

について、当時、監視カメラや監視センサー、人間心理を突いたダミー等の鳥居などを設置

することが有効であり、ただ、どういうところでどういうものに設置したらいいのか十分検

討しなければならないと回答しております。当時は土地の所有者への指導及び相談を行い、

対策について助言させていただいたと伺っております。 

 今回、質問がありまして、現場の方へ行きました。確認したところ、墓からお寺に向かっ

ての左手のちょっと急斜面なところは簡易的なフェンスもされておったというふうに確認を

しております。そこのところについては幾分か廃棄物等もあるかなというふうに思っており

ます。それと、墓から、名前を出して悪いですけれども、井上重量さんというところまでの

右側の土手については木とか瓦とかちょっとほかしてあるというのは現状、把握しておりま

す。ただ、いつまでもこのまま放っておいてはいけないという原課の思いもございます。再

発を許すことにもなりますので、土地所有者に対して片づけるよう再度指導し、対策等、所

有者と相談に応じて考えていきたいというふうに思っております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） ほんで、壇上でも申し上げたように、西山副町長が担当のとき、その前

の三軒屋の青木さんが担当されたときからもうずっと言うとるんです。ほんで、壇上で申し

上げたように、うちの愛犬エルと散歩しても、一個も鳥居も出てけえへんわ、普通の立て看

板も出てけえへんわ。こういうのは放っておいたら、何ぼでもほかしよんねん。せやから、

きれいにせんといかん。しっかりとお取り組みをいただくようにお願いをしたいと思います。 

 あと45秒です。どういう対策をしていただけますか。 
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〇議長（服部公英） 都市環境部長。 

〇都市環境部長（杉浦俊行） 今現在取り組みとしては月三、四回程度は環境パトロールを原

課の方でしています。少量でございますがポイ捨て等のごみもございます。処分いたして、

今後は十分な監視と対応に図るよう、また関係機関といいますか、奈良県と廃棄物対策課に

指導を仰ぎながら取り組んで、張り紙とかきちっとした取り組みをしたいなというふうに思

っております。 

〇議長（服部公英） 木内議員。 

〇４番（木内利雄） 看板は何かできているんですか。はい、もう結構です。時間がないでし

ょう。その看板はしっかりと立てて、不法投棄の撲滅に尽くしていただくようにお願いをし

て私の一般質問を終わります。 

〇議長（服部公英） 以上で、４番、木内議員の一般質問を終わります。 

 ここで休憩とし、再開は２時45分といたします。 

 

    休憩 午後 ２時３０分 

 

    再開 午後 ２時４５分 

 

〇議長（服部公英） それでは再開いたします。 

 

                     ◇                    

 

          ◇東   充 洋 

〇議長（服部公英） 次に、11番、東議員の発言を許します。 

 東議員。 

          （１１番 東 充洋 登壇） 

〇１１番（東 充洋） やっとここまで来ましたですね。これで一般質問最後ということです

ので、よろしくお願いします。共産党の東充洋です。議長からの発言の許可をいただきまし

たので、一般質問を行います。 

 一般質問に入る前に政治動向について触れさせていただきたいと思います。ことし４月16

日告示、21日投票という予定で上牧町議会議員選挙が行われる予定でありましたが、無投票
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という結果となりました。私自身11期連続当選果たさせていただくことができました。当選

後、臨時議会がありました。実質この６月議会がスタートでございます。私は40年間住民の

皆さんの声を真っすぐこの議会に届けてまいりました。今後４年間においても住民の皆さん

の願いや意見を議会に届け、安心・安全なまちづくりに寄与してまいりたいと決意をしてい

るところです。 

 国民にとって安心・安全についてはいかがでしょうか。６月３日、金融庁の金融審議会は

老後の備えを口実に若年から金融商品への投資を奨励する報告書がまとめられました。少子

高齢化で公的年金給付は減少が続くとし、自助の強調をしています。これは、今後年金だけ

では老後生活には賄えず、平均2,000万円不足するという報告内容です。安倍連立政権は2013

年から19年の第２次政権下で年金額改定の指標である物価は5.3％上昇しましたが、年金額

の伸びを物価上昇以下に抑えるマクロ経済スライドを2016年と19年の２回発動しました。年

金の支給水準を実質6.1％も大幅に引き下げました。2016年の臨時国会で年金制度改革関連

法、年金カット法を強行成立させ、年金削減の仕組みを強化し、マクロ経済スライドで削り

残しが出た場合、翌年度以降に繰り越して確実に削るキャリーオーバーを導入し、2019年度

のマクロ経済スライド発動の際、2015年度の削り残しの分、キャリーオーバーを行い、物価

は１％上昇したのに年金額の伸びをわずか0.1％に抑えて、実質0.9％も削減しました。さら

に2021年は賃金の指標がマイナスの場合、物価の指標がプラスでも確実に削る。賃金マイナ

ススライドを導入しようとしています。 

 共産党は参議院選挙が間もなく始まります。その中で一大争点にする必要があると考えて

おります。共産党は参議院選挙の政策として消費税増税の中止、暮らしに希望、３つの提案

で暮らしを支え、生存権を保障する社会保障本来のあり方にしていく第一歩として、安倍連

立政権の社会保障改革の見直しを提案しています。公的年金では、１、マクロ経済スライド

などの年金水準を実質削減する仕組みを廃止して減らない年金にすること、２、消費税とは

別の財源を確保し、低年金者、基礎年金６万5,000円以下の年金を一律６万円以上上乗せして

底上げすることを提案しています。将来的には保険料の納付状況にかかわらず一定額を保障

する最低保障年金を実現しようとしています。財源はどうするのと聞こえてきそうですが、

心配はございません。大企業に中小企業並みの負担を、また大富豪には証券税制の是正と最

高税率の引き上げやＦ35戦闘機１機116億円100機を購入する計画を見直すなどで財源は確保

できると提案をしております。 

 それでは、一般質問に入ります。私の質問事項は大きな項目で教育について、２つ目は幼
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児教育の無償化についてです。 

 初めに教育についてです。最近、小・中学校の給食時間が話題となっています。本町の小・

中学校における給食時間及び給食状況、つまり給食に対する位置づけや計画について説明を

求めます。また、給食についての補助を住民は求めています。義務教育無償が原則です。ま

た、教育の公平さが求められています。しかし、町財政状況から給食の無償化は無理である

との回答を前回の質問時に得ています。どのような補助ができるか検討いただいていると思

いますが、どの程度の検討がなされているのか、説明を求めます。 

 次に、小・中学校の授業時数が大幅にふえていることが文部科学省の調査でわかり、初等

中等教育長名で通知が出されています。詳細な説明を求めます。 

 ３つ目は今年度予定している町内各中学校から選ばれた生徒たちが台湾へ行き、国際交流

事業を行う予定となっています。この事業に議会議長も同行されると聞き及んでいますが、

何を目的として議長が同行されるのか詳細な説明を求めます。また、上牧中学校、上牧第二

中学校、それぞれ何名の生徒が選ばれ、選考方法はどのようにして行われたかを説明を求め

ます。 

 項目の２つ目の幼児教育無償化についてです。安倍政権は幼児教育無償化をことし10月か

ら実施することを決めました。幼児教育無償化について詳細な説明を求めます。 

 以上です。再質問につきましては自席で行います。ご答弁のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） まず最初に、小学校の給食についての時間等について説明させてい

ただきます。 

 小学校の給食時間は12時20分から13時45分となっております。中学校の給食時間は12時40

分から13時30分の50分となっております。この流れといたしましては、各クラスの給食当番

が児童、生徒分の給食を配膳し、全員が配膳が終わった時点で全員で食べ始めます。そして、

大体全員が食べ終わった時間を見計らわして昼休みの休憩という形になっております。この

部分を全部入れて小学校の場合は45分、中学校の場合は50分。実質給食の食べている時間は

約25分ほどになっております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 大体平均して食べる時間というのは25分程度が見込まれているとこう

いうことです。問題になっているのは15分で食べるということが非常に話題となっていたわ
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けですけれども、それよりも上牧町の小・中学校では10分長いというふうにお聞きしました

ので、まあまあ心配ないかなというふうに。子どもによってはもう格差ありますものね。早

く食べられる子と遅い子といらっしゃってあれなんですけども。私事であれなんですけどう

ちの孫は遅いんですね。みんな遅いんです。それでキモい言うていじめられたという経験も

あるんですけれども、遅い子早い子があるので、25分というのは給食を食べる時間としては

まあまあいいのかなというふうに感じました。 

 この給食というのは教育の上においても非常に大事な過程であるというふうに言われてお

りまして、やはり同じ食材、同じ物でもって、みんなで学んでいくということがこの給食の

非常に大切な事業の一環であるというふうに言われているんですけれども、その点ではどの

ような計画を持って、今後一層の教育、一人一人の子どもたちの感性を育てていこうという

ふうな理念を持っておられるのか。その辺だけお聞かせください。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 給食ということではありますが、食育という部分は当然見込んでや

っております。またこの中に各親に感謝するということも含めて、学校によってはお弁当を

家でつくってきて見せると、給食ではないんですけれども、そういうことを見せ合って、そ

の説明をして、また自分でつくってくるとか、また、防災時の協力体制、関係も含めまして

防災給食というのもやっており、また内容としては当然安心で安全な給食というのを目指し

て、今のところは自校方式で頑張っているところであり、またその部分が給食のつくってい

ただく方の感謝の日ということで、一緒に給食を食べる時間等もとったりもして、食育とい

う部分で進んでいるところであります。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） そうですね。わかりました。給食、弁当というようなところもあると

いうのは現実なんですけれども、それはそれなりに親子のきずなだとかそういうことでの非

常に大事な要素なのかというふうに思いますけれども、しかし、上牧においては、小・中学

校においては全て給食という形で、この上ない教育の環境が整っているのであろうというふ

うに思っています。ですから、一層の充実を図っていただきますようによろしくお願いした

いというのと、それからもう１つは、前回にも質問をさせていただいたんですけれども、こ

の給食に対して、私は公平さ、それから義務教育の無償化という観点からいけば給食費も当

然無償化されるべきだというふうに思っているんですけれども、しかし自治体それぞれの要

件があって、財政的な問題があって、無理な状況もあろうかということも理解しています。
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しかしながら、自治体としてそれぞれの大事な子どもをたくさん上牧町に呼び寄せたい、そ

して、上牧町で産み、育てていただきたいというのが第一の願望としてある以上は、やはり

この辺の充実は避けて通れないというものではないかというふうに理解しているわけなんで

すけれども、その点、副町長、いかがですかね。 

〇議長（服部公英） 副町長。 

〇副町長（西山義憲） 今の質問でございます。町といたしましても子どもの教育につきまし

てはできるだけのことを考えていきたいと。まず、町といたしましては、ご存じのように昨

年、学んでいただく環境整備という形でいち早く空調機、エアコン等も設置させていただき

ました。できる限りのことはやっていきたいというふうには考えておりますが、先ほど議員

もおっしゃいましたように町の今の財政状況、現状を考えますと、給食費の全額無償化とい

うのは大変厳しい状況にあるというのは現実でございます。その他のいろんな施策を考えて

総合的に判断して、また小・中学校の生徒、児童に対しまして、できるところにつきまして

は実施していきたいなというふうに思っております。ただ、繰り返しますが、給食について

の全面補助というのは今厳しい状況にあるというところでございます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） その辺は十分理解しています。そのときは、前回町長からご答弁いた

だいたというふうに思っていますので、その辺は無理であろうというのは私も承知の上で質

問をさせていただいています。しかし、その中で今後、公会計と私的会計を公会計にすると

いう話とどのような形で子どもたちに給食の補助ができるのかということも検討していきた

いというご答弁がありましたのでどのような検討を、すぐにできなくてもこのような検討を

しているという、このようなことが課題であるというようなことをお聞かせいただければあ

りがたいかなと思って今質問をさせていただいているということなんですけれども、その辺

はいかがでしょうか。まだそこまで具体的な検討には入っていないということでよろしゅう

ございましょうか。 

〇議長（服部公英） 副町長。 

〇副町長（西山義憲） 今のご質問では給食費に関してございます。ただ、教育委員会と申し

ますか、役場として考えておりますのは給食というものだけではなしに、やはり学んでいた

だく環境について少しでもやれるところからやっていきたいなというところで総合的に今判

断しておりまして、申されますように給食費に対して今検討してどのようにやれるのかとい

うところまでは正直言ってそこまでは至っていないというのが状況でございます。ただ、小・
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中学校、児童、生徒の学んでいただく環境も含めまして何かできるところからやっていきた

いというところでは現在考えております。また、その中でどういうようなものをやるのかと

いうところを案ができましたら、また議会の方にもお示しをさせていただきまして、説明も

させていただき、またご意見も頂戴したいなというふうには考えております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 教育の環境だとかそういう部分においてなら教育長に質問します。と

ころが、補助をするというのは財政的な話ですので、その辺は町長、それから副町長あたり

が聞くのにはいいのかなということで指名をさせていただきました。そういう中で今のとこ

ろはどういう補助をしていくかというところまでは考えていないと、検討もしていないとい

うことですので、昔は、多分阪本さんは覚えていると思うんですけれども、武安町長のとき

には牛乳代の補助をやれ５円か何円かを削る削らないで、私はえらい食い下がったことがあ

るんですけど、そういう５円がいいのかどうかは別として、やはり一定の補助というのも、

全額は無理だとしてもいろんな方法が考えられるのではないかなというふうに思っておりま

す。 

 そういう状況を踏まえて、やはり、できるできないということは後に回していただいて、

やはりどういうことができるのであろうというものをまず担当課の方から意見を聞いて、そ

していろいろレクチャーしながら、これは無理やな、あれは無理やなというようなことを出

していただけるのであれば質問者としてもありがたいんですけれども、その辺のところがな

くて、財政的には無理なんだという頭からの話であるならばちょっと聞く耳持たんなという

ふうに思っておりますので、その辺十二分にご検討していただけるということにしていただ

きたいというふうに思うんですが、いかがでしょう。 

〇議長（服部公英） 副町長。 

〇副町長（西山義憲） 今少し私の答弁の方で誤解をされたような形になっておりますので少

し申し上げたいと思いますが、何も検討をしていないというものではございません。私が申

し上げましたのは、総合的に給食費だけではなしに、総合的にできることをやっていきたい

と。当然申されましたように、財政当局だから、補助にするのは財政当局がということで私

の方にお聞きになっているということでございますけれども、ただ、学ぶ環境についてもそ

うです。何につきましても、当然教育委員会と協議をさせていただきまして、その中で財政

支出をするわけでございますので、総合的に今申されました給食費についても話題には上が

っております。ただ、経常的に補助をするとなると財政的にどうなのだというところも加味
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した中での検討というものは行っております。先ほど私が申させていただきました、学ぶ環

境と申しましたけれども、その辺につきましては学校施設そのものもそうですし、それから

学校を使用している、例えば体育館等もございます。そういうふうなものの夜間開放もして

おりますし、総合的に考えましてできることからやっていきたいと。 

 当然、給食費については何も検討もしていないのかというお叱りのようなそういうふうな

お言葉もございましたけれども、総合的にいろんな面でやれるところからやっていきたいと。

ただ、くどくなって申しわけないんですけれども、給食費についての現在の補助というのは

なかなか難しいなというところは申し上げたとおりでございます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） わかりました。給食費に対する補助といっても、そんなに多額な費用

をかけてやってほしいというような意味合いはございません。副町長がおっしゃっているよ

うにできるところからというところを前面に考えていただければなというふうに思っていま

すので、きょうはこれぐらいにしておきますけれども、またいずれは聞かせていただくとい

うふうに思います。そのときには、こういうことも検討したけれども無理であったというよ

うな、そのような回答をいただければなというふうに思います。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 給食費はそういうことで終わっておきたいというふうに思います。 

 それでは、次に授業時間ですね。大幅にふえているのではないかということで通達が来て

いるというふうに思うんですけれども。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 質問の小学校の授業が大幅にふえていることが文部科学省の調査で

わかりという部分についてのご説明をさせていただきます。 

 この部分について平成31年３月29日付で文科省から通達が参りました。その通達の内容と

いたしましては、平成29年度の公立小・中学校の教育課程の編成実施状況調査の結果を踏ま

え、小・中学校の設置者に適切な対応をとるように求めたものです。というのは、調査結果

によると平成29年度の授業の実績について標準授業時数を超えて授業をしている学校が多い

ということが出てきました。このことを含めて、例えば部分的に言わせていただけば、小学

校５年生で全国平均が1,040時間で、正確に言うと1,040.2単位ということになります。それ

において、平成29年度の標準授業時数は980時間。つまり60時間の授業数を超過した形で行わ

れていると。また同じことを中学校でいいますと、中学校１年では全国平均が1,061.3時間、
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平成29年度の標準授業数については1,015時間。これについても45時間程度のオーバーとな

っております。 

 そのことからこのことを踏まえて、授業数の実績は教師が崇高な使命をもって授業を実施

したことを示しているものではあるが、各学校の指導体制を整えないまま標準授業時数を多

く上回った授業時数を実施することは教師の負担増加に直結するものであることを指摘して

います。したがって、標準授業時数を大きく上回った教育課程の編成実施は行うべきではな

く、そのような授業時数を計画している場合は精査をして教師の時間外勤務の増加につなが

らないようにするなど、学校における働き方改革に十分配慮することを求めており、公立小・

中学校及びその設置者は平成31年以降の各小・中学校の授業課程の編成実施に当たってくだ

さいということでありました。 

 また、この中で３つの留意点が示されております。１つ目としては、標準授業時数は学習

指導要領で示している各教科の内容を指導するのに要する時間数を基準としており、学校運

営の実態などの条件も十分考慮しながら定めたものであります。各学校において、学校の指

導体制に見合った授業時数を設定する必要があること。つまり教師の加配等もないのに授業

時数だけふやすなという意味になります。また２つ目としては、標準授業時数を踏まえて教

育課程を編成したものの、災害や流行性疾患による学級封鎖等で不測の事態により授業時数

が下回った場合についても法令に反するものではなく、不測の事態に備えたことに過敏に意

識して授業時数を大幅に上回ったものを始めから組む必要がないということを言っておりま

す。３つ目といたしましては、各学校において、教育課程の編成実施に当たって学校におけ

る働き方改革に考慮した対応を検討することが重要であるという。またこの部分については

令和２年から全面実施される新小学校学習指導要領のもとで小学校３年生から５年生の授業

時間数が増加することを踏まえて教育課程の編成実施に当たっていきますが、ことしについ

てはそこまで考慮する必要はないという部分であります。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） いうことで、私の調べたのと大体合っているんですね。小学校５年生

の年間の総授業数、実績として平均は2008年度は999時間、そして17年度には1,040.2時間と

いうふうに小学校５年生ではふえていますよと。中学校１年生も1,027時間から1,061.3時間

にふえているということで、主にこれは働き方改革のところで言われているという状況だと

いうふうに思います。 

 それで、結果的にアンケートも多分あったのではなかったのかなというふうには聞き及ん
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でいるんですけれども、上牧町の場合は小・中学校を比べて時間数はふえたんですか、減っ

たんですか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 上牧町の場合は先ほど言った全国平均にはいっていませんけれども、

例えば、先ほどの５年生で標準時間が980時間に対して上牧町はほぼ1,000時間、20時間ほど

多いという形になります。中学校１年につきましては標準授業時数が1,015時間に対して、

1,030時間、15時間ほど超過している部分となっております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） ふえているという状況だというふうに思うんですけれども、それがど

の程度のものなのかというのは、私はちょっと理解はできないんですけれども、そういう状

況でふえているという時間であるならば19年度以降、ことし以降ですね、年間授業計画を精

査し、必要な場合には授業時間の見直しなどの措置をできるだけ早い段階で講じるようにと

いうふうに求められているというふうに解しているんですけれども、それはそれでよろしゅ

うございますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） はい、そのとおりでございます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） それでいいわけですね。しかし、これ、私は少し疑問に思うのは、文

科省からそのような通達が来ているんですけれども、しかし、今の指導要領から言ったらふ

やさざるを得ないというような状況になっているのではないのかなという疑問を持っている

んです。にもかかわらず、精査しなさいよと言うたら、先生方も学校にしても「ええ、そう

したらどうしたらええのん」という状況に現場はなるのではないかというふうに思うんです

けれども、その点、教育委員会としてはどのような措置を考えようとしておりますか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 教育委員会といたしましては、先ほど今本町の状況を、実質15時間

から20時間ぐらいオーバーしているという形になっていますが、やはり、授業の進み具合に

よってはこの部分ぐらいは仕方がないという言い方は悪いんですけれども、あってもやって

いくべきではないかなと。また、それについての働き方改革ということで、ほかの部分で、

中学校におきましては、クラブの時間、必ず週２日は休むようにということや、ノー残業デ

ー等も今、各小・中学校で実施しているところであり、その辺でまた夏におきましては、完
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全な夏休み等の実施も考えておりますので、そういう部分で働き方改革には対応できるかな

と考えております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 教育長、今の答弁でよろしいですか。 

〇議長（服部公英） 教育長。 

〇教育長（松浦教雄） 私の方からどれだけの正確な回答ができるか自信はないんですが、と

りあえず文科省の初等中等教育局長の通達について、私も何回も熟読をさせていただきまし

た。難しい中の条文はちょっと置いておいて、私がちょっと簡単にそのことについて自分の

解釈としてどんなように思っているのかだけ、まずお伝えをしたいと思います。 

 つまり、簡潔に申し上げますと、教育課程の編成実施については学校における働き方改革

に十分配慮しなさいと。配慮してから年間行事、また授業のカリキュラム編成をしなさいよ

というこれがまず１点です。それから、もう１点は、令和２年度の学習指導要領の全面実施

に合わせては働き方改革と両立をして、それも余裕を持って修正をしていきなさいよと、そ

ういう修正してもいいよというような部分でございます。そして、先ほどから出ております、

その解説の総則編に記載のとおり授業時数を踏まえて、例えば、不測の事態が起こった場合、

インフルエンザにかかったとか、災害があって休校になったとか、その場合においては下回

ったからといって、これは学校教育法施行規則に反するものではないんですよと。この３つ

が今回３月29日に出された大きなメーンテーマであるのかなと私はそのように理解しており

ます。 

 このことが本町におきましては、町の校園長会におきまして授業時数の確保と教務主任と

きちっと労働時間についても徹底させていただきました。とりわけこの執務管理のタイムカ

ードはできたら来年から導入させていただきたいんですが、先ほど部長の答弁にもございま

したように、４月、この年度当初に、中学校には週２日間は部活を休みなさい、夏休み、こ

の期間中には学校閉庁日を設けましょうと。それからまた、ノー残業デーは必ず県並みのレ

ベルで、曜日は各学校に設定をおまかせするがと。それから、超過勤務の先生方については、

まず学校長の方できちっと、教頭が管理をしながらペーパーをもってことし１年は管理をし

なさいと。何々先生は何時間オーバーしているから、ちょっと先生働き過ぎ違うか、早帰っ

てやというまず指示が必要やと。それでも聞かない場合は私に振ってくださいと。私の方か

ら一応またお話もさせていただきますというそういう構築の制度は今とらせていただいてい

ます。そんな形で先生方に働き方改革で何とか法を進めておると。ただ、小学校の先生方に



 －151－ 

ちょっと聞きますと、仕事を家に持ち帰らなあかんので、結局どちらが楽になったのかわか

らないという一部の声もあるんですが、上牧町といたしましては、そういう形での構築を今

年度何とか進めさせていただきたいなとそんなふうに考えております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） わかりました。ぜひ構築していただいて、やはり、先生方の健康だと

か精神面を十分ケアしていだくというのと同時にやはり、その部分においてはやはり、学ぶ

子どもさんたちにも大きな影響を与えるということですので、ぜひその充実を図っていただ

いてこの時間を少しでも軽減できるというような、そのような状況をつくり出していただき

たいなというふうに希望いたします。いかがでしょう。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 議員のおっしゃったそのような方向で進めたいとは考えております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 それでは、次に国際交流の問題に入ってまいりたいというふうに思うんですけれども、こ

の点については、私は個人としては議長はこういう国際交流に同行するということは差し控

えた方がいいのではないかなと。あくまでも教育という立場で行かれるわけですから、その

教育と議長との関係はどういうふうに考えておられるのか。議長の定義というのは、この議

員必携の中にきちっと書かれているわけですよね。行ったらいいと、議会の代表で国際交流

に顔を出していいのだというふうなことはこの中にはどこにも書いていません。いかがでし

ょう。 

〇議長（服部公英） 町長。 

〇町長（今中富夫） 今、東議員から趣旨をお話しいただきました。これについては、皆さん

方ご存じのように学校教育に関しては皆さん方からいろんな質問が今までから出てきており

ます。エアコンの設置もそうでございますし、大規模改修もそうでございますし、細かい話

でいきますと冷水器の話からいろんな話が行政当局の方に持ち込んできていただいておりま

す。そういう中で大きな事柄やとかいろんなことについては、皆さん方と一緒に教育現場へ

出向いて、現場も見ていただいていろんな意見も聞かせていただいて、今いろんなことを実

施させていただいているというのが上牧町の現状でございます。そういうことから我々だけ

が国際交流事業に台湾へ行って帰ってきて皆さん方にお話を、当然報告はさせていただくわ

けでございますが、そうではなしに、我々と一緒に上牧町まちづくりを担っていただいてい
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るわけでございますので、議会を代表してその代表者の議長に一緒に行っていただいて、議

長として議会の皆さん方にもお話をしていただく、もしくは住民の方々にもお話をしていた

だく、そういうことがいいのではないか、そういうふうにすべきではないかということで、

私の考え方として議長も一緒に行ってもらおうということで、今回予算に計上させていただ

いたということでございます。 

 当然、帰ってこられたら議長は復命をされるわけでございますので、皆さん方にその説明

をされると。皆さん方は聞きたいことがあれば議長にお聞きいただいたら結構かなと。当然

我々も受けますが、絶えず議会で皆さん方、議長も一緒におられるわけでございますので、

そういうところでこうこうこうですよという説明をしていただいたら、町と議会とは一体に

なっていろんな物事をこれからなお一層進められていくのではないかという考え方で議長に

同行をしていただくということでご理解をいただきたいと思います。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） これも県の方で調べました。まずこの事業が始まったのは県の奈良県

観光プロモーション課のあっせんがあって、上牧町とのつながりができましたよということ

から始まっているんですよね。そういう中で英語教育がどうのこうのという話に多分なった

んだろうというふうに思うんですけれども、そういうふうになったのは奈良県下でも実例は

ないというふうにおっしゃっておられます。そういう中で上牧町は台湾に行こうということ

になったわけなんですけれども、私は、町長がおっしゃっている教育現場を議会もきちっと

把握しながら進めていこうという話には確かにそのとおりだというふうに思います。しかし

ながら、その問題と台湾へ議長も行くという話とは私はちょっと違うのではないかな。議長

が台湾へ行くというそもそも論というのは、この議会という組織からして余りそういう代表

権というようなことは議長には認められていないんですね。議長はやはり、ただただ我々議

会の活動を主催しとなっておるんですね。主催です。そういうところから始まっているとい

うことは、何も対外的に議長が出ていってどうのこうのなんていうようなことはどこにも書

かれていないということなんです。そういうふうになれば、せっかくの子どもたちの学習、

教育というところから議長が参加するということによって、これはもう観光になってしまう

というふうに私は思っているんです。 

 町長は教育には一定、教育改革のところから教育に対する責任というところが拡大されま

したので、それは町長は許せると思うんですけれども、そういう改革の中でも議長が教育に

口出ししながらとか、また代表をしていくなんていうようなことは全然書かれていないわけ
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ですから、議長が行くということは私はちょっと筋は違うのではないかなというふうに私は

解しているんです。ほかの議員の皆さんはどうかわかりません。いいと思っている方もいら

っしゃるのかもわかりませんけれども、私個人としては違うだろうなというふうに思ってい

ます。 

 もう１つは、予算のときそういうお話があったのかというのを聞き漏らしていまして、結

局、懇談会のときに議長も行くというような話になったのかなというふうに思っているんで

すけれども、そのときに最低でもこういう場面で議長も参加していただくというのはどうか

の相談もあってもしかりだったのかなと。そこでみんなで話し合うて、こういう状況やって

いうんだったらいいのではないかということで参加されるというのであるならばいいんです

けれども、いきなり町の方の計画としてやっぱり議長も行ってもらおうという思いの中での

話の進み具合というのは議会としてはどうなのかなというふうに思っております。しかし、

町長の思いというのはわかるんですよ。十分理解しているんですけれども、その話と議長が

この同行するということは少し違うんです。 

 話を変えて、例えば、友好を姉妹都市としてやりますというようなときは議長が議会を代

表して行ってきてということは私は言えると思うんです。ところが、これはまさしく教育な

わけですから、私は少し話が違うかなというふうに思っていますので、このまま行っても多

分平行線になるんだろうなということですので、ここはもう私の主張だけで終わるのかなと

いうふうに思っているんですけれども、この辺はよく考えて、熟慮していただきたいなとい

うふうなことだけで終わりたいと思っています。いや、いいです。１つは議長に、こういう

意見もあるということですので、本当に自分が同行をして、上牧町民、また上牧町の中学校

の生徒の皆さん、教育という大きなところにおって、本当に行っただけで寄与できるのかど

うかということを十分熟慮してほしい。教育ということを考えるならば辞退するという勇気

も必要ではないかなということだけ申し添えておきたいというふうに思います。でないと遊

びになるということは否めません。 

 子どもの参加、初め20名やと思っていたんですけれども、この間町長の話を聞いていたら

21名になったというお話になっていましたので、どのような選考になったのか。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） この事業につきましては、桃園市の桃園国民中学校との協議の中で

向こうといたしましては30名の生徒の受け入れが最大限できると。つまり30名までに抑えて

いただきたいという話し合いがなっています。その部分も含めまして保護者もあわせて全中
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学生に対して案内文を出しました。その中で今回募集されてきたのが21名。30名を超えた場

合はもう公開抽選と思ったんですけれども、偶然ありがたい、ありがたいと言ってはあれな

んですけれども、21名という人数だったので、全員そのままという形で内容につきましては、

上中が10名、第二中学校が11名、合わせて21名。学年につきましては１年から３年生男女全

ているという状態になっております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 学年については上中の10名のうち１年生、２年生、３年生あるんです

か。 

〇教育部長（塩野哲也） あります。 

〇１１番（東 充洋） あるんですか。いいです。それは大きな話ではないので、また後で聞

きます。 

 要は募集をしたところ21名が募集されたということで、以上の募集はなかったというふう

に理解していいわけですね。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） はい、今回の募集についてはそういうことになります。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） これは５万円の負担が必要だということで、５万円を個人負担として

出されるということなんですけれども、５万円が非常に一遍には出しにくいという家庭も多

分おありであろうと。だから手を挙げることができなかったというようなことはないんです

か。 

〇議長（服部公英） 教育部長。 

〇教育部長（塩野哲也） 家庭の中のことについては必ずしもないとは言い切れませんが、た

だ案内文の中には要保護につきましては全額、また準要保護につきましては７割は役場の方

から助成するという形は全部に通達として入れさせてもうています。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） その点は非常に悩ましいところでして、きちっとはっきりしていると

ころはそれでいいんでしょうけれども、そのぎりぎりのところがどうなのかというところが

何事においても非常に悩ましいところになるというのが、物事ですからそういう１つの線を

引くというのは大事なこともあるのかもわかりませんけれども。台湾までの修学旅行なんて

いうのは多分ないんだとは思いますけれども、しかし、全生徒が英語教育を体験できるとい
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うことであるならば、私は１つは、できるならば修学旅行で全員がそこに行って英語のあり

方を学ぶということが本来なら教育のあり方かなというふうに思います。選ばれた人たちだ

け、そういう人たちだけが参加できるということではどうなのかなというふうに私は感じて

おります。ですから、その辺はこれからも続けられるというのであるならばできるならば修

学旅行でそこへどうやねんというようなことも一考することができるのかなと。そのかわり

負担がひょっとしたら普通のところよりも大きくなるかどうかというのはちょっと私もわか

らないんですけれども、その辺、十分今後熟慮していただきたいというふうに思います。 

 わかりました。次、そしたら、福祉のところをお願いいたします。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 大ざっぱに聞いておりますので、１つは今回のこの問題といいますの

は、問題というたらおかしいですけども、施策というのは３歳から５歳の幼稚園、それから

保育所、それから認定こども園、地域型保育、企業主導型保育、幼稚園の預かり保育、基準

を満たした認可外保育施設の利用、これを対象としていると。３歳から５歳の子どもたちを

対象としているんだというふうに思っているんですけれども、それはそれでよろしゅうござ

いますね。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） そのとおりです。ただ、先ほどちょっと申されました預かり保

育に関しましては規定が若干ございます。これはあくまで保育の必要性がある場合、この場

合に関しては預かり保育に対しても無償の対象となるというふうにとっていただければと思

います。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） わかりました。それで、上牧町内に当然幼稚園、保育所、町立もあり

ゃ民間の幼稚園、それから保育所もございます。そういう中で認定こども園というのは、こ

のような制度を持っている施設というのは上牧町にはありますか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 今ご質問の上牧町内ということで認定保育園はあるのかという

話だと思います。上牧町内におきましては認定保育園はありません。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） しかしながら、上牧町にお住みの方も保育所と同じというような形で

その施設に入所されるというような施設はあるわけですか。 
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〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） まず、要するに基準を満たした認定外保育施設とかいう企業型

とかいろいろありますが、まず町内において企業型といいますのは、名前を出していいのか、

２カ所ございます。ただ、この中でも上牧町の児童の方がそこに通園されているのはござい

ません。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） したら、地域型保育というのはどうなんですか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 上牧町内におきまして地域型保育ですね。これはございません。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 企業主導型保育というのはございますか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 続きまして、企業型保育所になります。これも上牧町内におき

ましてはございません。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） 幼稚園の預かり保育というのは実施、ありますか。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） 幼稚園の預かり保育につきましてはございます。これを２つの

幼稚園が町内に行っておられます。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） そしたらもう５分しかないのではしょります。10月からこの制度を実

施していくということになっているんですけれども、財源は消費税というふうにはなってい

るんですけれども、今消費税がどうなるかと政府はやるんだというふうに言っているんです

けれども、しかし、参議院選挙の結果によってはどう転ぶかもわからないというような状況

になるのではないかというような状況になるのではないかなというふうに予想しているんで

すけれどもね。消費税を財源とするというふうにして前倒しをするわけなんですけれども、

この負担割合も国が２分の１、都道府県が４分の１、市町村が４分の１だけれども、公立と

かそういうところも含めたら少しというのか、大分多くなるんですけれども、そういう財源

を充てるというふうにしておられるんですけれども、上牧町の10月から実施するとして、当

然補正予算が上げられるだろうというふうに思うんですけれども、このときには大体幾らぐ
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らいを見積もった予算になるんでしょう。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） まず、今おっしゃっていただいたように消費税が上がるという

判断で、実施されたという判断でお答えさせていただきます。 

 これは子ども・子育て支援臨時交付金という仮称になっておりますが、この場合、役場の

私どもの方で試算させていただいた、これが半年分になります。約2,256万ぐらいになるので

はないかという今、現段階での試算です。これもあくまで、いろんな形で変わる可能性もご

ざいますので、今の段階の部分で平成30年度の実績を踏まえて試算させていただいたのが約

半年分、６カ月分で2,256万と試算させていただいております。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） なるほど。今後、今の当初予算よりも2,256万が補正予算として計上さ

れるであろうというふうに理解をしておいたらいいわけですね。詳しい金額は別として、今

おっしゃっていただいたぐらいを見込んでいるんだということでよろしかったですね。わか

りました。 

 １つ懸念は公立の幼稚園なんですけれども、公立の幼稚園というのは上牧幼稚園の場合４

歳児からですよね。保育を受けるのはそうですよね。６、５、４ですね。 

〇議長（服部公英） 住民福祉部長。 

〇住民福祉部長（濱田 寛） ３歳、４歳、５歳。ただ、多分議員おっしゃっておられるのは、

５月１日に３歳になられた場合、そのすぐから入れるのかといったご質問だと思うんですけ

ど、その場合はちょっと待っていただいて、４月１日で入園になりますから、若干失礼な話

ですけど、11カ月になるのかもしれませんが、１カ月間がまだ３歳という規定になるのかも

しれませんが、そういう形だというふうに理解していただいたら。 

〇議長（服部公英） 東議員。 

〇１１番（東 充洋） もう時間ありませんのでやめますけれども、去年はそういう中で町立

というのは、幼稚園の場合保育の時間が短い。私立の方は長いということで、町立の方より

もたくさん見てもらって無料ということになるわけやから、そっちへたくさん行かれるとい

うことで、応募しても少ないという状況になってしまうんじゃないかという懸念があるとい

うことだけを申し上げて一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） 以上で、11番、東議員の一般質問を終わります。 

 これで本日の一般質問を終わります。 
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                     ◇                    

 

    ◎散会の宣告 

〇議長（服部公英） 本日はこれで散会いたします。 

 どうも皆さん、ご苦労さまでした。 

 

    散会 午後 ３時４５分 
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令和元年第２回（６月）上牧町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第４号） 

 

令和元年６月１９日（水）午前１０時開議 

 

第 １      総務建設委員長報告について 

第 ２ 議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 

第 ３ 議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）について 

第 ４ 議第７号 上牧町道路線の廃止について 

第 ５ 議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結について 

第 ６      文教厚生委員長報告について 

第 ７ 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

         の一部を改正する条例について 

第 ８ 議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 

         について 

第 ９ 議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について 

第１０ 議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について 

 

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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                     ◇                    

 

出席議員（１２名） 

      １番  牧 浦 秀 俊        ２番  東   初 子 

      ３番  上 村 哲 也        ４番  木 内 利 雄 

      ５番  竹之内   剛        ６番  吉 中 隆 昭 

      ７番  富 木 つや子        ８番  康 村 昌 史 

      ９番  遠 山 健太郎       １０番  石 丸 典 子 

     １１番  東   充 洋       １２番  服 部 公 英 

 

欠席議員（なし） 

 

                     ◇                    

 

地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

  町    長 今 中 富 夫 副 町 長 西 山 義 憲 

  教 育 長 松 浦 教 雄 総 務 部 長 阪 本 正 人 

  総 務 部 理 事 中 川 恵 友 都市環境部長 杉 浦 俊 行 

  住民福祉部長 濱 田   寛 水 道 部 長 中 村   真 

  教 育 部 長 塩 野 哲 也 総 務 課 長 山 下 純 司 

 

                     ◇                    

 

職務のため議場に出席した事務局員 

  議会事務局長  山 本 敏 光    書    記  山 口 里 美 

  書    記  髙 木 寛 行 
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    開議 午前１０時００分 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（服部公英） おはようございます。ただいまの出席議員数は12名です。定足数に達し

ておりますので、これから本日の会議を開きます。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議事日程の報告 

〇議長（服部公英） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、日程表に従

い、順次議事を進めてまいります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎総務建設委員長報告について 

〇議長（服部公英） 日程第１、総務建設委員長報告について。 

 木内委員長、報告願います。 

 木内議員。 

          （総務建設委員長 木内利雄 登壇） 

〇総務建設委員長（木内利雄） おはようございます。４番、木内利雄でございます。総務建

設委員会の報告をさせていただきます。 

 去る６月10日の本会議において総務委員会に付託されました町長提出議案は４議案であり、

次のとおりです。議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

について、議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）について、議第７号 上

牧町道路線の廃止について、そして議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の

締結についてであります。以上の４議案について、６月11日、全委員の出席のもと総務建設

委員会を開催し、慎重に審議いたしました。結果、さきの４議案は全委員異議なく可決すべ

きものと決しましたことを報告いたします。また、議案に関する主な質疑は次のとおりです。 

 議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について。 

 災害援助資金について、保証人を立てない場合の貸付利息は年1.5％と記されているが、引
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き下げることはできないのかとの質問に対して、十分に検討が必要だと思いますが、現段階

では1.5％であり、今後、国の法改正により検討してまいりたいと考えているとの答弁があり

ました。 

 次に、議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）について。 

 西名阪自動車道にかかるおかあり橋の橋梁長寿命化事業費について、今回の補正予算での

工事内容について伺う。おかあり橋の東側にかかる高塚橋は来年度より一方通行になること

が決まっており、交通事情が大きく変わるが、おかあり橋については具体的な措置の予定は

あるのかとの質問に対して、今回は防御フェンスと車道との間にある歩道部にポストコーン

を設置し、そのポストコーンとの間に歩車道分離ブロック、歩道と車道の分離ブロックの設

置後、歩道部分のカラー化をいたしまして、車道との区別を明確にし安全を確保する予定で

す。交通事情の変化に伴うおかあり橋の具体的な措置はこれから検討していく予定であると

の答弁がありました。 

 次に、歳入、低所得者保険料軽減負担金について、国庫負担金で494万7,000円、県負担金

で247万3,000円、この補助額の説明をとの質問に対して、平成27年４月から第１段階だけの

介護保険料の軽減は行われてきたが、今回は消費税10％が導入されることにより比率が上が

るため、今年度は１段階から３段階までに該当する方に対しても保険料を軽減するためのも

のであり、その補正額である。 

 次に、項１総務管理費、目３財産管理費、節12役務費の手数料について、町有地の売却を

目的として不動産鑑定を行う予算と理解している。上牧町は元土地開発公社用地を含め、売

却を進めるとの方針は理解しています。友が丘地区で利用できないと判断できる町有地があ

り、その町有地に面している数件の隣接住民が購入したいとの希望を示されたが、価格が折

り合わず契約に至らなかった事例があるが、売却可能な町有地は積極的に売却すべきではな

いかと考えますが、見解を求めますとの質問に対して、売却可能な町有地は積極的に売却す

る方針です。また、町有地売却に当たっては鑑定価格を基本としております。今後、町有地

売却についての審議会の設置も検討し、町有地の売却手法も整理してまいりたいとの答弁が

ありました。 

 次に、議第７号 上牧町道路線の廃止について。 

 長い間、空き家となっていた元郵政宿舎の解体により、区域内の町道が廃止される。解体

工事期間と住民への安全対策、解体後の情報について伺うとの質問に対して、10月ごろには

撤去完了と聞いている。安全対策については一度に解体しない方法で行っており、周りに防
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護シートを設置している。騒音や破片が外に出ないような対策をとられている。跡地につい

ては、まず地方公共団体に買収希望があるか照会し、買収希望がなければ一般競争入札によ

り売却されることになる。当町においては、有償譲渡を希望する予定はないとの答弁があり

ました。 

 次に、議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結について。 

 本会議において、入札の方法は指名競争入札との説明がありました。指名されたのは何社

で、それぞれの会社名及び入札価格について説明を求めるとの質問に対して、指名業者は３

社です。指名業者は株式会社モリタ関西支社、小川ポンプ工業株式会社、日本機械工業株式

会社大阪営業所です。入札価格は、消費税抜きで、株式会社モリタ関西支社が1,538万円、小

川ポンプ工業株式会社が1,540万円、日本機械工業株式会社大阪営業所が1,540万円で、結果、

株式会社モリタ関西支社が落札となりましたとの答弁がありました。 

 以上、総務建設委員会の報告といたします。 

〇議長（服部公英） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第２号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第２、議第２号 上牧町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 
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〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第４号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第３、議第４号 令和元年度上牧町一般会計補正予算（第１回）に

ついて、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第７号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第４、議第７号 上牧町道路線の廃止について、これを議題といた

します。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 
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〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第８号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第５、議第８号 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）購入契約の締結

について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 
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                     ◇                    

 

    ◎文教厚生委員長報告について 

〇議長（服部公英） 日程第６、文教厚生委員長報告について。 

 遠山委員長、報告願います。 

 遠山議員。 

          （文教厚生委員長 遠山健太郎 登壇） 

〇文教厚生委員長（遠山健太郎） ９番、文教厚生委員会、遠山健太郎です。文教厚生委員会

の報告を行います。 

 文教厚生委員会は、去る６月12日水曜日、午前10時より、全６名委員出席のもと、本議会

において付託された全議案を慎重審議いたしました。本委員会に付託をされました議案と審

議結果は以下のとおりです。 

 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について、議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

の一部を改正する条例について、議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予

算（第１回）について、議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）

について。以上４議案を文教厚生委員会で慎重審議し、それぞれ採決の結果、全４議案につ

いて全委員異議なく可決すべきものと決しました。 

 次に、各議案に対する主な質疑内容を報告いたします。 

 議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について。 

 学童指導員の現状はどうかとの問いに対し、指導員は15名、研修をした人を支援員と呼び、

現在11名である。順次研修に行っていただいているとの答弁がありました。 

 次に、議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条

例について。 

 不燃ごみ用10リットル袋を新たに作成する経緯と予算措置について説明をとの問いに対し、

高齢者や１人世帯がふえていることと、プラスチックごみの分別で出されるごみが減少する。

経費は既に当初予算で52万円計上しているとの答弁がありました。 

 また、委員より、当初予算で今回の不燃ごみ10リットル用が計上されていたことに対し、

当時の予算委員会では何ら説明がなかったことに対して、本来なら予算と条例は同時に提出



 －167－ 

すべきであるとの強い意見がありました。 

 次に、議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算（第１回）について。 

 特定検診の指導などを担当する保健師が臨時の事務職員にかわるが、業務はどうなるのか

との問いに対し、保険年金課では事務的な仕事を担当し、ほかは生き活き対策課の保健師が

担うとの答弁がありました。 

 次に、議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第１回）について。 

 款３地域支援事業費、項３包括的支援事業任意事業費、目２任意事業費、節11需用費、家

族介護支援事業費の１万7,000円増加分は何かとの問いに対し、見守りＱＲコード作成に関

する追加作業費としてデータ読み込み作業が発生したため、費用として増額となったもので

あるとの答弁がありました。 

 次に、同項目で低所得者の保険料減額により各項目がマイナス計上となっているが、その

中で任意事業費の財源内訳についてとの問いに対し、国庫支出金１万円についてはＱＲコー

ドの１万7,000円増額分の国・県の負担分である。その他、マイナス５万3,000円については、

保険給付費と地域支援事業費が介護保険と関係するので、低所得者保険料減額に案分した額

となっている。また、一般財源６万円については、一般財源の繰入額990万円を案分したもの

であるとの答弁がありました。 

 以上で文教厚生委員会の報告を終わります。 

〇議長（服部公英） 委員長の報告が終わりましたので、ただいまより議案の審議に入ります。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第１号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第７、議第１号 上牧町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 
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          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第３号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第８、議第３号 上牧町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条

例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第５号の質疑、討論、採決 
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〇議長（服部公英） 日程第９、議第５号 令和元年度上牧町国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 

 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎議第６号の質疑、討論、採決 

〇議長（服部公英） 日程第10、議第６号 令和元年度上牧町介護保険特別会計補正予算（第

１回）について、これを議題といたします。 

 提案理由の説明は終わっておりますので、これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

          （「質疑なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

 討論はございませんか。 

          （「討論なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） 討論なしと認めます。 

 これから採決いたします。 
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 本案を委員長の報告どおり可決することにご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本案は委員長の報告どおり可決されました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（服部公英） お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了いたしました。 

 したがって、会議規則第７条の規定により閉会したいと思います。ご異議ございませんか。 

          （「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（服部公英） ご異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会は閉会することに決定いたしました。 

 

                     ◇                    

 

    ◎町長の挨拶 

〇議長（服部公英） 閉会に当たり、招集者の挨拶をお願いいたします。 

 町長。 

          （町長 今中富夫 登壇） 

〇町長（今中富夫） 全議案、議決をいただきましてありがとうございます。当議会中にご指

摘をいただきましたこと、それと、ご提案をいただきましたこと、また、意見として聞かせ

ていただいたこと、それぞれしっかりと検討をしていきたいというふうに考えております。 

 それと、きのう午後10時22分ごろ、新潟県で震度６強の地震が起こりました。被害に遭わ

れた方々にお見舞いを申し上げたいというふうに思います。 

 地震はなかなか予知ができません。大雨や台風のように事前に予知できるもの、こういう

ものについては我々もお知らせをしながらいろんな準備ができるわけでございますが、地震

に関しましては予知がなかなかできません。起こらなくてはどういうふうになるかわからな

いというようなものでございますが、日ごろからしっかりと準備をしておく、あわせて心の
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準備もでございますが、そういうことにつきましてもしっかりと住民の方々に周知を図って

まいりたいというふうに考えております。 

 これから、大変暑い時期を迎えますが、議員の皆様方には健康に十分留意をしていただい

て、それぞれの地域でご活躍いただきますよう祈念を申し上げまして、お礼のご挨拶にさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

〇議長（服部公英） これをもちまして、令和元年第２回上牧町議会定例会を閉会いたします。 

 

    閉会 午前１０時２２分 
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